
自主点検表記入要領
１　自主点検表の対象

２　記入方法

(4) 「はい・いいえ」等の判定については、プルダウン方式により選択するか、手書き等により○で囲ってください。

(8)特段事情のない限り、第1号通所事業に係る根拠法令の記載は省略します。

法令等（根拠法令の欄は、次を参照してください）

　利用者に適切な介護サービスを提供するためには、事業者自らが自主的に事業の運営状況を点検し、人員、設
備及び運営に関する基準が守られているか常に確認することが必要です。
　そこで市では、介護サービス事業者ごとに、法令、関係通知及び国が示した介護保険施設等実地指導マニュア
ル等を基に、自主点検表を作成し、運営上の必要な事項について、自主点検をお願いし、市が行う事業者指導と
有機的な連携を図ることとしました。

(5) 判定について該当する項目がないときは、「該当なし」を選択又は記入してください。

略　　　称

施行規則

法

名　　　　称

平24条例46
川越市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める
条例（平成24年12月21日条例第46号）

平24条例48
川越市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定
める条例（平成24年12月21日条例第48号）

介護保険法（平成9年法律第123号）

(3) 点検結果については、実施後3年間の保管をお願いします。

(6) 通所介護・地域密着型通所介護・第１号通所事業の指定を受けている事業所は、それぞれ該当部分を点検し
てください。

川越市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める
条例施行規則（平成25年3月29日規則第34号）

6令和 年度

川越市福祉部指導監査課
電話番号：０４９－２２４－６２３７    　e-mail:shidokansa★city.kawagoe.lg.jp
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（＠部分を「★」と表示しています。）

電話番号

開設法人の代表者名

記入者名

e-mail

開設法人の名称

管理者名

(7)特段指定のない限り、「通所介護」は、「地域密着型通所介護」「第1号通所事業」、「地域密着型通所介
護」は「第1号通所事業」と読み替えるものとします。

指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について（平成11
年9月17日老企25）

平25規則34

介護保険法施行規則（平成11年厚令36）

平11老企25

記入年月日

(1) 毎年定期的に実施するとともに、事業所への実地指導が行われるときは、他の関係書類とともに、市へ提出
してください。なお、この場合、控えを必ず保管してください。

(2) 複数の職員で検討のうえ点検してください。

介護保険サービス事業者自主点検表

【通所介護・地域密着型通所介護・第1号通所事業】

〒 川越市

事業所の名称

事業所の所在地

事業所番号



平25規則36
川越市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定
める条例施行規則（平成25年3月29日規則第36号）

平27厚労告96 厚生労働大臣が定める施設基準（平成27年3月23日厚労告第96号）

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居
宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費
用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成12年3月
1日老企36）

平27厚労告95 厚生労働大臣が定める基準（平成27年3月23日厚労告第95号）

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成18年3月14日
厚労告126）

平18厚労告126

報酬留意事項通知

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着
型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の
留意事項について（平成18年3月31日老計発0331005・老振発0331005・老老発
0331018）

厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通
所介護費等の算定方法（平成12年2月10日厚生省告示第27号）

平12老企36

旧予防条例

平成27年規則第29号による改正前の川越市指定介護予防サービス等の事業の人
員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的
な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則

平11厚令37
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年3月31日
厚生省令第37号）

基準解釈通知
指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準につ
いて（平成18年3月31日老計発0331004・老振発0331004・老老発0331017）

平成27年条例第11号による改正前の川越市指定介護予防サービス等の事業の人
員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的
な支援の方法に関する基準等を定める条例

平27厚労告94
厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等（平成27年3月23日厚労省告示第94
号）

総合事業実施要綱 川越市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

老認発0319第3号
介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める
基準の制定に伴う実施上の留意事項について（令和3年3月19日老認発第0319第3
号）

旧予防規則

高齢者虐待防止法
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成17年11月9
日法律第124号）

平12厚告27

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成12年2月10日厚告
19）

平12厚告19

令6厚労告84
介護保険法施行規則第140条の63の6第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準
（令和3年3月15日厚生労働大臣告示第84号）

令6老認発4
介護保険法施行規則第140条の63の6第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準
について（令和6年3月15日老認発0315第4号）

略　　　称 名　　　　称



1 基本的事項

（療養通所介護） 　

(1)

(2)

1 基本的事項 ○

※

※

○

　当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められ
ている常勤の従業者が勤務すべき時間数（週32時間を下回る場合
は週32時間を基本とします）に達していることをいうものです。
ただし、母性健康管理措置又は育児、介護及び治療のための所定
労働時間の短縮等の措置が講じられている者については、利用者
の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、例外
的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間として取り扱うこ
とを可能とします。
　同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所（同一敷
地内に所在する又は道路を隔てて隣接する事業所をいう。ただ
し、管理上支障がない場合は、その他の事業所を含む。）の職務
であって、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し
支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務時間
の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤
の要件を満たすものであることとします。
　例えば、１の事業者によって行われる通所介護事業所と居宅介
護支援事業所が併設されている場合、通所介護事業所の管理者と
居宅介護支援事業所の管理者を兼務している者は、その勤務時間
の合計が所定の時間に達していれば、常勤要件を満たすことにな
ります。
　また、人員基準において常勤要件が設けられている場合、従事
者が労働基準法（昭和22年法律第49号）第65条に規定する休業
（以下「産前産後休業」という。）、母性健康管理措置、育児・
介護休業法第２条第１号に規定する育児休業（以下「育児休業」
という。）、同条第２号に規定する介護休業（以下「介護休業」
という。）、同法第23条第２項の育児休業に関する制度に準ずる
措置又は同法第24条第１項（第２号に係る部分に限る。）の規定
により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる
措置による休業（以下「育児休業に準ずる休業」という。）を取
得中の期間において、当該人員基準において求められる資質を有
する複数の非常勤の従事者を常勤の従業者の員数に換算すること
により、人員基準を満たすことが可能であることとします。

　非常勤の従業者の休暇や出張（以下「休暇等」）の時間は、
サービス提供に従事する時間とはいえないので、常勤換算する場
合の勤務延時間数には含めません。

点検結果

　常勤の従業者の休暇等の期間についてはその期間が暦月で１月
を超えるものでない限り、常勤の従業者として勤務したものとし
て取り扱います。

平成14年度報酬改定Q&A
問1

平成14年度報酬改定Q&A
問1

はい・いいえ

（第１号通所事業）
　第１号通所事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立
した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機
能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって
利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとなっていますか。

平11老企25第2・2(1)
【基準解釈通知第2・
2(1)】

平11老企25第2・2(3)
【基準解釈通知第2・
2(3)】

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

平25規則36第51条の20
第1項

平25規則36第51条の20
第2項

　療養通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、
その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応
じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は
向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うこと
により、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並び
に利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとなっ
ていますか。

　当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤
の従業者が勤務すべき時間数（週32時間を下回る場合は週32時間
を基本とします）で除することにより、当該事業所の従業者の員
数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいうものです。この場
合の勤務延時間数は、当該事業所の指定に係る事業のサービスに
従事する勤務時間の延べ数であり、例えば、当該事業所が通所介
護と訪問介護の指定を重複して受ける場合であって、ある従業員
が介護職員と訪問介護員を兼務する場合、介護職員の勤務延時間
数には、介護職員としての勤務時間だけを算入することとなるも
のです。
　ただし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保
等に関する法律（昭和47年法律第113号）第13条第１項に規定する
措置（以下「母性健康管理措置」という。）又は育児休業、介護
休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成
３年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。）第23条第
１項、同条第３項又は同法第24条に規定する所定労働時間の短縮
等の措置若しくは厚生労働省「事業場における治療と仕事の両立
支援のためのガイドライン」に沿って事業者が自主的に設ける所
定労働時間の短縮措置（以下「育児、介護及び治療のための所定
労働時間の短縮等の措置」という。）が講じられている場合、30
時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業
者が勤務すべき時間数を満たしたものとし、１として取り扱うこ
とを可能とします。

「常勤」（用語の定義）

自主点検項目 記入欄及び点検のポイント

第１－２　人員に関する基準

第１－１　基本方針
（通所介護・地域密着型通所介護（それぞれ共生型含む））
　通所介護（地域密着型通所介護）の事業は、要介護状態となった場合
においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能
力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上
の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及
び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減
を図るものとなっていますか。

「常勤換算方法」（用語の定義）

根拠法令等
【】は地域密着型

［］は第１号通所事業

平25規則34第80条
【平25規則36第51条の
2】

［旧予防規則第78条］

　療養通所介護事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者
の主治の医師及び当該利用者の利用している訪問看護事業者等と
の密接な連携に努めていますか。

2/77



点検結果自主点検項目 記入欄及び点検のポイント
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

○

○

①

②

○

○

○

○

　当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められ
ている常勤の従業者が勤務すべき時間数（週32時間を下回る場合
は週32時間を基本とします）に達していることをいうものです。
ただし、母性健康管理措置又は育児、介護及び治療のための所定
労働時間の短縮等の措置が講じられている者については、利用者
の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、例外
的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間として取り扱うこ
とを可能とします。
　同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所（同一敷
地内に所在する又は道路を隔てて隣接する事業所をいう。ただ
し、管理上支障がない場合は、その他の事業所を含む。）の職務
であって、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し
支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務時間
の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤
の要件を満たすものであることとします。
　例えば、１の事業者によって行われる通所介護事業所と居宅介
護支援事業所が併設されている場合、通所介護事業所の管理者と
居宅介護支援事業所の管理者を兼務している者は、その勤務時間
の合計が所定の時間に達していれば、常勤要件を満たすことにな
ります。
　また、人員基準において常勤要件が設けられている場合、従事
者が労働基準法（昭和22年法律第49号）第65条に規定する休業
（以下「産前産後休業」という。）、母性健康管理措置、育児・
介護休業法第２条第１号に規定する育児休業（以下「育児休業」
という。）、同条第２号に規定する介護休業（以下「介護休業」
という。）、同法第23条第２項の育児休業に関する制度に準ずる
措置又は同法第24条第１項（第２号に係る部分に限る。）の規定
により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる
措置による休業（以下「育児休業に準ずる休業」という。）を取
得中の期間において、当該人員基準において求められる資質を有
する複数の非常勤の従事者を常勤の従業者の員数に換算すること
により、人員基準を満たすことが可能であることとします。

　８時間以上９時間未満の指定通所介護の前後に連続して延長
サービスを行う場合にあっては、事業者の実情に応じて、適当数
の従業者を配置してください。

　午前と午後とで別の利用者に対して通所介護を提供する場
合。また、利用者ごとに策定した通所介護計画に位置づけら
れた内容の指定通所介護が一体的に提供されていると認めら
れる場合は、同一単位で提供時間数の異なる利用者に対して
指定通所介護を行うことも可能です。なお、同時一体的に行
われているとは認められない場合は、別単位となることに留
意してください。

　通所介護が同時に一定の距離を置いた２つの場所で行わ
れ、これらのサービスの提供が一体的に行われているとはい
えない場合。

　利用者の数又は利用定員は、単位ごとの通所介護についての利
用者の数又は利用定員をいうものであり、利用者の数は実人員、
利用定員は、あらかじめ定めた利用者の数の上限をいうもので
す。従って、例えば、１日のうちの午前の提供時間帯に利用者10
人に対して通所介護を提供し、午後の提供時間帯に別の利用者10
人に対して通所介護を提供する場合であって、それぞれの通所介
護の定員が10人である場合には、当該事業所の利用定員は10人、
必要となる介護職員は午前午後それぞれにおいて利用者の数、10
人に応じた数ということとなり、人員算定上午前の利用者の数と
午後の利用者の数が合算されるものではありません。

平24条例46第31条第7項
【平24条例48第16条の2
第8項】

　同一事業所で複数の単位の通所介護を同時に行う場合であって
も、常勤の従業者は事業所ごとに確保すれば足りるものです。

「専ら従事する・専ら提供に当たる」（用語の定義）

　通所介護の「単位」とは、同時に、一体的に提供される通所介
護をいうものです。例えば、次のような場合には、２単位として
扱われ、それぞれの単位ごとに必要な従業者を確保する必要があ
ります。

　通所介護事業者（地域密着型通所介護事業者)が第一号通所事業
者の指定を併せて受け、かつ、両事業が同一の事業所で一体的に
運営されている場合、どちらか一方の人員基準を満たすことを
もって両方の人員基準（管理者を除く）を満たしているとみなす
ことができます。

　原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の
職務に従事しないことをいうものです。この場合のサービス提供
時間帯とは、当該従業者の当該事業所における勤務時間をいうも
のであり、当該従業者の常勤・非常勤の別を問いません。

平11老企25第3・6・
1(1)
【基準解釈通知第3・2
の2・1(1)】

平11老企25第2・2(4)
【基準解釈通知第2・
2(4)】
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点検結果自主点検項目 記入欄及び点検のポイント
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

2

①

②

○

○

※

3 (1)

○

①

ア

イ

ウ

エ

オ

②

○

　通所介護の提供日ごとに、当該通所介護を提供している時間帯
に生活相談員（専ら当該通所介護の提供に当たる者に限る）が勤
務している時間数の合計数を当該通所介護を提供している時間帯
の時間数で除して得た数が１以上確保されるために必要と認めら
れる数を配置していますか。

平24条例46第31条第１
項第１号
【平24条例48第16条の2
第1項第1号】

平11老企25第3･6･1(2)
【基準解釈通知第3・2
の2・1(2)】

　労働時間の記録（出勤簿、タイムカード等）は、3年間保存しな
ければなりません。

　法人役員等であっても、基準上配置が求められる職務に従事し
ている場合には、客観的に配置が証明できる書類を整備してくだ
さい。

はい・いいえ

　①、②によらず、自己申告制により労働時間を把握せざるを得
ない場合は「労働時間の適正な把握のための使用者が講ずべき措
置に関するガイドライン」4(3)に定める措置を講じる必要があり
ます。

労働基準法第109条

　厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格し
た者

　なお、指定通所介護事業所が、利用者の地域での暮らしを支え
るため、医療機関、他の居宅サービス事業者、地域の住民活動等
と連携し、指定通所介護事業所を利用しない日でも利用者の地域
生活を支える地域連携の拠点としての機能を展開できるように、
生活相談員の確保すべき勤務延時間数には、「サービス担当者会
議や地域ケア会議に出席するための時間」、「利用者宅を訪問
し、在宅生活の状況を確認した上で、利用者の家族も含めた相
談・援助のための時間」、「地域の町内会、自治会、ボランティ
ア団体等と連携し、利用者に必要な生活支援を担ってもらうなど
の社会資源の発掘・活用のための時間」など、利用者の地域生活
を支える取組のために必要な時間も含めることができます。
　ただし、生活相談員は、利用者の生活の向上を図るため適切な
相談・援助等を行う必要があり、これらに支障がない範囲で認め
られるものです。

　これと同等以上の能力を有すると認められる者（市では、
介護支援専門員、介護福祉士を同等の能力を有する者として
認めています）

平11老企25第3･6･1(1)
④
【基準解釈通知第3・2
の2・1(1)④】

労働時間の適正な把握
のための使用者が講ず
べき措置に関するガイ
ドライン（平成29年1月
20日付け基発0120第3
号）

　生活相談員については、通所介護の単位の数にかかわらず、通
所介護事業所における提供時間数に応じた生活相談員の配置が必
要になるものです。ここでいう提供時間数とは、当該事業所にお
けるサービス提供開始時刻から終了時刻まで（サービスが提供さ
れていない時間帯を除く）とします。

　例えば、１単位の通所介護を実施している事業所の提供時間数
を６時間とした場合、６時間の勤務時間数を１人分確保すればよ
いことから、従業者の員数にかかわらず６時間の勤務延時間数分
の配置が必要となります。また、例えば午前９時から正午、午後
１時から午後６時の２単位の通所介護を実施している事業所の場
合、当該事業所におけるサービス提供時間は午前９時から午後６
時（正午から午後１時までを除く）となり、提供時間数は８時間
となることから、従業者の員数にかかわらず８時間の勤務延時間
数分の配置が必要となります。

　従業員の労働時間（始業・終業時刻）は、以下のいずれかの方法によ
り適正に把握されていますか。

　使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録

　アからエと同等以上の能力を有すると認められる者として
厚生労働省令で定めるもの（精神保健福祉士、大学において
法第19条第１項第１号に規定する厚生労働大臣の指定する社
会福祉に関する科目を修めて、大学院への入学を認められた
者）

　タイムカード、ＩＣカード、パソコンの使用時間の記録等の客
観的な記録を基礎として確認し、適正に記録

　社会福祉法第19条第１項各号のいずれかに該当する者

　大学において厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科
目を修めて卒業した者

　都道府県知事の指定する養成機関又は講習会の課程を修了
した者

　社会福祉士

はい・いいえ

　生活相談員は、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基
準第５条第２項に定める生活相談員に準ずるものとしています。

基本的事項
（労働時間の管
理）

生活相談員
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点検結果自主点検項目 記入欄及び点検のポイント
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

(2)

4 看護職員

○

①

②

○

ア 　指定通所介護事業所の従業者により確保する場合

イ

○

5 介護職員 (1)

(1)'

○

○

○

　

（地域密着型通所介護（利用定員が10人以下））
　看護職員及び介護職員の員数を、単位ごとに、サービス提供時
間帯に看護職員又は介護職員が勤務している時間数の合計数を提
供単位時間数で除して得た数が１以上確保されるために必要と認
められる数を配置していますか。

はい・いいえ

　看護職員は、次のいずれかの資格を有している者をいいます。

　看護師

　准看護師

　生活相談員又は介護職員のうち１人以上を常勤としています
か。

　通所介護の単位ごとに、専ら当該通所介護の提供に当たる看護職員を
１人以上配置していますか。（定員10人以下の事業所を除く）

（通所介護・地域密着型通所介護（利用定員11人以上））
　通所介護の単位ごとに、当該通所介護を提供している時間帯に
介護職員（専ら当該通所介護の提供に当たる者に限る）が勤務し
ている時間数の合計数を当該通所介護を提供している時間数で除
して得た数が、利用者（第一号通所事業の利用者を含む）の数が
15人までの場合にあっては１以上、15人を超える場合にあっては
15人を超える部分の数を５で除して得た数に１を加えた数以上確
保されるために必要と認められる数を配置していますか。

平24条例46第31条第１
項第2号
【平24条例48第16条の2
第1項第2号】
［旧予防等基準第97条
第1項第2号］

平11老企25第3・6・
1(1)⑥

　提供時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当た
る必要はありませんが、当該看護職員は提供時間帯を通じ
て、指定通所介護事業所と密接かつ適切な連携を図るものと
します。
　病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により確保
する場合

　看護職員が指定通所介護事業所の営業日ごとに利用者の健
康状態の確認を行い、病院、診療所、訪問看護ステーション
と指定通所介護事業所が提供時間帯を通じて密接かつ適切な
連携を図るものとします。

　なお、アとイにおける「密接かつ適切な連携」とは、指定通所
介護事業所へ駆けつけることができる体制や適切な指示ができる
連絡体制などを確保することです。

平24条例46第31条第１
項第3号
【平24条例48第16条の2
第1項第3号】

　看護職員については、指定通所介護事業所の従業者により確保
することに加え、病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携
により確保することも可能です。具体的な取扱いは以下のとおり
とします。

平24条例46第31条第3項
【平24条例48第16条の2
第4項】

【平24条例48第16条の2
第2項】

　介護職員については、通所介護の単位ごとに、提供時間数に応
じた配置が必要となるものであり、確保すべき勤務延時間数は、
次の計算式のとおり提供時間数及び利用者数から算出されます。
なお、ここでいう提供時間数とは、当該単位における平均提供時
間数（利用者ごとの提供時間数の合計を利用者数で除して得た
数）とします。
（確保すべき介護職員の勤務延時間数の計算式）
・利用者数15人まで
　　単位ごとに、確保すべき勤務延時間数＝平均提供時間数
・利用者数16人以上
　　単位ごとに、確保すべき勤務延時間数＝【（利用者数－15）
÷5＋1】×平均提供時間数

　介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の通所介護
の単位の介護職員として従事することができます。

　平均提供時間数＝利用者ごとの提供時間数の合計÷利用者数
　例えば、利用者数18人、提供時間数を5時間とした場合、（18－
15）÷5＋1＝1.6となり、5時間の勤務時間数を1.6人分確保すれば
よいことから、従業員の員数にかかわらず、5×1.6＝8時間の勤務
延時間数分の人員配置が必要となります。

はい・いいえ

はい・いいえ
・該当なし

平24条例46第31条第6項
【平24条例48第16条の2
第7項】
［旧予防等基準第97条
第7項］

はい・いいえ

　なお、指定通所介護事業所が、利用者の地域での暮らしを支え
るため、医療機関、他の居宅サービス事業者、地域の住民活動等
と連携し、指定通所介護事業所を利用しない日でも利用者の地域
生活を支える地域連携の拠点としての機能を展開できるように、
生活相談員の確保すべき勤務延時間数には、「サービス担当者会
議や地域ケア会議に出席するための時間」、「利用者宅を訪問
し、在宅生活の状況を確認した上で、利用者の家族も含めた相
談・援助のための時間」、「地域の町内会、自治会、ボランティ
ア団体等と連携し、利用者に必要な生活支援を担ってもらうなど
の社会資源の発掘・活用のための時間」など、利用者の地域生活
を支える取組のために必要な時間も含めることができます。
　ただし、生活相談員は、利用者の生活の向上を図るため適切な
相談・援助等を行う必要があり、これらに支障がない範囲で認め
られるものです。
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点検結果自主点検項目 記入欄及び点検のポイント
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

(2)

(3)

6 　機能訓練指導員を１人以上配置していますか。

○

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

○

○

○

7 管理者

○

①

②

8

はい・いいえ

　上記3～7にかかわらず、指定生活介護事業所、指定自立訓練
（機能訓練）事業所、指定自立訓練（生活訓練）事業所、指定児
童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所（以下指
定生活介護事業所等という。）の従業者の員数が、当該指定生活
介護事業所等が提供する指定生活介護、指定自立訓練（機能訓
練）指定自立訓練（生活訓練）、指定児童発達支援又は指定放課
後等デイサービス（以下「指定生活介護等」という。）の利用者
の数を指定生活介護等の利用者及び共生型通所介護の利用者の数
の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所等と
して必要とされる数以上を配置していますか。

はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ
・該当なし

平24条例46第31条第1項
第4号
【平24条例48第16条の2
第1項第4号】

平11老企25第3・6・
1(3)
【基準解釈通知第3・2
の2・1(3)】

看護職員

柔道整復師

　機能訓練指導員は、次のいずれかの資格を有している必要があ
ります。

理学療法士

　生活相談員又は介護職員のうち１人以上を常勤としています
か。

（地域密着型通所介護（利用定員が10人以下））
　地域密着型通所介護の単位ごとに、介護職員又は看護職員を常
時１人以上当該地域密着型通所介護に従事させていますか。

作業療法士

　当該事業所で通所介護従業者としての職務に従事する場合

平24条例46第34条
【平24条例48第16条の5
の2】

  同一の事業者によって設置された他の事業所、施設等の管
理者又は従業者としての職務に従事する場合であって、当該
他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事
する時間帯も、当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介
護事業所の利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を
適時かつ適切に把握でき、職員及び業務の一元的な管理・指
揮命令に支障が生じないときに、当該他の事業所、施設等の
管理者又は従業者としての職務に従事する場合
（この場合の他の事業所、施設等の事業の内容は問いません
が、例えば、管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断
される場合や、併設される入所施設において入所者に対し
サービス提供を行う看護職員又は介護職員と兼務する場合
（施設における勤務時間が極めて限られている場合を除きま
す。）、事故発生時等の緊急時において管理者自身が速やか
に当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所に駆
け付けることができない体制となっている場合などは、管理
業務に支障があると考えられます。）

　機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防
止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該通所事業所の
他の職務に従事することができます。

　平均提供時間数＝利用者ごとの提供時間数の合計÷利用者数
　例えば、利用者数18人、提供時間数を5時間とした場合、（18－
15）÷5＋1＝1.6となり、5時間の勤務時間数を1.6人分確保すれば
よいことから、従業員の員数にかかわらず、5×1.6＝8時間の勤務
延時間数分の人員配置が必要となります。

平24条例46第31条第5項
【平24条例48第16条の2
第6項】

はい・いいえ

はい・いいえ

（通所介護・地域密着型通所介護（利用定員11人以上））
　通所介護の単位ごとに、介護職員を常時1人以上当該通所介護に
従事させていますか。

平24条例46第31条第2項
【平24条例48第16条第3
項】

機能訓練指導員

　事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置いています
か。

　ただし、次の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がな
いときは、他の職務を兼ねることができます。

【平24条例48第16条第3
項】

平24条例46第31条第6項
【平24条例48第16条の2
第7項】

あん摩マッサージ指圧師

はり師又はきゅう師

共生型通所介護
の人員基準

言語聴覚士

　はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言
語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の
資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で６月以上機能訓
練指導に従事した経験を有する者に限ります。
　利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能
訓練については、当該事業所の生活相談員又は介護職員が兼務し
て行っても差し支えありません。

平24条例46第32条
【平24条例48第16条の
3】

平11老企25第3・6・
1(4)（準用同第3・1・
1(3)）
【基準解釈通知第3・2
の2・1(4)】
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点検結果自主点検項目 記入欄及び点検のポイント
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

○

○

9

○

※

10

○

○ 　上記のうち１人以上は常勤で専従の看護師であること。

○ 　管理者:

※

1

○

2

○

はい・いいえ

はい・いいえ

療養通所介護の
人員基準

基準該当通所介
護事業所の人員
基準

　事業所ごとに置くべき従業者の員数等は、次のとおりとなっています
か。

はい・いいえ
・該当なし

　上記3～7にかかわらず、指定生活介護事業所、指定自立訓練
（機能訓練）事業所、指定自立訓練（生活訓練）事業所、指定児
童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所（以下指
定生活介護事業所等という。）の従業者の員数が、当該指定生活
介護事業所等が提供する指定生活介護、指定自立訓練（機能訓
練）指定自立訓練（生活訓練）、指定児童発達支援又は指定放課
後等デイサービス（以下「指定生活介護等」という。）の利用者
の数を指定生活介護等の利用者及び共生型通所介護の利用者の数
の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所等と
して必要とされる数以上を配置していますか。

　指定生活介護事業所等の従業者の員数が、共生型通所介護を受
ける利用者（要介護者）の数を含めて当該指定生活介護事業所等
の利用者の数とした場合に、当該指定生活介護事業所等として必
要とされる数以上となるこということです。
　この場合において、指定生活介護事業所の従業者については、
前年度の利用者の平均障害支援区分に基づき、必要数を配置する
ことになっているが、その算出に当たっては、共生型通所介護を
受ける利用者（要介護者）は障害支援区分5とみなして計算してく
ださい。

　指定通所介護の基準と同様です。
　なお、共生型通所介護事業所の管理者と指定生活介護事業所等
の管理者を兼務することは差し支えありません。

管理者

はい・いいえ
・該当なし

　事業所ごとに置くべき従業者の員数等は、次のとおりとなっています
か。

平24条例46第34条
【平24条例48第16条の5
の2】

第１－３　設備に関する基準
　食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設
備その他の非常災害に際して必要な設備並びにサービスの提供に必要な
その他の設備及び備品等を備えていますか。

　設備は、専ら当該通所介護の事業の用に供するものでなければ
なりません。ただし、利用者に対するサービスの提供に支障がな
い場合（夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する
場合に限る）はこの限りではありません。

設備及び備品等

平11老企25第3･6･4(1)
【基準解釈通知第3・2
の2・4(1)①】

従業者

平25規則34第81条第1項
【平25規則36第51条の3
第1項】

平25規則34第81条第3項
【平25規則36第51条の3
第3項】

平25規則34第81条第2項
第１号イ
【平25規則36第51条の3
第2項第1号イ】

平25規則34第81条第2項
第１号ロ
【平25規則36第51条の3
第2項第1号ロ】

共生型通所介護
の人員基準

平24条例46第41条、42
条

平24条例48第16条の7

　看護職員又は介護職員の員数は、利用者の数が1.5に対し、提供
時間帯を通じて専らサービスの提供に当たる者が１以上確保され
るために必要と認められる数を配置。

常勤で専従の管理者を置くこと。ただし、管理上支障
がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は
他の事業所、施設等の職務に従事することができま
す。

平24条例48第16条の8

　生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員及び管理者
の数・・・上記3～7における「通所介護」と同様

　ただし、生活相談員又は介護職員のうち１人以上を常勤とする
要件はありません。また、管理者についても常勤である必要はあ
りません。

　管理者は看護師であること。また、適切なサービスを行うため
に必要な知識及び技能を有していること（訪問看護に従事した経
験を有すること、また更に、管理者としての資質を確保するため
に関連機関が提供する研修等を受講していることが望ましいで
す）。

基準解釈通知第3・2の
2・5・(2)②ロ、ハ

はい・いいえ
・該当なし

平11老企25第3・6・
4(1)②
【基準解釈通知第3・2
の2・4(1)②】

食堂及び機能訓
練室

　食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その
合計した面積は、３㎡に当該事業所の利用定員（当該事業所において同
時にサービスの提供を受けることができる利用者の数の上限）を乗じて
得た面積以上となっていますか。

　上記にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際に
はその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う
際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、
同一の場所とすることができます。
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点検結果自主点検項目 記入欄及び点検のポイント
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

○

3  相談室

4

5

○

6 ○

7

○

○

8 　以下の設備・備品を確保し、又は有していますか。

○ 　食事を行う場所及び機能訓練を行う場所

○ 　静養のための場所

○ 　生活相談のための場所

○ 　事務連絡のための場所

○ 　消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

○ 　その他の設備及び備品等

はい・いいえ

はい・いいえ

　相談室は、遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配
慮されていますか。

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

平25規則34第81条第2項
第2号
【平25規則36第51条の3
第2項第2号】

平11老企25第3・6・
2(3)
【基準解釈通知第3・2
の2・2(3)】

平25規則34第81条第4項
【平25規則36第51条の3
第4項】

平25規則34第81条第5
項、第6項
【平25規則36第51条の3
第5項、第6項】

　消防法その他の法令等に規定された消火設備その他の非常災害に際し
て必要な設備を確実に設置していますか。

　指定通所介護の提供以外の目的で、指定通所介護事業所の設備又はそ
れ以外の設備（追加）を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外の
サービス（以下「宿泊サービス」という）を提供する場合には、当該
サービスの内容を当該サービスの提供開始前に市長に届け出ています
か。

消火設備その他
の非常災害に際
して必要な設備

基準該当通所介
護の設備基準

平25規則34第108条

　共生型サービスは要介護者、障害者及び障害児に同じ場所で提
供することを想定していることから、要介護者、障害者又は障害
児がそれぞれ利用する設備を区切る壁、家具、カーテンやパーテ
イション等の仕切りは不要です。

　通所介護事業者が第１号通所事業に係る事業者の指定を併せて
受け、かつ、通所介護の事業と第１号通所事業とが同一の事業所
において一体的に運営されている場合については、第１号通所事
業における設備及び備品等の基準を満たすことをもって、通所介
護事業における当該基準を満たしているとみなすことができま
す。

共生型通所介護
の設備基準

事業所の設備又
はそれ以外の設
備を利用し、夜
間及び深夜に指
定通所介護以外
のサービスを提
供する場合

　相談室は、遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしない
よう配慮されていることが必要です。

　食事を行う場所及び機能訓練を行う場所は、それぞれ必要な広
さを有するものとし、その合計した面積は、３㎡に当該事業所の
利用定員（当該事業所において同時にサービスの提供を受けるこ
とができる利用者の数の上限）を乗じて得た面積以上が必要で
す。
　なお、上記にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供
の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練
を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっ
ては、同一の場所とすることができます。

平25規則第34第81条第8
項
【平25規則36第51条の3
第8項】

　指定生活介護事業所等として満たすべき設備基準を満たしています
か。

平11老企25第3・6・
4(2)
【基準解釈通知第3・2
の2・4(2)】

第一号通所事業
に係る事業者の
指定を併せて受
けた場合

　狭隘な部屋を多数設置することにより面積を確保すべきもので
はありません。ただし、指定通所介護の単位をさらにグループ分
けして効果的な通所介護の提供が期待される場合はこの限りでは
ありません。

平25規則34第81条第2項
第１号ロ
【平25規則36第51条の3
第2項第1号ロ】

平11老企25第3・6・
2(2)
【基準解釈通知第3・2
の2・2(2)】

　届け出た宿泊サービスの内容に変更がある場合は、変更の事由
が生じてから10日以内に、また、宿泊サービスを休止又は廃止す
る場合はその休止又は廃止の日の１月前までに市長に届け出るも
のとします。

　指定児童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所
の場合は、必要な設備等について要介護者が使用するものに適し
たものとするよう配慮してください。

　上記にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際に
はその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う
際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、
同一の場所とすることができます。
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点検結果自主点検項目 記入欄及び点検のポイント
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

※

9

○

○

○

1

○

2

○

①

②

③

④

⑤

⑥ 　緊急時対応医療機関との連絡体制　※療養通所介護のみ

○

3

○

①

②

③

　専用の部屋の面積は、利用者１人につき6.4㎡以上であって、明
確に区分され、他の部屋等から完全に遮蔽されている必要があり
ます。

平25規則36第51条の21

準用(平11老企25第3･1･
3(1))
【準用(基準解釈通知第
3・1・4(1))】

準用(平11老企25第3･1･
3(2))
【準用(基準解釈通知第
3・1・4(2))】

　利用者の状態を勘案して判断されるものではありますが、利用
者毎の設置を求めているものではありません。

平24条例48第16条の10

平24条例48第16条の11

　この設備は、専ら当該事業の要に供されるものでなければなり
ません。ただし、利用者に対するサービスの提供に支障がない場
合（夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合
に限る）には、この限りではありません。

　運営規程の概要

　通所介護従業者の勤務の体制

　事故発生時の対応

はい・いいえ

平25規則34第3条第4項
【平25規則36第3条第4
項】
令6厚労告84第2条第4項

　利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域
外である場合

　当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合

内容及び手続の
説明及び同意

　サービス提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に
対し、利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項につ
いて、わかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧
に説明を行い、サービス提供の開始について利用申込者の同意を得てい
ますか。

はい・いいえ　正当な理由なくサービスの提供を拒んでいませんか。

　サービスの提供を拒むことのできる場合の正当な理由とは、次
の場合です。

準用（平11老企25第3・
1・3(3)）
【準用(基準解釈通知第
3・1・4(3))】

平24条例46第33条(準用
第7条）
【平24条例48第16条の5
（準用第8条）】

はい・いいえ
・該当なし

　これら設備は、専ら基準該当通所介護事業の用に供するもので
なければなりませんが、利用者に対するサービスの提供に支障が
ない場合（夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供す
る場合に限る）はこの限りではありません。

　その他利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供するこ
とが困難な場合

提供拒否の禁止

療養通所介護の
専用の部屋の基
準

第１－４　運営に関する基準
介護保険等関連
情報の活用とＰ
ＤＣＡサイクル
の推進について

　サービスを提供するに当たって、法第118条の２第１項に規定する介
護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう
努めていますか。

はい・いいえ

　指定居宅サービスの提供に当たっては、法第118条の２第１項に
規定する介護保険等関連情報等を活用し、事業所単位でＰＤＣＡ
サイクルを構築・推進することにより、提供するサービスの質の
向上に努めなければなりません。
　この場合において、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ：
Long-term careInformation system For Evidence）」に情報を提
出し、当該情報及びフィードバック情報を活用することが望まし
いです。

平24条例46第33条(準用
第6条）
【平24条例48第16条の5
（準用第7条）】

　苦情処理の体制

　提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、
実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果
の開示状況）等

　サービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書の
内容は、以下のとおりです。

　サービスを行うにふさわしい専用の部屋を有するほか、消火設備その
他の非常災害に際して必要な設備並びにサービスの提供に必要な設備及
び備品等を備えていますか。

　同意は、利用者及び通所介護事業者双方の保護の立場から、書
面によって確認することが望ましいです。
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点検結果自主点検項目 記入欄及び点検のポイント
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

○

4

5 (1)

(2)

6 (1)

(2)

7 (1)

(2) （療養通所介護のみ）

8 (1)

(2)

(3) （療養通所介護のみ）

(4) （療養通所介護のみ）

9

はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ

　サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険
者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定
の有効期間を確かめていますか。

受給資格等の確
認

はい・いいえ　居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であっ
て必要と認めるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも要
介護認定の有効期間が終了する30日前までにはなされるよう、必
要な援助を行っていますか。

　サービスの提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則第64
条各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に
対し、居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼する旨を市
町村に届け出ること等により、サービスの提供を法定代理受領サービス
として受けることができる旨を説明していますか。また、居宅介護支援
事業者の情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うため
に必要な援助を行っていますか。

はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ

　利用者の体調の変化等に応じた適切なサービスを提供できるよ
う、特に利用者の主治の医師及び利用者が利用する訪問看護事業
者等との密接な連携を図り、利用者の心身の状況の把握に努めて
いますか。

平25規則36第51条の23
第2項

　利用者に対するサービスの提供の適否について、主治の医師を
含めたサービス担当者会議において検討するため、利用者に係る
居宅介護支援事業者に対して必要な情報を提供するよう努めてい
ますか。

　利用者に係る居宅介護支援事業者に対して、居宅サービス計画
の作成及び変更等に必要な情報を提供するよう努めていますか。

はい・いいえ

法定代理受領
サービスの提供
を受けるための
援助

平25規則36第51条の24
第2項

はい・いいえ 平25規則34第92条(準用
第7条）
【平25規則36第51条の
18(準用第8条)】

　被保険者証に、認定審査会の意見が記載されているときは、当
該認定審査会意見に配慮して、サービスを提供するように努めて
いますか。

　通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し、自ら適切な
サービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者
に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の通所介護事業者等の紹
介、その他の必要な措置を速やかに講じていますか。

心身の状況等の
把握

居宅介護支援事
業者等との連携

要介護認定の申
請に係る援助

　サービスの提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用
申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどう
かを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意
思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行っ
ていますか。

平25規則34第92条（準
用第11条第2項）
【平25規則36第51条の
18(準用第12条第2項)】

はい・いいえ

はい・いいえ

平25規則34第92条(準用
第8条第1項）
【平25規則36第51条の
18(準用第9条第1項)】

平25規則34第92条(準用
第8条第2項）
【平25規則36第51条の
18(準用第9条第2項)】

平25規則34第92条(準用
第9条第2項）
【平25規則36第51条の
18(準用第10条第2項)】

平25規則34第92条(準用
第9条第1項）
【平25規則36第51条の
18(準用第10条第1項)】

平25規則34第92条(準用
第10条）
【平25規則36第51条の
4】

平25規則34第92条（準
用第11条第1項）
【平25規則36第51条の
18(準用第12条第1項)】

平25規則36第51条の24
第3項

　サービスの提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業
者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状
況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サー
ビスの利用状況等の把握に努めていますか。

　サービスを提供するに当たっては、居宅介護支援事業者、その
他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な
連携に努めていますか。

平25規則34第92条(準用
第12条）
【平25規則36第51条の
18(準用第13条)】

サービス提供困
難時の対応

　サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対し
て適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る居宅介護支援事
業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービス
を提供する者と密接な連携に努めていますか。

　特に、要介護度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否し
てはいけません。

10/77



点検結果自主点検項目 記入欄及び点検のポイント
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

10

11

○

○

12 (1)

○

○

①

②

③

④

(2)

○

13 (1)

○

準用（平11老企25第3・
1・3(10)①）
【準用(基準解釈通知第
3・1・4(12))】

準用（平11老企25第3・
1・3(10)②）
【準用(基準解釈通知第
3・1・4(12)②)】

　当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡、サービスを追
加する場合に当該サービスを法定代理受領サービスとして利用す
る場合には支給限度額の範囲内で居宅サービス計画を変更する必
要がある旨の説明、その他の必要な援助を行ってください。

　記載すべき必要事項には、次にあげるものが考えられます。

はい・いいえ

サービスの内容

サービスの提供
の記録

　サービスを提供した際には、サービスの提供日及び内容、利用
者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な
事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面（サービス利
用票等）に記載していますか。

平25規則34第92条(準用
第14条）
【平25規則36第51条の
18(準用第15条)】

居宅サービス計
画に沿ったサー
ビスの提供

　サービスの提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則第64
条各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に
対し、居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼する旨を市
町村に届け出ること等により、サービスの提供を法定代理受領サービス
として受けることができる旨を説明していますか。また、居宅介護支援
事業者の情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うため
に必要な援助を行っていますか。

準用（平11老企25第3・
1・3(8)）
【準用(基準解釈通知第
3・1・4(10))】

居宅サービス計
画等の変更の援
助

法定代理受領
サービスの提供
を受けるための
援助

保険給付の額

　サービスを提供した際には、サービスの提供日、具体的なサー
ビス内容、利用者の心身の状況その他必要な事項を書面（サービ
ス提供記録、業務日誌等）に記載するとともに、サービス事業者
間の密接な連携等を図るため、利用者から申出があった場合に
は、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対
して提供していますか。

　提供した具体的なサービスの内容等の記録は2年間保存しなけれ
ばなりません。

通所介護の提供日

はい・いいえ

　居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画に沿ったサービ
スを提供していますか。

利用料等の受領

平25規則34第92条(準用
第16条第1項）
【平25規則36第51条の
18(準用第17条第1項)】

はい・いいえ

法定代理受領サービスに該当する通所介護を提供した際には、そ
の利用者から利用料の一部として、当該サービスに係る居宅介護
サービス費用基準額から当該事業者に支払われる居宅介護サービ
ス費の額を控除して得た額の支払を受けていますか。

　利用者及びサービス事業者が、その時点での支給限度額の残額
やサービス利用状況を把握できるようにするために、利用者の居
宅サービス計画の書面又はサービス利用票等に記載しなければな
らないこととしたものです。

平25規則34第92条(準用
第12条）
【平25規則36第51条の
18(準用第13条)】

平25規則34第92条(準用
第13条）
【平25規則36第51条の
18(準用第14条)】

はい・いいえ

　利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合とは、利用者
の状態の変化等により追加的なサービスが必要となり、当該サー
ビスを法定代理受領サービスとして行う等のために居宅サービス
計画の変更が必要となった場合で、通所介護事業者からの当該変
更の必要性の説明に対し利用者が同意する場合を含みます。

　法定代理受領サービスとして提供される通所介護についての利
用者負担として、居宅介護サービス費用基準額の１割、２割又は
３割（法の規定により保険給付の率が９割、８割又は７割でない
場合については、それに応じた割合）の支払を受けなければなら
ないことを規定したものです。

　利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係
る居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行っていますか。

平25規則34第82条第1項
【平25規則36第51条の5
第1項】

準用（平11老企25第3・
1・3(11)①）
【準用(基準解釈通知第
3・1・4(13)①)】

はい・いいえ

その他必要な事項

平25規則34第92条(準用
第16条第2項）
【平25規則36第51条の
18(準用第17条第2項)】
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点検結果自主点検項目 記入欄及び点検のポイント
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

(2)

○

○

①

②

③

(3)

①

②

③

④

⑤

○

(4)

(5)

(6)

(7) 施行規則第65条

○

はい・いいえ

平11老企25第3・6・
3(1)②
【準用(基準解釈通知第
3・1・4(12)③)】

　(3)の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじ
め、利用者又はその家族に対し、当該サ－ビスの内容及び費用に
ついて説明を行い、利用者の同意を得ていますか。

　サービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当
該支払をした利用者に対し、領収証を交付していますか。

平25規則34第82条第5項
【平25規則36第51条の5
第5項】

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

　(3)⑤の費用の具体的な取扱については、別に通知された「通所
介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて」（平成
12年３月30日老企第54号）に沿って適切に取り扱われています
か。

準用（平11老企25第3・
1・3(11)②）
【準用(基準解釈通知第
3・1・4(13)②)】

　なお、そもそも介護保険給付の対象となる通所介護のサービス
と明確に区分されるサービスについては、次のような方法により
別の料金設定をして差し支えありません。

　利用者に、当該事業が通所介護の事業とは別事業であり、
当該サービスが介護保険給付の対象とならないサービスであ
ることを説明し、理解を得ること。

　当該事業の目的、運営方針、利用料等が、通所介護事業所
の運営規程とは別に定められていること。

　通常要する時間を超える通所介護であって､利用者の選定に係る
ものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の通所
介護に係る居宅介護サービス費用基準額を超える費用（介護予防
通所介護及び療養通所介護は受け取ることができません。）

法第41条第8項

　(6)の領収証には当該サービスに係る費用及びその他の費用の額
について、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しています
か。

　保険給付の対象となっているサ－ビスと明確に区分されない曖
昧な名目による費用の徴収は認められません。

　法定代理受領サービスとして提供される通所介護についての利
用者負担として、居宅介護サービス費用基準額の１割、２割又は
３割（法の規定により保険給付の率が９割、８割又は７割でない
場合については、それに応じた割合）の支払を受けなければなら
ないことを規定したものです。

　利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外の地域に居住
する利用者に対して行う送迎に要する費用

　会計が通所介護の事業の会計と区分されていること。

平25規則34第82条第2項
【平25規則36第51条の5
第2項】

　医療控除の対象となる利用者（訪問看護、訪問リハビリテー
ション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション又は短期入
所療養介護をあわせて利用している者）の領収書には、医療費控
除の額及び居宅介護支援事業者の名称を記載してください（「介
護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る医療費控除の取扱
いについて」平成12年6月1日老発第509号を参照）。

　(1)、(2)の支払を受ける額のほか、下に掲げる費用の額の支払
を利用者から受けることができますが、その受領は適切に行って
いますか。

　法定代理受領サービスに該当しない通所介護を提供した際にそ
の利用者から支払を受ける利用料の額と、通所介護に係る居宅介
護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないように
していますか。

　利用者間の公平及び利用者の保護の観点から、法定代理受領
サービスでない通所介護を提供した際に、その利用者から支払を
受ける利用料の額と、法定代理受領サービスである通所介護に係
る費用の額の間に、一方の管理経費の他方への転嫁等による不合
理な差額を設けてはならないこととしたものです。

　食事の提供に要する費用

平25規則34第82条第3項
【平25規則36第51条の5
第3項】

はい・いいえ

　おむつ代

　指定通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活
においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者
に負担させることが適当と認められる費用

はい・いいえ
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点検結果自主点検項目 記入欄及び点検のポイント
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

○

14

15 (1)

(2)

（第１号通所事業のみ）

(3)

（第１号通所事業のみ）

(4)

（第１号通所事業のみ）

(5)

16-1 (1)

○

(2)

○

(3)

(4)

〇

はい・いいえ
・該当なし

［旧予防規則第88条第3
項］

平25規則34第83条第1項
【平25規則36第51条の6
第1項】

はい・いいえ
・該当なし

平24条例46第32条の2第
1号

身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用
者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しています
か。

はい・いいえ
・該当なし

平24条例46第32条の2第
2号

　サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の
生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体
的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束
等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の利用者の
心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな
いこととしたものです。
　また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及
び一時性の３つの要件を満たすことについて、組織等としてこれ
らの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具
体的な内容について記録しておくことが必要です。
　なお、居宅基準第 39 条第２項の規定に基づき、当該記録は、
２年間保存しなければなりません。

基準解釈通知第3・2の
2・3(2)③

指定通所介護の
基本取扱方針

　サービスの提供に当たっては、通所介護計画に基づき、利用者
の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な
援助を行っていますか。

　通所介護は、個々の利用者に応じて作成された通所介護計画に
基づいて行われるものですが、グループごとにサービス提供が行
われることを妨げるものではありません。

指定通所介護の
具体的取扱方針
(通所介護)

　その他の日常生活費については、外部の事業者が利用者と契約
を結び、その費用を徴収する場合であってもその基準は適用され
ます。

はい・いいえ
・該当なし

　サービスの提供に当たり、利用者との意思疎通を十分に図るこ
とその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加する
よう適切な働きかけに努めていますか。（第１号通所事業のみ）

　サービスの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、
栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した
改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じ
て、利用者が可能な限り要介護状態とならないで自立した日常生
活を営むことができるよう支援することを目的とするものである
ことを常に意識してサービスの提供に当たっていますか。（第一
号通所事業のみ）

保険給付の請求
のための証明書
の交付

平24条例46第32条の2第
3号
平25規則34第84条第2号

　自らその提供する通所介護の質の評価を行い、常にその改善を
図っていますか。

サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生
命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的
拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」と
いう。)を行っていませんか。

　サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、
利用者又はその家族に対し、サ－ビスの提供方法等について理解
しやすいように説明を行っていますか。

はい・いいえ
・該当なし

　利用者がその有する能力を最大限活用することができるような
方法によるサービスの提供に努めていますか。（第１号通所事業
のみ）

［旧予防規則第88条第4
項］

平24条例46第32条の2第
3号
平25規則34第84条第1号

平11老企25第3・6・
3(2)①

はい・いいえ

はい・いいえ

［旧予防規則第88条第5
項］

平11老企25第3・6・
3(2)②

平25規則34第92条(準用
第18条）
【平25規則36第51条の
18(準用第19条】

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

　通所介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資す
るよう、その目標を設定し、計画的に行われていますか。

　｢サ－ビスの提供方法等」とは、通所介護計画の目標及び内容や
利用日の行事、日課等も含むものです。

平25規則34第83条第2項
【平25規則36第51条の6
第2項】

　医療控除の対象となる利用者（訪問看護、訪問リハビリテー
ション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション又は短期入
所療養介護をあわせて利用している者）の領収書には、医療費控
除の額及び居宅介護支援事業者の名称を記載してください（「介
護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る医療費控除の取扱
いについて」平成12年6月1日老発第509号を参照）。

　法定代理受領サービスに該当しない通所介護に係る利用料の支払を受
けた場合は、提供したサービスの内容、費用の額その他必要と認められ
る事項を記載したサービス提供証明書を利用者に交付していますか。

平成13年度介護報酬Q&A
問Ⅳの9

はい・いいえ
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点検結果自主点検項目 記入欄及び点検のポイント
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

(5)

(6)

○

○

16-2 (1)

○

(2)

(3)

(4)

○

(5)

(6)

(7)

(8)

①　あらかじめ通所介護計画に位置付けられていること。
②　効果的な機能訓練等のサービスが提供できること。

　サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の
生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体
的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束
等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の利用者の
心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな
いこととしたものです。
　また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及
び一時性の３つの要件を満たすことについて、組織等としてこれ
らの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具
体的な内容について記録しておくことが必要です。
　なお、居宅基準第 39 条第２項の規定に基づき、当該記録は、
２年間保存しなければなりません。

はい・いいえ
・該当なし

指定地域密着型
通所介護の具体
的取扱方針(地
域密着型通所介
護)

　「サービスの提供方法等」とは、地域密着型通所介護計画の目
標及び内容や利用日の行事及び日課等も含まれます。

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

【平24条例48第16条の3
の2第3号、平25規則36
第51条の7第4号】

【基準解釈通知第3・2
の2・3(2)】

【平24条例48第16条の3
の2第3号、平25規則36
第51条の7第5号】

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

　サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切
な介護技術をもってサ－ビスの提供を行っていますか。

　地域密着型通所介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継
続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加
を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行ってい
ますか。

　地域密着型通所介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用
者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよう配
慮して行っていますか。

平24条例46第32条の2第
3号
平25規則34第84条第3号

はい・いいえ
・該当なし

　事業者は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談
援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希
望に添って適切に提供していますか。特に、認知症である要介護
者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供
ができる体制を整えていますか。

【平24条例48第16条の3
の2第3号、平25規則36
第51条の7第6号】

はい・いいえ
・該当なし

　サービスの提供に当たっては、地域密着型通所介護計画に基づ
き、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びそ
の者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行っていま
すか。

【平24条例48第16条の3
の2第3号、平25規則36
第51条の7第3号】

平11老企25第3・6・
3(2)④

　認知症の状態にある要介護者で、他の要介護者と同じグループ
として通所介護を提供することが困難な場合には、必要に応じグ
ループを分けて対応してください。

平11老企25第3・6・
3(2)③

はい・いいえ
・該当なし

平24条例46第32条の2第
3号
平25規則34第84条第4号

【基準解釈通知第3・2
の2・3(2)】

　通所介護は、事業所内でサービスを提供することが原則です
が、次に掲げる条件を満たす場合においては、事業所の屋外で提
供することができます。

　地域密着型通所介護は、個々の利用者に応じて作成された通所
介護計画に基づいて行われるものですが、グループごとにサービ
ス提供が行われることを妨げるものではありません。

　サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切
な介護技術をもってサービスの提供を行っていますか。

　地域密着型通所介護ごとに置くべき従業者は、サービスの提供
に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家
族に対し、サービスの提要方法等について、理解しやすいように
説明を行っていますか。

サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生
命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的
拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」と
いう。)を行っていませんか。

　通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相
談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサ－ビスを利用者の
希望に添って適切に提供していますか。特に認知症である要介護
者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供
ができる体制を整えていますか。

【平24条例48第16条の3
の2第3号、平25規則36
第51条の7第1号】

【平24条例48第16条の3
の2第3号、平25規則36
第51条の7第2号】

はい・いいえ
・該当なし

【平24条例48第16条の3
の2第1号】

身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用
者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しています
か。

はい・いいえ
・該当なし

【平24条例48第16条の3
の2第2号】
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点検結果自主点検項目 記入欄及び点検のポイント
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

○

○

①

②

16-3 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

［旧予防規則第89条第
10号］

　サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの
情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、
利用者の心身の状況、置かれている環境等利用者の日常生活全般
の状況の的確な把握を行っていますか。

［旧予防規則第89条第1
号］

　管理者は、(1)に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望
を踏まえて、目標、当該目標を達成するための具体的なサービス
の内容、サービスの提供を行う期間等を記載した計画（以下「介
護予防通所介護計画」といいます。）を作成していますか。

［旧予防規則第89条第5
号］

［旧予防規則第89条第6
号］

［旧予防規則第89条第7
号］

指定通所介護の
具体的取扱方針
(第一号通所事
業)

　認知症の状態にある要介護者で、他の要介護者と同じグループ
として、サービスを提供することが困難な場合には、必要に応じ
グループを分けて対応してください。

　サービスは、事業者内で提供することが原則ですが、次に掲げ
る条件を持たす場合には、事業所の屋外で提供することができま
す。

　あらかじめ地域密着型通所介護計画に位置づけられている
こと。

　介護予防通所介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成さ
れている場合は、当該介護予防サービス計画の内容に沿って作成
していますか。

　管理者は、介護予防通所介護計画の作成に当たっては、その内
容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同
意を得ていますか。

　効果的な機能訓練等のサービスが提供できること。

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

　管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予
防通所介護計画の変更を行っていますか。

　サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、
利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理
解しやすいように説明を行っていますか。

はい・いいえ
・該当なし

　事業者は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談
援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希
望に添って適切に提供していますか。特に、認知症である要介護
者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供
ができる体制を整えていますか。

［旧予防規則第89条第2
号］

［旧予防規則第89条第3
号］

［旧予防規則第89条第8
号］

［旧予防規則第89条第9
号］

［旧予防規則第89条第4
号］

はい・いいえ
・該当なし

　サービスの提供に当たっては、介護予防通所介護計画に基づ
き、利用者が日常生活を営むために必要な支援を行っています
か。

　管理者は、介護予防通所介護計画を作成した際には、当該介護
予防通所介護計画を利用者に交付していますか。

　サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切
な介護技術をもってサービスの提供を行っていますか。

　管理者は、介護予防通所介護計画に基づくサービスの提供の開
始時から、少なくとも１月に１回は、当該介護予防通所介護計画
に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等
について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作
成した介護予防支援事業者に報告するとともに、当該介護予防通
所介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまで
に、少なくとも１回は、当該介護予防通所介護計画の実施状況の
把握(以下「モニタリング」といいます。)を行っていますか。

　管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サー
ビスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した介護予防支援
事業者に報告していますか。

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

［旧予防規則第89条第
11号］

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生
命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的
拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」と
いう。)を行っていませんか。

はい・いいえ
・該当なし

身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用
者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しています
か。

はい・いいえ
・該当なし

［令6厚労告84第63条第
8号］

［令6厚労告84第63条第
9号］
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点検結果自主点検項目 記入欄及び点検のポイント
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

(14)

17 (1)

○

○

(2)

○

(3)

○

(4)

○

(5)

○

(6)

18 (1)

(2)

　管理者は、通所介護計画を作成した際には、当該通所介護計画
を利用者に交付していますか。

　交付した通所介護計画は、２年間保存しなければなりません。

はい・いいえ通所介護計画の
作成（介護予防
通所介護計画は
適用しない）

　通所介護計画を作成後に居宅サービス計画が作成された場合
は、当該通所介護計画が居宅サービス計画に沿ったものであるか
確認し、必要に応じて変更してください。

　居宅サービス計画に基づきサービスを提供している指定通所介
護事業者は、当該居宅サービス計画を作成している指定居宅介護
支援事業者から通所介護計画の提供の求めがあった際には、当該
通所介護計画を提供することに協力するよう努めていますか。

平11老企25第3・6・
3(3)⑤
【基準解釈通知第3・2
の2・3(3)⑤】

サービスの提供
に当たっての留
意点（第１号通
所事業のみ）

［旧予防規則第90条第2
号］

平11老企25第3・6・
3(3)④
【基準解釈通知第3・2
の2・3(3)④】

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ

　管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環
境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具
体的なサ－ビスの内容等を記載した通所介護計画を作成していま
すか。

　管理者は、通所介護計画の作成に当たっては、その内容につい
て利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ていま
すか。

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

　従業者は、それぞれの利用者について、通所介護計画に従った
サービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行っています
か。

平11老企25第3・6・
3(3)④
【基準解釈通知第3・2
の2・3(3)④】

　通所介護計画は、既に居宅サ－ビス計画が作成されている場合
は、当該居宅サ－ビス計画の内容に沿って作成していますか。

はい・いいえ 平25規則34第85条第2項
【平25規則36第51条の8
第2項】

平11老企25第3・6・
3(3)③
【基準解釈通知第3・2
の2・3(3)③】

平25規則34第85条第3項
【平25規則36第51条の8
第3項】

［旧予防規則第90条第1
号］

　管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予
防通所介護計画の変更を行っていますか。

　介護予防通所介護計画の変更の際も(2)から(5)までに従い実施
していますか。

　運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上
サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効
性が確認されている等の適切なものとしていますか。

平25規則34第85条第5項
【平25規則36第51条の8
第5項】

はい・いいえ

平25規則34第85条第4項
【平25規則36第51条の8
第4項】

平11老企25第3・6・
3(3)①、②
【基準解釈通知第3・2
の2・3(3)】

平25規則34第85条第1項
【平25規則36第51条の8
第1項】

はい・いいえ

　通所介護計画は利用者の心身の状況、希望及びその置かれてい
る環境を踏まえて作成されなければならないものであり、サービ
ス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障するため、通所介
護事業所の管理者は、通所介護計画の作成に当たっては、その内
容等を説明した上で、利用者の同意を得てください。

　通所介護計画については、介護の提供に係る計画等の作成に関
し経験の有る者や介護の提供について豊富な知識及び経験を有す
る者にそのとりまとめを行わせるものとし、当該事業所に介護支
援専門員の資格を有する者がいる場合は、その者に当計画のとり
まとめを行わせることが望ましいです。

　通所介護計画は、サービスの提供に関わる従業者が共同して
個々の利用者ごとに作成するものです。

　通所介護計画の目標及び内容については、利用者又は家族に説
明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明を行って
ください。

　サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメント
において把握された課題、指定介護予防通所介護の提供による当
該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービ
スの提供に努めていますか。

平11老企25第3・6・
3(3)⑥（準用同第3・
1・3(13)⑥）
【準用（基準解釈通知
第3・1・4(16)⑫】

はい・いいえ

［旧予防規則第89条第
11号］

［旧予防規則第89条第
12号］
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点検結果自主点検項目 記入欄及び点検のポイント
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

(3)

19

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

20 (1)

（以下、(1)が「はい」の場合のみ点検してください）

(2)

(3) 　認定特定行為従事者は何人いますか。 人

(4)

(5)

　認定特定行為業務従事者にたん吸引等を行わせている場合、事
業所を「登録特定行為事業者」として県に登録していますか。

入浴サービス

　入浴機器の利用に当たっては、操作・使用説明書を再確認し、
安全装置の利用漏れや点検漏れがないか確認し、適切な使用方法
を職員に対して周知すること。

介護職員等によ
る喀痰吸引等に
ついて

士士法第48条の2、48条
の3、48条の5、附則第3
条、第4条第2項

　サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに
十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービ
スの提供は行わないとともに、安全管理体制等の確保を図ること
等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮していますか。

はい・いいえ

はい・いいえ
・該当なし

気管カ
ニューレ内
部

（経管栄養）

（たん吸引）

胃ろう又は
腸ろう

　①及び②の介助方法等を周知徹底させるためのマニュアルを整
備し、職員研修を計画的に行うこと。

　入浴介助に当たっては、洗身介助、脱衣室における着脱衣介助
及び脱衣室から浴室までの移動介助等の手順について、介助方法
に安全上の問題はないか、入所者の心身の状況や介護職員の作業
負担等を踏まえて確認し、適切な介助方法を職員に対して周知す
ること。

平成25年3月21日川指監
発第346号川越市福祉部
長通知

　運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上
サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効
性が確認されている等の適切なものとしていますか。

［旧予防規則第90条第3
号］

　事故が発生した際に迅速な措置を行うことができるように、緊
急連絡網やマニュアルの整備を行うこと。

口腔内

鼻腔内

平成23年6月22日老発第
0622第１「介護サービ
スの基盤強化のための
介護保険法等の一部を
改正する法律の公布に
ついて」第6・2・1

はい・いいえ

　脱衣室・浴室における職員の配置及びその配置から対応可能な
入所者数を確認し、必要に応じて複数の職員で一人の入所者の入
浴介助を行うことができるよう、無理のないサービスの体制を組
むこと。

　介護を要する者に対する入浴サービスについては、常に事故の危険性
があること、たとえ短時間であっても職員が目を離すことは重大な事故
につながる恐れがあるため、次の事項に留意して適切に行っています
か。

　入所者の安全確認については、複数の介護職員が連携して行う
こと。

　介護職員等がたんの吸引等を行う場合は、「認定特定行為業務
従事者」として認定された者に行わせていますか。

　登録特定行為事業者として実施するたん吸引等の特定行為は、
認定特定行為業務従事者の行える行為の範囲で登録していますか
（登録している行為にチェックしてください）。

　介護職員等（介護福祉士に限らずすべての介護職員が対象）が
たんの吸引等を実施していますか。

　施設内における事故やヒヤリハット等に関する報告を収集・分
析し、抽出されたリスク要因に対して解決策を検討し、施設全体
で情報を共有すること。

はい・いいえ 平成24年8月7日 川指監
発第117号

はい・いいえ

社福・介福規則第26条
の2、第26条の3、附則
第4条、第5条
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点検結果自主点検項目 記入欄及び点検のポイント
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

(6)

①

②

③

④

⑤

　

⑥

21

①

②

22

23 (1)

(2)

(3) （療養通所介護のみ）

①

② （療養通所介護のみ）

　管理者は、サービスの提供に適切な環境を整備していますか。

③ （療養通所介護のみ）

24 運営規程

①

②

③

利用者に関する
市町村への通知

　現にサービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた
場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要
な措置を講じていますか。

はい・いいえ

【平25規則36第51条の
28第2項】

【平25規則36第51条の
28第3項】

平25規則34第92条(準用
第22条）
【平25規則36第51条の
18(準用第24条】　正当な理由なしにサービスの利用に関する指示に従わないこと

により、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

　対象者の希望や医師の指示、心身の状況等を踏まえて、医師又
は看護職員との連携の下に、実施計画書を作成している。

　管理者は、利用者の体調の変化等に応じた適切なサービスを提
供できるよう、利用者の主治の医師及び利用者が利用する訪問看
護事業所等と密接な連携を図り、サービスの提供方法等及び手順
についての情報の共有を十分に行っていますか。

　管理者は、利用者個々の療養通所介護計画の作成に関し、必要
な指導及び管理を行っていますか。

　管理者は、当該事業所の従業者に「指定居宅サービス等の事業
の人員及び運営に関する基準」第7章の規定を遵守させるため必要
な指揮命令を行っていますか。

　事業所ごとに、右に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規
程（運営規程）を定めていますか。

事業の目的及び運営の方針

従業者の職種、員数及び職務内容

【平25規則36第51条の
28第4項】

平25規則34第92条(準用
第23条）

はい・いいえ

経鼻経管栄
養

緊急時等の対応

管理者の責務

平25規則34第92条(準用
第24条第2項）
【平25規則36第51条の9
第2項】

　管理者は、当該事業所の従業者の管理及びサービスの利用申込
みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に
行っていますか。

はい・いいえ 平25規則34第86条
【平25規則36第51条の
10】

はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ

営業日及び営業時間

　利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してそ
の旨を市町村に通知していますか。

　たん吸引等の実施に関する安全委員会を定期的に開催してい
る。

　たん吸引等の業務について、以下のとおり実施していますか。

　対象者及びその家族に対して、実施計画書等を示して、介護職
員がたん吸引等を実施することを説明し、文書による同意を得て
いる。

　実施した結果について、結果報告書の作成、看護師・医師への
報告、安全委員会への報告を行っている。

　たん吸引等の実施に関する業務方法書等を備え、介護職員・看
護職員等の関係する職員が確認できるようにしている。

平25規則34第92条(準用
第44条）
【平25規則36第51条の9
第1項】

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

　偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受け、又は受
けようとしたとき。

　介護職員が行うたんの吸引等の実施に際し、医師から文書によ
る指示を受けている。
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点検結果自主点検項目 記入欄及び点検のポイント
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩ 虐待の防止のための措置に関する事項

⑪

○

○

○

○

○

○

○

○

○

25 (1)

○

　②の「従業者の職種、員数及び職務内容」について、従業者の
「員数」は日々変わりうるものであるため、業務負担軽減等の観
点から、規程を定めるに当たっては、居宅基準第５条において置
くべきとされている員数を満たす範囲において、「○人以上」と
記載することも差し支えありません。重要事項を記した文書に記
載する場合についても、同様とします。

　⑩の「虐待の防止のための措置に関する事項」について、虐待
の防止に係る、組織内の体制（責任者の選定、従業者への研修方
法や研修計画等）や虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合
の対応方法等を指す内容としてください。

平11老企25第3・6・
3(4)
【基準解釈通知第3・2
の2・3(5)】

平11老企25第3・6・
4(4)
【基準解釈通知第3・2
の2・4(4)】

サービス利用に当たっての留意事項

緊急時等における対応方法　※療養通所介護は必要ありません

平25規則34第87条第1項
【平25規則36第51条の
11第1項】

平11老企25第3・6・
3(5)①
【基準解釈通知第3・2
の2・3(6)①】

　⑥の「通常の事業の実施地域」は、客観的にその区域が特定さ
れるものとしてください。なお、通常の事業の実施地域を越えて
サービスが行われることを妨げるものではありません。（通所介
護のみ）

平25規則36第51条の29

準用（平11老企25第3・
1・3(19)②
【準用（基準解釈通知
第3・1・4(21)②】

平11老企25第3・6・
3(4)
【基準解釈通知第3・2
の2・3(5)②】

準用（平11老企25第3・
1・3(19)⑤
【準用（基準解釈通知
第3・1・4(21)⑤】

指定通所介護の利用定員

　共生型通所介護の指定を受ける指定生活介護事業所等において
同時にサービスの提供を受けることができる利用者の上限をいい
ます。
　つまり、介護給付の対象となる利用者（要介護者）の数と障害
者給付の対象となる利用者（障害者及び障害児）の数との合計数
により、定員を定めてください。
　例えば、利用定員が20人という場合、要介護者と障害者及び障
害児を合わせて20人という意味であり、利用日によって、要介護
者が10人、障害者及び障害児が10人であっても、要介護者が５
人、障害者及び障害児が15人であっても、差し支えありません。

　⑤の「通所介護の内容」については、入浴、食事の有無等のサ
－ビスの内容を指すものです。
「利用料」には、法定代理受領サ－ビスである通所に係る利用料
（１割、２割又は３割負担）及び法定代理受領サ－ビスでない通
所介護の利用料を、「その他の費用の額」としては基準第96条第
３項の額及び必要に応じてその他のサ－ビスに係る費用の額を規
定してください。

　⑦の「サービス利用に当たっての留意事項」は、利用者が通所
介護の提供を受ける際の、利用者側が留意すべき事項（機能訓練
室を利用する際の注意事項等）を指すものです。

　利用者に対して適切なサービスを提供できるよう事業所ごとに
従業者の勤務体制を定めていますか。

　④の「通所介護の利用定員」は、同時に通所介護の提供を受け
ることができる利用者の数の上限をいうものです。

　共生型通所介護の利用定員

　⑨の「非常災害対策」は、非常災害に関する具体的計画を指す
ものです。

通常の事業の実施地域

非常災害対策

その他運営に関する重要事項

　③の「営業日及び営業時間」について、８時間以上９時間未満
の指定通所介護の前後に連続して延長サービスを行う通所介護事
業所にあっては、サービス提供時間とは別に当該延長サービスを
行う時間を併せて明記してください。
　例えば、サービス提供時間（９時間）の前に連続して１時間、
後ろに連続して２時間、合計３時間の延長サービスを行う通所介
護事業所にあっては、当該通所介護事業所の営業時間は12時間で
すが、運営規程には、サービス提供時間９時間、延長サービスを
行う時間３時間とそれぞれ記載すること。

　原則として月ごとの勤務表を作成し、従業者の日々の勤務時
間、常勤・非常勤の別、専従の生活相談員、看護職員、介護職員
及び機能訓練指導員の配置、管理者との兼務関係等を明確にして
ください。

指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額

平11老企25第3・6・
3(4)
【基準解釈通知第3・2
の2・3(5)①】

勤務体制の確保
等

はい・いいえ
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点検結果自主点検項目 記入欄及び点検のポイント
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

(2)

○

(3)

○

○

(4)

○

イ 　事業主が講ずべき措置の具体的内容

a 　事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

b

　職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とし
た言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職
員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の
措置を講じていますか。

はい・いいえ

平11老企25第3・6・
3(5)①
【基準解釈通知第3・2
の2・3(6)①】

はい・いいえ

準用（平11老企25第3・
2・3(6)③
【基準解釈通知第3・2
の2・3(6)③】

　調理、洗濯等利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務につい
ては、第三者への委託等を行うことを認めています。

平25規則34第87条第2項
【平25規則36第51条の
11第2項】

　介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さな
い者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措
置を講じることを義務づけることとしたものであり、これは、介
護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させ、認知症について
の理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を
実現していく観点から実施するものです。
　当該義務付けの対象とならない者は、各資格のカリキュラム等
において、認知症介護に関する基礎的な知識及び技術を習得して
いる者とすることとし、具体的には、同条第3項において規定され
ている看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者
研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修
了者に加え、介護職員基礎研修課程又は訪問介護員養成研修一級
課程・二級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄
養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等です。

　その際、事業者は、全ての通所介護従業者（看護師、准看護
師、介護福祉士、介護支援専門員、法第８条第２項に規定する政
令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除
く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるため
に必要な措置を講じなければなりません。

　職場におけるハラスメントの内容及び職場における
ハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化
し、従業者に周知・啓発してください。

　相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対
応するために必要な体制の整備

　通所介護従業者の資質の向上のために研修の機会を確保してい
ますか。

　事業主が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が職場に
おける性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべ
き措置等についての指針（平成18年厚生労働省告示第615
号）及び事業主が職場における優越的な関係を背景とした言
動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等につい
ての指針（令和2年厚生労働省告示第５号。以下「パワーハ
ラスメント指針」という。）において規定されているとおり
ですが、特に留意していただきたい内容は以下のとおりで
す。

　雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関す
る法律（昭和47年法律第113号）第11条第１項及び労働施策の総合
的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関す
る法律（昭和41年法律第132号）第30条の２第１項の規定に基づ
き、事業主には、職場におけるセクシュアルハラスメントやパ
ワーハラスメント（以下「職場におけるハラスメント」とい
う。）の防止のための雇用管理上の措置を講じることが義務づけ
られていることを踏まえ、規定したものです。事業主が講ずべき
措置の具体的内容及び事業主が講じることが望ましい取組につい
ては、次のとおりとします。なお、セクシュアルハラスメントに
ついては、上司や同僚に限らず、利用者やその家族等から受ける
ものも含まれることに留意してください。

　当該事業所の従業者によってサービスを提供していますか。

平11老企25第3・6・
3(5)②
【基準解釈通知第3・2
の2・3(6)②】

　原則として月ごとの勤務表を作成し、従業者の日々の勤務時
間、常勤・非常勤の別、専従の生活相談員、看護職員、介護職員
及び機能訓練指導員の配置、管理者との兼務関係等を明確にして
ください。

はい・いいえ 平25規則34第87条第3項
【平25規則36第51条の
11第3項】
（平11厚令37第101条第
3項）
令6厚労告84第54条

準用（平11老企25第3・
1・3(21)④）
【準用（基準解釈通知
第3・1・4(22)⑥】

平25規則34第87条第4項
【平25規則36第51条の
11第4項】
令6厚労告84第54条
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点検結果自主点検項目 記入欄及び点検のポイント
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

ロ 　事業主が講じることが望ましい取組について

26 　利用定員を超えて通所介護の提供を行っていませんか。

○

○

○

○ 　療養通所介護の利用定員は、18人以下となります。

○

27 (1)

○ 「業務継続計画」

(2)

(3)

○

はい・いいえ

はい・いいえ

　業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を
講じていますか。

平24条例48第16条の9

平成18年度介護報酬Q&A
問39

はい・いいえ 平24条例46第33条（準
用第8条の2）
【平24条例48第16条の5
（準用第10条の2】

　感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問
介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期
の業務再開を図るための計画

平25規則34第88条
【平25規則36第51条の
12】

平12老企36第2・7(20)
【報酬留意事項通知第
3・2の2・3⒆】

　共生型通所介護の利用定員については、24.運営規程の共生型通
所介護の利用定員を参照してください。

　適正なサービスの提供を確保するため、月平均の利用者数が定
員を超える場合、介護報酬の減算の対象となります。

　業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練
を定期的に実施していますか。

　定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続
計画の変更をしていますか。

　パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい
迷惑行為（カスタマーハラスメント）の防止のために、事業
主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組の例と
して、①相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整
備、②被害者への配慮のための取組（メンタルヘルス不調へ
の相談対応、行為者に対して１人で対応させない等）及び③
被害防止のための取組（マニュアル作成や研修の実施等、業
種・業態等の状況に応じた取組）が規定されています。介護
現場では特に、利用者又はその家族等からのカスタマーハラ
スメントの防止が求められていることから、イ（事業主が講
ずべき措置の具体的内容）の必要な措置を講じるにあたって
は、「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」、
「（管理職・職員向け）研修のための手引き」等を参考にし
た取組を行うことが望ましいです。この際、上記マニュアル
や手引きについては、以下の厚生労働省ホームページに掲載
しているので参考にしてください。
（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html）
加えて、都道府県において、地域医療介護総合確保基金を活
用した介護職員に対する悩み相談窓口設置事業や介護事業所
におけるハラスメント対策推進事業を実施している場合、事
業主が行う各種研修の費用等について助成等を行っているこ
とから、事業主はこれらの活用も含め、介護事業所における
ハラスメント対策を推進することが望ましいです。

　災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではあ
りません。

定員の遵守

業務継続計画の
策定

　事業者は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が
継続して指定通所介護の提供を受けられるよう、業務継続計画を
策定するとともに、当該業務継続計画に従い、通所介護従業者に
対して、必要な研修及び訓練（シミュレーション）を実施しなけ
ればならないこととしたものです。なお、業務継続計画の策定、
研修及び訓練の実施については、他のサービス事業者との連携等
により行うことも差し支えありません。また、感染症や災害が発
生した場合には、従業者が連携し取り組むことが求められること
から、研修及び訓練の実施にあたっては、全ての従業者が参加で
きるようにすることが望ましいです。

　相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等に
より、相談への対応のための窓口をあらかじめ定め、
労働者に周知してください。

　通所サービスと第一号通所事業を一体的に行う事業所の定員に
ついては、それぞれの利用者の合算で定めることとしています。
例えば、定員20人という場合、要介護者と要支援とを合わせて20
という意味であり、利用日によって要介護者と要支援者の構成比
が変化しても構いませんが、合計が20人を超えた場合には、介護
給付及び予防給付の両方が減算の対象となります。

はい・いいえ

平11老企25第3・6・
3(6)
【基準解釈通知第3・2
の2・3(7)】
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点検結果自主点検項目 記入欄及び点検のポイント
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

○

イ 　感染症に係る業務継続計画

a

b 　初動対応

c

ロ 　災害に係る業務継続計画

a

b

c 　他施設及び地域との連携

○

○

28 (1)

○

(2)

　「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法施行規則第3条に
規定する消防計画(これに準ずる計画も含む。)及び風水害、地震
等の災害に対処するための計画をいいます。
　消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施は、消防法第8
条の規定により防火管理者を置くこととされている指定特定施設
にあってはその者に行わせるものとします。また、防火管理者を
置かなくてもよいとされている指定特定施設においては、防火管
理について責任者を定め、その者に消防計画に準ずる計画の樹立
等を行わせるものとします。

　収容人員（利用者と従業者を合算した人数）が30人以上の場合
には、防火管理者（施設の防火管理業務を適切に遂行することが
できる管理的又は監督的な地位にある者）を選任し、消防署に届
け出ていますか。

はい・いいえ 消防法第8条第1項、第2
項
消防法施行令第1条の
2、第3条

はい・いいえ　非常災害に関する具体的計画として、消防法施行規則第3条に規
定する「消防計画」を定めていますか。

　訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生し
た場合において迅速に行動できるよう、業務継続計画に基づき、
事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実践
するケアの演習等を定期的（年１回以上）に実施するものとしま
す。なお、感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症
の予防及びまん延の防止のための訓練と一体的に実施することも
差し支えありません。また、災害の業務継続計画に係る訓練につ
いては、非常災害対策に係る訓練と一体的に実施することも差し
支えありません。
　訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机
上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施するこ
とが適切です。

　感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接
触者への対応、関係者との情報共有等）

　平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道
等のライフラインが停止した場合の対策、必要品の備
蓄等）

非常災害対策

　事業者は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が
継続して指定通所介護の提供を受けられるよう、業務継続計画を
策定するとともに、当該業務継続計画に従い、通所介護従業者に
対して、必要な研修及び訓練（シミュレーション）を実施しなけ
ればならないこととしたものです。なお、業務継続計画の策定、
研修及び訓練の実施については、他のサービス事業者との連携等
により行うことも差し支えありません。また、感染症や災害が発
生した場合には、従業者が連携し取り組むことが求められること
から、研修及び訓練の実施にあたっては、全ての従業者が参加で
きるようにすることが望ましいです。

　業務継続計画には、以下の項目等を記載してください。なお、
各項目の記載内容については、「介護施設・事業所における感染
症発生時の業務継続ガイドライン」及び「介護施設・事業所にお
ける自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照してくださ
い。また、想定される災害等は地域によって異なるものであるこ
とから、項目については実態に応じて設定してください。なお、
感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げる
ものではありません。さらに、感染症に係る業務継続計画、感染
症の予防及びまん延の防止のための指針、災害に係る業務継続計
画並びに非常災害に関する具体的計画については、それぞれに対
応する項目を適切に設定している場合には、一体的に策定するこ
ととして差し支えありません。

　平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向
けた取組の実施、備蓄品の確保等）

　緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制
等）

　研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内
容を職員間に共有するとともに、平常時の対応の必要性や、緊急
時の対応にかかる理解の励行を行うものとします。
　職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年１回以
上）な教育を開催するとともに、新規採用時には別に研修を実施
することが望ましいです。また、研修の実施内容についても記録
してください。なお、感染症の業務継続計画に係る研修について
は、感染症の予防及びまん延の防止のための研修と一体的に実施
することも差し支えありません。

平25規則34第89条第1項
【平25規則36第51条の
13第1項】
令6厚労告84第56条

平11老企25第3・6・
3(7)①
【基準解釈通知第3・2
の2・3(8)①】
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点検結果自主点検項目 記入欄及び点検のポイント
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

① ）

② ）

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

○

(9)

(10)

(11)

①

②

③

④

⑤

⑥

平11老企25第3・6・
3(7)②
【基準解釈通知第3・2
の2・3(8)②】

消防法第8条の3第1項

　消防用設備については、専門業者による定期的な点検（機器点
検６月ごと年２回、総合点検１年に１回）を行っていますか。ま
た、総合点検の結果について消防に報告していますか。

はい・いいえ

はい・いいえ

　収容人員（利用者と従業者を合算した人数）が30人以上の場合
には、防火管理者（施設の防火管理業務を適切に遂行することが
できる管理的又は監督的な地位にある者）を選任し、消防署に届
け出ていますか。

川越市地域防災計画
5.11（震災対策編）第1
章第3節第4の3

直近２回の実施日

平11老企25第3・6・
3(7)
【基準解釈通知第3・2
の2・3(8)】

防火管理者名（

届出日（

消防法第8条第1項、第2
項
消防法施行令第1条の
2、第3条

はい・いいえ

　常備薬

　(6)の訓練の記録を作成し、出席できなかった職員に回覧等する
ことで情報を共有していますか。

　カーテン、じゅうたん等は、消防法で防炎性能を有する物品と
なっていますか。

川越市地域防災計画
5.11（震災対策編）第1
章第3節第4の3

はい・いいえ

消防法第17条の3の3
消防法施行規則第31条
の6第3項

　飲料水

はい・いいえ

　避難、救出その他の訓練の実施に当たって、できるだけ地域住
民の参加が得られるよう努めることとしたものであり、そのため
には、日頃から地域住民との密接な連携体制を確保するなど、訓
練の実施に協力を得られる体制づくりに努めることが必要です。
訓練の実施に当たっては、消防関係者の参加を促し、具体的な指
示を仰ぐなど、より実効性のあるものとしてください。

　訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に
努めていますか。

はい・いいえ

はい・いいえ

実施日

年　月　日

年　月　日

実施内容 指摘事項等

参加者数

　災害発生時に迅速に対応するため、職員の初期対応や指揮系統
を定めたマニュアルを策定するとともに、緊急連絡網を整備して
いますか。

はい・いいえ

　日頃から消防団や地域住民に対して、火災等の際に消火・避難
等に協力してもらえるよう協力協定を締結するなど、地域との協
力体制の確保に努めていますか。

通報訓練

人

　消防機関の協力を得て、年２回以上の消火及び避難訓練、定期
的な通報訓練を実施していますか。

　災害に備えて、右の物資等を３日分程度備蓄していますか。
（努力義務）

消防法施行規則第3条第
10項

人

　介護用品

　照明器具

　熱源

有・無

　火災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制を
とるよう職員に周知徹底を図っていますか。

消防職員
の立会

有・無

有・無

実施日

有・無

直近2回の訓練実施日

はい・いいえ 平25規則34第89条第2項
【平25規則36第51条の
13第2項】

　非常用食料（特別食を含む）
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点検結果自主点検項目 記入欄及び点検のポイント
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

⑦

29 (1)

○

○

○

○

○ 　昨年度実施した浴槽水の水質検査実施状況を記載してください。

基

基

基

基

※循環式浴槽には、追い炊き機能も含みます。

(2)

○

○

○

(3)

○

(4)

(5)

○ 　感染症が発生し、又はまん延しないように講ずるべき措置につ
いては、具体的には次のイからハまでの取扱いしてください。各
事項について、同項に基づき事業所に実施が求められるものです
が、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えあ
りません。

平11老企25第3・6・
3(8)②
【基準解釈通知第3・2
の2・3(9)②】

　浴槽水は、毎日完全に換えることが原則ですが、これにより難
い場合でも、最低でも１週間に１回以上完全に換えるとともに、
ろ過器及び配管内等の清掃を行い、レジオネラ属菌による浴槽水
の汚染防止に努めてください。（「レジオネラ症を予防するため
に必要な措置に関する技術上の指針」（平成15年７月25日厚生労
働省告示第264号）

衛生管理等 はい・いいえ

（1回以上）

平25規則34第90条第2項
【平25規則36第51条の
14第2項】
令3厚労告71第6条

　当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように
必要な措置を講じるよう努めていますか。

平25規則34第90条第1項
【平25規則36第51条の
14第1項】

水道法第3条、第34条の
2

　簡易専用水道の設置者は、保守点検業者による保守点検、清掃
とは別に厚生労働大臣の登録を受けた者による法定検査が必要で
す。検査依頼の際は、必ず登録を受けたものかどうか確認してく
ださい。なお、簡易専用水道の法定点検・清掃の頻度は1年以内ご
とに１回です。

　利用者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水
について衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じてい
ますか。

集団浴
連日使用型：

毎日換水型：

　受水槽の有効容量が10㎥を超えるものは、簡易専用水道とし
て、管理する必要があります。

機械浴
個浴

　食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必
要に応じ保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携
を保ってください。

（1回以上）

（2回以上）

（1回以上）

（2回以上）

（1回以上）

かけ流しなら不要

（不要）

換水頻度 数 循環式※（必要回数）

　空調設備等により施設内の適温の確保に努めてください。

　特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジ
オネラ症対策等については、その発生及びまん延を防止するため
の措置について、別途通知等が発出されているので、これに基づ
き、適切な措置を講じてください。

平11老企25第3・6・
3(8)①
【基準解釈通知第3・2
の2・3(9)①】

はい・いいえ

連日使用型：

　移送用具（担架、ストレッチャー等）

　少なくとも１年に１回以上水質検査を行い（毎日完全換水しな
い場合（連日使用型）は１年に２回以上、浴槽水の消毒が塩素消
毒でない場合は１年に４回以上）、レジオネラ属菌に汚染されて
いるか否かを確認する必要があります。

　事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検
討する委員会をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その
結果について、従業者に周知徹底を図っていますか。

はい・いいえ 平24条例46第32条の3第
1号
【平24条例48第16条の3
の3第1号】
令6厚労告87第57条第2
項

　委員会は、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行
うことができます。

　事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を
整備していますか。

はい・いいえ

　事業所において、従業者に対し感染症の予防及びまん延の防止
のための研修及び訓練を定期的に実施していますか。

はい・いいえ

平24条例46第32条の3第
2号
【平24条例48第16条の3
の3第2号】
令6厚労告87第57条第2
項
平24条例46第32条の3第
3号
【平24条例48第16条の3
の3第3号】
令6厚労告87第57条第2
項

非循環式（必要回数）

毎日換水型：
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点検結果自主点検項目 記入欄及び点検のポイント
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

イ

ロ 　感染症の予防及びまん延の防止のための指針

ハ 　感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練

30 掲示等 (1)

○

　感染症が発生し、又はまん延しないように講ずるべき措置につ
いては、具体的には次のイからハまでの取扱いしてください。各
事項について、同項に基づき事業所に実施が求められるものです
が、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えあ
りません。

　感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委
員会

　事業所における感染対策委員会であり、感染対策の知識を
有する者を含む、幅広い職種により構成することが望まし
く、特に、感染症対策の知識を有する者については外部の者
も含め積極的に参画を得ることが望ましいです。構成メン
バーの責任及び役割分担を明確にするとともに、感染対策担
当者を決めておくことが必要です。感染対策委員会は、利用
者の状況など事業所の状況に応じ、おおむね６月に１回以
上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を
勘案して必要に応じ随時開催する必要があります。
　感染対策委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うこと
ができるものとします。この際、個人情報保護委員会・厚生
労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取
扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システム
の安全管理に関するガイドライン」等を遵守してください。
　なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している場
合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えあり
ません。また、事業所に実施が求められるものですが、他の
サービス事業者との連携等により行うことも差し支えありま
せん。

　事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための
指針」には、平常時の対策及び発生時の対応を規定する。
　平常時の対策としては、事業所内の衛生管理（環境の整備
等）、ケアにかかる感染対策（手洗い、標準的な予防策）
等、発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防
止、医療機関や保健所、市町村における事業所関係課等の関
係機関との連携、行政等への報告等が想定されます。また、
発生時における事業所内の連絡体制や上記の関係機関への連
絡体制を整備し、明記しておくことも必要です。
　なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介護
現場における感染対策の手引き」を参照してください。

　従業者に対する「感染症の予防及びまん延の防止のための
研修」の内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普
及・啓発するとともに、当該事業所における指針に基づいた
衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとします。
　職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事業所
が定期的な教育（年１回以上）を開催するとともに、新規採
用時には感染対策研修を実施することが望ましいです。ま
た、研修の実施内容についても記録することが必要です。
　なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職
員向け感染症対策力向上のための研修教材」等を活用するな
ど、事業所内で行うものでも差し支えなく、当該事業所の実
態に応じ行ってください。
　また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、
発生時の対応について、訓練（シミュレーション）を定期的
（年1回以上）に行うことが必要です。訓練においては、感
染症発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を
定めた指針及び研修内容に基づき、事業所内の役割分担の確
認や、感染対策をした上でのケアの演習などを実施するもの
とします。
　訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないもの
の、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら
実施することが適切です。

　運営規程の概要、通所介護従業者の勤務の体制、事故発生時の
対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状
況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名
称、評価結果の開示状況）等の利用申込者のサービス提供の選択
に資すると認められる重要事項を事業所の見やすい場所に掲示す
ることを規定したものです。また、通所介護事業所は、原則とし
て、重要事項を通所介護事業者のウェブサイトに掲載することと
規定されていますが、ウェブサイトとは、法人のホームページ等
又は介護サービス情報公表システムのことをいいます。なお、通
所介護事業者は、重要事項の掲示及びウェブサイトへの掲載を行
うにあたり、次に掲げる点に留意する必要があります。

平25規則34第92条(準用
第29条）
【平25規則36第51条の
18(準用第30条）】

はい・いいえ　事業所の見やすい場所に運営規程の概要、通所介護従業者の勤
務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認めら
れる重要事項の掲示を行っていますか。
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点検結果自主点検項目 記入欄及び点検のポイント
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

○

(2)

31 (1)

○

(2)

○

(3)

○

(4)

規程の整備（規程の名称： 

）

はい・いいえ

平24条例46第33条(準用
第9条第1項）
【平24条例48第16条の
5(準用第11条第1項)】

準用（平11老企25第3・
1・3(25)②）
【準用（基準解釈通知
第3・1・4(26)】

平24条例46第33条（準
用第9条第2項）
【平24条例48第16条の
5(準用第11条第2項)】

安全管理措置

はい・いいえ 平24条例46第33条（準
用第9条第3項）
【平24条例48第16条の
5(準用第11条第3項)】

準用（平11老企25第3・
1・3(25)③）
【準用（基準解釈通知
第3・1・4(26)③】

医療・介護関係事業者
における個人情報の適
切な取扱いのためのガ
イダンス

秘密保持

　運営規程の概要、通所介護従業者の勤務の体制、事故発生時の
対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状
況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名
称、評価結果の開示状況）等の利用申込者のサービス提供の選択
に資すると認められる重要事項を事業所の見やすい場所に掲示す
ることを規定したものです。また、通所介護事業所は、原則とし
て、重要事項を通所介護事業者のウェブサイトに掲載することと
規定されていますが、ウェブサイトとは、法人のホームページ等
又は介護サービス情報公表システムのことをいいます。なお、通
所介護事業者は、重要事項の掲示及びウェブサイトへの掲載を行
うにあたり、次に掲げる点に留意する必要があります。

　従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た
利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置
を講じていますか。

　秘密を保持すべき旨を就業規則に規定する、誓約書等をとるな
どの措置を講じてください。

　この同意については、サービス提供開始時に利用者及びその家
族の代表から包括的に同意を得ることで足りるものです。

　従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨
を、従業者の雇用時に取り決め、例えば違約金についての定めを
置くなどの措置を講じてください。

　従業者は、正当な理由がなく、業務上知り得た利用者又はその
家族の秘密を漏らしていませんか。

　「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」、「個
人情報に関する基本方針（平成16年４月２日閣議決定）及び「医
療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガ
イダンス(平成29年４月14日個人情報保護委員会・厚生労働省）」
（以下「ガイダンス」）に基づき、入所者及びその家族の個人情
報を適切に取り扱っていますか。

　サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場
合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当
該家族の同意を、あらかじめ文書により得ていますか。

　重要事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをい
つでも関係者に閲覧させることで、掲示に変えることができま
す。

　貴事業所が実施する個人情報保護に関する取組について記入してくだ
さい。

はい・いいえ

個人情報保護法

はい・いいえ

ア　事業所の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべ
　き介護サービスの利用申込者、利用者又はその家族
　に対して見やすい場所のことです。
イ　通所介護従業者の勤務体制については、職種ご
　と、常勤・非常勤ごと等の人数を掲示する趣旨であ
　り、通所介護介護従業者の氏名まで掲示することを
　求めるものではありません。
ウ　前年度に介護サービスの対価として支払いを受け
　た金額が100万円以下である通所介護事業所について
　は、介護サービス情報制度における報告義務の対象
　ではないため、ウェブサイトへの掲載を行うことが
　望ましいです。なお、ウェブサイトへの掲載を行わ
　ない場合も、掲示は行う必要がありますが、これを
　書面や電磁的記録による措置に代えることができま
　す。

　重要事項をウェブサイトに掲載していますか。
（令和７年４月１日から上記の措置を講じることが義務付けられ
ます。）

平11厚令37第105条（準
用第32条第3項)

はい・いいえ
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点検結果自主点検項目 記入欄及び点検のポイント
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

）

）

）

○

①

②

③

④

⑤

⑥

○

○

○

32 広告

安全管理措置

はい・いいえ

医療・介護関係事業者
における個人情報の適
切な取扱いのためのガ
イダンス

平25規則34第92条(準用
第30条）
【平25規則36第51条の
18（準用第31条)】

第三者提供に係
る記録の方法

有（部署名：

その他（

その他（

　利用目的をできる限り特定し、その利用目的の達成に必要
な範囲内で個人情報を取り扱うこと（法令に基づく場合、人
の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であっ
て、本人の同意を得ることが困難であるとき等を除く）

　個人データについては、正確・最新の内容に保つように努
め、漏えい、滅失又はき損の防止等安全管理措置を講じると
ともに、従業者及び委託先を監督すること（安全管理措置の
取組例については「ガイダンスⅢ4(2)を参照）

組織体制の整備

　用語の定義

　個人情報については、安全管理の観点(第三者の目につかないよ
うにする等)から、鍵のかかるロッカー・キャビネット等への保管
が望ましいです。

　改正個人情報保護法（Ｈ29.5.30施行）では、5,000件以下の個
人情報取扱事業者も対象となりました。

苦情対応窓口の
有無

　保有個人データについては、当該個人情報取扱事業者の氏
名又は名称、利用目的等について、本人の知り得る状態に置
き、本人が利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加、削
除、利用停止等を求めたときは、適切に対応すること

　第三者に個人データの提供する場合は、あらかじめ本人の
同意を得た上で行い、提供年月日、本人から同意を得ている
旨、当該第三者の氏名又は名称等、当該個人データにより識
別される本人の氏名等、当該個人データの項目について記録
し、適正に保存すること
また、第三者から個人データの提供を受ける場合は、当該第
三者の氏名及び住所等、当該第三者による個人データ取得の
経緯について確認した上で受領し、当該確認した情報、個人
データ受領年月日、同意を得ている旨、当該個人データによ
り識別される本人の氏名等、当該個人データの項目について
記録し、適正に保存すること（保存期間は個人データの作成
方法による。最長３年）

その都度記録を作成

無

一括して記録を作成

　事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大
な表現となっていませんか。

「個人情報の保護に関する法律」の概要

　個人情報は適正な手段により取得し、あらかじめその利用
目的を明示している場合を除き、速やかにその利用目的を本
人に通知又は公表すること。なお、要配慮個人情報について
は、事前に本人の同意を得ること

・個人情報…生存する個人に関する情報であって、その情報に含
まれる氏名、生年月日等により特定の個人を識別できるもの又は
個人識別符号（DNA、指紋、マイナンバー、被保険者証の記号・番
号等）が含まれるもの

・個人データ…個人情報データベース等を構成する個人情報

・要配慮個人情報…本人の人権、信条、社会的身分、病歴、犯罪
歴、犯罪被害者となった事実、診療録等の診療記録、健康診断の
結果、障害、その他本人に対する不当な差別、偏見その他不利益
が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する個人情報

　苦情の処理に努め、そのための体制の整備をすること
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点検結果自主点検項目 記入欄及び点検のポイント
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

33

34 苦情処理 (1)

○

①

②

③

④

(2)

○

○

○

(3)

(4)

(5)

(6)

35 地域との連携 (1)

○

○ 　運営推進会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができ
るものとします。ただし、利用者又はその家族が参加する場合に
あっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意
を得なければなりません。なお、テレビ電話装置等の活用に当
たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事
業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚
生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」
等を遵守してください。

はい・いいえ

　サ－ビスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切
に対応するために、必要な措置を講じていますか。

　地域の住民代表者とは、町内会役員、民生委員、老人クラブの
代表等が考えられます。

はい・いいえ 平25規則34第92条(準用
第32条第1項)
【平25規則36第51条の
18（準用第33条第1
項)】

　居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事
業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産
上の利益を供与していませんか。

はい・いいえ

【基準解釈通知第3・2
の2・3(10)】

準用（平11老企25第3・
1・3 (28)①）
【準用（基準解釈通知
第3・1・4(28)①】

平25規則34第92条(準用
第32条第2項）
【平25規則36第51条の
18(準用第33条第1項)】

平25規則34第92条(準用
第32条第6項）
【平25規則36第51条の
18(準用第33条第6項)】

　市町村が行う文書その他の物件の提出もしくは提示の求め又は
当該市町村の職員からの質問もしくは照会に応じ、利用者からの
苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、指導又は助
言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改
善を行っていますか。

はい・いいえ 平25規則34第92条(準用
第32条第3項）
【平25規則36第51条の
18(準用第33条第3項)】

平25規則34第92条(準用
第32条第4項）
【平25規則36第51条の
18(準用第33条第4項)】

　苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの
認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた
取組を自ら行ってください。

　国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、(5)の改
善の内容を報告していますか。

平25規則34第92条(準用
第32条第5項）
【平25規則36第51条の
18(準用第33条第5項)】

　利用者からの苦情に関して、国民健康保険団体連合会が行う調
査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助
言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改
善を行っていますか。

平25規則34第92条(準用
第31条)
【平25規則36第51条の
18（準用第32条)】

　苦情に対する措置の概要について事業所に掲示し、かつ、
ウェブサイトに掲載する

　相談窓口、苦情処理の体制及び手順等当該事業所における
苦情を処理するために講ずる措置の概要について明らかにす
る

　利用申込者又はその家族にサービスの内容を説明する文書
に苦情に対する措置の概要についても併せて記載する

「必要な措置」とは、具体的には次のとおりです。

　苦情を受け付けた場合には、当該苦情受付日、その内容等を記
録していますか。

※(1)～(3)は地
域密着型通所介
護のみ回答

　苦情を受け付けるための窓口を設置する

　サービスの提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住
民の代表者、市職員又は事業所が所在する区域を管轄する地域包
括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知見を有す
る者等により構成される運営推進会議を設置していますか。

はい・いいえ

居宅介護支援業
者に対する利益
供与の禁止

はい・いいえ
・該当なし

準用（平11老企25第3・
1・3(28)②）
【準用（基準解釈通知
第3・1・4(28)②】

　記録の整備については、台帳等を作成し記録するとともに、利
用者個票等に個別の情報として記録することが望ましいです。

　苦情の内容等の記録は、２年間保存しなければなりません。

はい・いいえ

【平25規則36第51条の
16第1項】

はい・いいえ　市町村からの求めがあった場合には、(3)の改善の内容を市町村
に報告していますか。
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点検結果自主点検項目 記入欄及び点検のポイント
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

○

○

(2)

○

①

②

(3) 　(2)の内容について、記録を作成し、公表していますか。

○ 　公表の方法を記載してください。

○ 　記録は、２年間保存しなければなりません。

(4)

○

(5)

○

(6)

○

　地域に開かれた事業として行われるよう、事業者は、地域の住
民やボランティア団体等との連携及び協力を行う等の地域との交
流に努めなければなりません。

　「市町村が実施する事業」には、介護サービス相談員派遣事業
のほか、広く市町村が老人クラブ、婦人会その他の非営利団体や
住民の協力を得て行う事業が含まれるものです。

　高齢者向け集合住宅等と同一の建物に所在する事業所が当該高
齢者向け集合住宅等に居住する要介護者に通所介護を提供する場
合、当該高齢者向け集合住宅等に居住する要介護者（要支援者
等）のみを対象としたサービス提供が行われないよう、正当な理
由がある場合を除き、地域包括ケア推進の観点から地域の要介護
者（要支援者等）にもサービス提供を行うよう努めなければなら
ないことを定めたものです。

　運営推進会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができ
るものとします。ただし、利用者又はその家族が参加する場合に
あっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意
を得なければなりません。なお、テレビ電話装置等の活用に当
たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事
業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚
生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」
等を遵守してください。

【平25規則36第51条の
16第2項】

平成18年度介護報酬Q&A
問17

　構成員の兼務について、「利用者の家族」は、利用者の家族と
して事業運営を評価し、必要な要望等を行うものであり、利用者
の声を代弁するといった役割もあるため、他の構成員とは立場が
異なることから兼務は想定していませんが、「地域住民の代表
者」と「知見を有する者」との兼務はあり得ると考えられます。

　「地域密着型通所介護について知見を有する者」とは、学識経
験者である必要はなく、高齢者福祉や認知症ケアに携わっている
者などを含め、地域密着型通所介護について知見を有する者とし
て客観的、専門的な立場から意見を述べることができる者を選任
してください。

　次の条件を満たす場合には、複数の事業所の運営推進会議を合
同で開催して差し支えありません。

　利用者等については匿名とするなど、個人情報・プライバ
シーを保護すること。

　同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。ただ
し、事業所間のネットワーク形成の促進が図られる範囲で、
地域の実情に合わせて、市町村区域の単位等内に所在する事
業所であっても差し支えありません。

【平25規則36第51条の
16第1項】

　地域住民又は、その自発的な活動等との連携及び協力を行う等
の地域との交流に努めていますか。
※地域密着型通所介護においては、交流を図らなければなりませ
ん。

はい・いいえ

　運営推進会議は、概ね６月に１回以上開催し、事業所の活動状
況を報告し、評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を聴く
機会を設けていますか。

【基準解釈通知第3・2
の2・3(10)】

平11老企25第3・6・
3(9)①

平25規則34第90条の2第
1項
【平25規則36第51条の
16第3項】
令6厚労告84第58条

　提供した通所介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村
等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施
する事業に協力するよう努めていますか。

はい・いいえ 平25規則34第90条の2第
2項
【平25規則36第51条の
16第4項】

　事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して
通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の
者に対しても通所介護の提供を行うよう努めていますか。

はい・いいえ 平25規則34第90条の2第
3項
【平25規則36第51条の
16第5項】

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

平11老企25第3・6・
3(9)②

平成18年度介護報酬Q&A
問16

準用（平11老企25第3・
1・3(29)②
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点検結果自主点検項目 記入欄及び点検のポイント
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

36 (1)

○

(2)

○

(3)

○

(4)

○

37 (1)

(2)

(3)

(4)

38 (1)

○

①

②

③

④

⑤ 　高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から
不当に財産上の利益を得ること。

高齢者虐待防止法第2条

高齢者虐待防止法第5条

　事故が発生した場合の対応方法について、あらかじめ定めてお
くことが望ましいです。

　通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合で
も、(1)・(2）に準じた必要な措置を講じていますか。

はい・いいえ

事故発生時の対
応

　サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利
用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行
うとともに、必要な措置を講じていますか。

　事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録は、２
年間保存しなければなりません。

高齢者虐待の防
止

はい・いいえ

　「養介護施設従事者等による高齢者虐待」とは、次のいずれか
に該当する行為をいいます。

はい・いいえ
・該当なし

　事業所の従業員は高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを
自覚し、高齢者虐待の早期発見に努めていますか。

　(1)の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録して
いますか。

はい・いいえ

安全管理体制等
の確保（第一号
通所事業のみ）

　高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他
の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

　高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわい
せつな行為をさせること。

　サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利
用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービ
スの内容とするよう努めていますか。

　サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の
変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場
合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講
じていますか。

　高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行
を加えること。

はい・いいえ

　賠償すべき事態において、速やかに賠償を行うため、損害賠償
保険に加入しておくか、又は賠償資力を有することが望ましいで
す。

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

　宿泊サービスを提供する場合、当該サービスにより事故が発生
した際は、上記同様の対応を行ってください。

平11老企25第3・6・
3(10)①
【基準解釈通知第3・2
の2・3(11)】

　高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置そ
の他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

　利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生し
た場合は、損害賠償を速やかに行っていますか。

［旧予防規則第91条第2
項］

平24条例46第32条の4
第1項
【平24条例48第16条の4
第1項】

はい・いいえ

［旧予防規則第91条第4
項］

［旧予防規則第91条第3
項］

　サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に
努めていますか。

　サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生
じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の
従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡
を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めていますか。

はい・いいえ
・該当なし

［旧予防規則第91条第1
項］

平11厚令37第104条の2
第4項
【平24条例48第16条の4
第4項】

平11老企25第3・6・
3(10)
【基準解釈通知第3・2
の2・3(11)】

平24条例46第32条の4第
2項
【平24条例48第16条の4
第2項】

平24条例46第32条の4第
3項
【平24条例48第16条の4
第3項】

平11老企25第3・6・
3(10)②
【基準解釈通知第3・2
の2・3(11)】
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点検結果自主点検項目 記入欄及び点検のポイント
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

(2)

(3)

(4) 　事業所における虐待の防止のための指針を整備していますか。

(5)

(6)

○

・ 　虐待の未然防止

・ 　虐待等の早期発見

・ 　虐待等への迅速かつ適切な対応

高齢者虐待防止法第20
条

はい・いいえ

平24条例46第33条（準
用第10条の2第2号）
【平24条例48第16条の5
（準用第12条の2第2
号】

　事業者は高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常に
心がけながらサービス提供にあたる必要があり、第３条の一
般原則に位置付けられているとおり、研修等を通じて、従業
者にそれらに関する理解を促す必要があります。同様に、従
業者が高齢者虐待防止法等に規定する養介護事業の従業者と
しての責務・適切な対応等を正しく理解していることも重要
です。

　指定通所介護事業所の従業者は、虐待等又はセルフ・ネグ
レクト等の虐待に準ずる事案を発見しやすい立場にあること
から、これらを早期に発見できるよう、必要な措置（虐待等
に対する相談体制、市町村の通報窓口の周知等）がとられて
いることが望ましいです。また、利用者及びその家族からの
虐待等に係る相談、利用者から市町村への虐待の届出につい
て、適切な対応をしてください。

　虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報さ
れる必要があり、指定通所介護事業者は当該通報の手続が迅
速かつ適切に行われ、市町村等が行う虐待等に対する調査等
に協力するよう努めてください。

　以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等
が発生した場合はその再発を確実に防止するために次に掲げる事
項を実施してください。

平24条例46第33条（準
用第10条の2第4号）
【平24条例48第16条の5
（準用第12条の2第4
号】

準用（平11老企25第3・
1・3(31)
【準用（基準解釈通知
第3・1・4(31)）】

　高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から
不当に財産上の利益を得ること。

　虐待は、法の目的の一つである高齢者の尊厳の保持や、高齢者
の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、指定通
所介護事業者は虐待の防止のために必要な措置を講じなければな
りません。虐待を未然に防止するための対策及び発生した場合の
対応等については、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対す
る支援等に関する法律」（平成17年法律第124号。以下「高齢者虐
待防止法」という。）に規定されているところであり、その実効
性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、
次に掲げる観点から虐待の防止に関する措置を講じてください。

はい・いいえ

はい・いいえ

　事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定
期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底
を図っていますか。

　高齢者虐待の防止について、従業者への研修の実施、サービス
の提供を受ける利用者及びその家族からの苦情の処理の体制の整
備等による虐待の防止のための措置を講じていますか。

はい・いいえ 平24条例46第33条（準
用第10条の2第1号）
【平24条例48第16条の5
（準用第12条の2第1
号】

　事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定
期的に実施していますか。

はい・いいえ 平24条例46第33条（準
用第10条の2第3号）
【平24条例48第16条の5
（準用第12条の2第3
号】

　(3)から(5)までの措置を適切に実施するための担当者を置いて
いますか。
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点検結果自主点検項目 記入欄及び点検のポイント
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

① 　虐待の防止のための対策を検討する委員会

イ

ロ 　虐待の防止のための指針の整備に関すること

ハ 　虐待の防止のための職員研修の内容に関すること

二

ホ

ヘ

ト

② 　虐待の防止のための指針

イ 　事業所における虐待の防止に関する基本的考え方

ロ

ハ 　虐待の防止のための職員研修に関する基本方針

二 　虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

ホ

ヘ 　成年後見制度の利用支援に関する事項

ト 　虐待等に係る苦情解決方法に関する事項

チ 　利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項

リ 　その他虐待の防止の推進のために必要な事項

③ 　虐待の防止のための従業者に対する研修

　以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等
が発生した場合はその再発を確実に防止するために次に掲げる事
項を実施してください。

　虐待防止検討委員会は、虐待等の発生の防止・早期発見に
加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するた
めの対策を検討する委員会であり、管理者を含む幅広い職種
で構成します。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にす
るとともに、定期的に開催することが必要です。また、虐待
防止の専門家を委員として積極的に活用することが望ましい
です。
　一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情
が、複雑かつ機微なものであることが想定されるため、その
性質上、一概に従業者に共有されるべき情報であるとは限ら
れず、個別の状況に応じて慎重に対応することが重要です。
　なお、虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置している
場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えあ
りません。また、事業所に実施が求められるものですが、他
のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えあり
ません。
　また、虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用し
て行うことができるものとします。この際、個人情報保護委
員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報
の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情
報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守して
ください。
　虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項につ
いて検討することとします。その際、そこで得た結果（事業
所における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等）は、
従業者に周知徹底を図る必要があります。

　虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する
こと

　虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整
備に関すること

　従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市町村への
通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関するこ
と

　虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から
得られる再発の確実な防止策に関すること

　前号の再発の防止策を講じた際に、その効果につい
ての評価に関すること

　指定通所介護事業者が整備する「虐待の防止のための指
針」には、次のような項目を盛り込んでください。

　虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する
事項

　従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、
虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓
発するものであるとともに、当該指定通所介護事業所におけ
る指針に基づき、虐待の防止の徹底を行うものとします。
　職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定通
所介護事業者が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定
期的な研修（年１回以上）を実施するとともに、新規採用時
には必ず虐待の防止のための研修を実施することが重要で
す。
　また、研修の実施内容についても記録することが必要で
す。研修の実施は、事業所内での研修で差し支えありませ
ん。

　虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事
項
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点検結果自主点検項目 記入欄及び点検のポイント
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

④

(※)

39 会計の区分

○

①

②

40 記録の整備 (1)

(2)

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

　「指定介護老人福祉施設等に係る会計処理等の取扱いにつ
いて」（平成12年３月10日老計第8号）

　事業所ごとに経理を区分するとともに、当該事業の会計とその他の事
業の会計を区分していますか。

　具体的な会計処理の方法等については、次の通知に基づき適切
に行ってください。

平25規則34第91条第1項
【平25規則36第51条の
17第第1項】

平25規則34第91条第2項
【平25規則36第51条の
17第第2項】

　平25規則34第92条により準用する同第16条第2項（【平25規則36
第51条の18により準用する同第17条第2項】）の規定による提供し
た具体的なサービスの内容等の記録

準用（平11老企25第3の
1の3の(32)）
【準用(基準解釈通知第
3・1・4(32)】

　従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しています
か。

　「介護保険の給付対象事業における会計の区分について」
（平成13年３月28日老振発第18号）

　通所介護計画

　平24条例46第32条の4第2項（【平24条例48第16条の4第2項】）
の規定による事故の状況及び事故に際して採った処理の記録

はい・いいえ 平25規則34第92条(準用
第34条）

　従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、
虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓
発するものであるとともに、当該指定通所介護事業所におけ
る指針に基づき、虐待の防止の徹底を行うものとします。
　職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定通
所介護事業者が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定
期的な研修（年１回以上）を実施するとともに、新規採用時
には必ず虐待の防止のための研修を実施することが重要で
す。
　また、研修の実施内容についても記録することが必要で
す。研修の実施は、事業所内での研修で差し支えありませ
ん。
　虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者

　指定通所介護事業所における虐待を防止するための体制と
して、①から③までに掲げる措置を適切に実施するため、担
当者を置くことが必要です。当該担当者としては、虐待防止
検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい
です。なお、同一事業所内での複数担当(※)の兼務や他の事
業所・施設等との担当(※)の兼務については、担当者として
の職務に支障がなければ差し支えありません。ただし、日常
的に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、利用者や事
業所の状況を適切に把握している者など、各担当者としての
職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任しま
す。

　平24条例46第32条の2第2号の規定による身体的拘束その他利用
者の行動を制限する行為の態様及び時間、その際の利用者の心身
の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

はい・いいえ

　利用者に対するサービスの提供に関する下の諸記録を整備し、
その完結の日から２年間保存していますか。

身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看
護師が望ましい。）、感染対策担当者（看護師が望ま
しい。）、事故の発生又はその再発を防止するための
措置を適切に実施するための担当者、虐待の発生又は
その再発を防止するための措置を適切に実施するため
の担当者

はい・いいえ

　平25規則36第51条の16第2項の規定による運営推進会議における
報告、評価、要望、助言等の記録（地域密着型通所介護）

　平25規則34第92条により準用する同第32条第2項（【平25規則36
第51条の18により準用する同第33条第2項】）の規定による苦情の
内容等の記録

　平25規則34第92条により準用する同第22条（【平25規則36第51
条の18により準用する同第24条】）の規定による市町村への通知
に係る記録
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点検結果自主点検項目 記入欄及び点検のポイント
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

○

41 電磁的記録等 (1)

○ 平12老企36第2・1（9）

(2)

○

41 (1)

⇒ 支援を受けている事業所等の名称を記入してください。

(2)

42

・ 「9 法定代理受領サービスの提供を受けるための援助」

・

・ 「13 利用料等の受領」(1)

43 (1) （具体的取扱い方針）

①

②

○

③

　以下の項目を除き、上記、通所介護における「基本方針」及び「第１
－４運営に関する基準」の各項目に従い運営していますか。

　サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、
利用者又はその家族に対し、サ－ビスの提供方法等について理解
しやすいように説明を行っていますか。

　｢サ－ビスの提供方法等」とは、療養通所介護計画の目標及び内
容や利用日の行事、日課等も含むものです。

共生型通所介護
の基準

　利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定通所介護
事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けています
か。

はい・いいえ
・該当なし

　「16（16-2） 通所介護の具体的取扱い方針」にかかわらず、以
下の項目を順守することが必要です。

平24条例46第43条、平
25規則34第109条

平24条例46第35条、平
25規則34第96条

はい・いいえ
・該当なし

平11老企25第3・6・
3(12)
【基準解釈通知第3・2
の2・3(13)】

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

平24条例48第16条の12
平25規則36第51条の25

　電磁的方法により、作成、保存を行っている書面があります
か。

　作成、保存その他これらに類するもののうち、条例及び規則の
規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副
本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することがで
きる情報が記載された紙その他の有体物をいう。）で行うことが
規定されているもの又は想定されるもの（被保険者証の関係及び
(2)に規定するものを除く。）については、書面に代えて、当該書
面に係る電磁的記録により行うことができます。

平25規則34第232条第1
項

　電磁的方法により、交付、説明、同意、承諾その他これらに類
するものを行う際は、相手方の承諾を得ていますか。

平25規則34第232条第2
項

　交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの（以
下「交付等」という。）のうち、条例及び規則の規定において書
面で行うことが規定されているもの又は想定されるものについて
は、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方
法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識する
ことができない方法をいう。）によることができます。

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

【平24条例48第16条の5
の3】

平25規則34第93条
【平25規則36第51条の
18の2】

　「その完結の日」とは、個々の利用者につき、契約終了（契約
の解約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立
等）により一連のサービス提供が終了した日を指すものとしま
す。
　なお、運営推進会議の記録については、運営推進会議を開催
し、報告、評価、要望、助言等の記録を公表した日とします。

はい・いいえ
・該当なし

　サービスの提供に当たっては、療養通所介護計画に基づき、利
用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必
要な援助を行っていますか。

　上記「第１－４運営に関する基準」の各項目に従い運営してい
ますか。

療養通所介護の
基準

基準該当通所介
護の基準

「34 苦情処理」(5)(6)

サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生
命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的
拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」と
いう。)を行っていませんか。

はい・いいえ
・該当なし

令6老認発4第4・2

令6老認発4第4・1
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点検結果自主点検項目 記入欄及び点検のポイント
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

④

⑤

⑥

⑦

○

・

・

(2) （療養通所介護計画の作成） 

①

②

③

④

○

⑤

○

⑥

○

(3) （緊急時等の対応）

①

はい・いいえ
・該当なし

　管理者は、療養通所介護計画の作成に当たっては、その内容に
ついて利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得て
いますか。

あらかじめ療養通所介護計画に位置づけられていること。

効果的な機能訓練等のサービスが提供できること。

　サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切
な介護技術をもってサ－ビスの提供を行っていますか。

　常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生
活指導、機能訓練その他必要なサ－ビスを利用者の希望に添って
適切に提供していますか。

　サービスは、事業所内で提供することが原則ですが、次に掲げ
る条件を満たす場合においては、事業所の屋外で提供することが
できます。

　「17 通所介護計画の作成」にかかわらず、以下の項目を順守す
ることが必要です。

はい・いいえ
・該当なし

　交付した療養通所介護計画は、２年間保存しなければなりませ
ん。

平25規則36第51条の27

　従業者は、それぞれの利用者について、療養通所介護計画に
従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行ってい
ますか。

　通所介護計画の目標及び内容については、利用者又は家族に説
明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明を行って
ください。

はい・いいえ
・該当なし

平25規則36第51条の26

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

　療養通所介護計画は利用者の心身の状況、希望及びその置かれ
ている環境を踏まえて作成されなければならないものであり、
サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障するため、
療養通所介護事業所の管理者は、療養通所介護計画の作成に当
たっては、その内容等を説明した上で、利用者の同意を得てくだ
さい。

　管理者は、療養通所介護計画を作成した際には、当該療養通所
介護計画を利用者に交付していますか。

　管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環
境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具
体的なサ－ビスの内容等を記載した療養通所介護計画を作成して
いますか。
　療養通所介護計画は、既に居宅サ－ビス計画が作成されている
場合は、当該居宅サ－ビス計画の内容に沿って作成しています
か。

　療養通所介護計画は、既に訪問看護計画書が作成されている場
合は、当該訪問看護計画書の内容との整合を図りつつ作成してい
ますか。

　利用者の体調の変化等に応じた適切なサービスを提供できるよ
う、利用者の主治の医師及び利用者の利用する訪問看護事業者等
と密接な連携を図り、サービスの提供方法及び手順等についての
情報の共有を十分に図っていますか。

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

　現にサービスの提供を行っているときに利用者の病状の急変が
生じた場合等に備え、主治の医師とともに、その場合の対応策に
ついて利用者ごとに検討し、緊急時等の対応策をあらかじめ定め
ていますか。

　「22 緊急時等の対応」にかかわらず、以下の項目を順守するこ
とが必要です。

はい・いいえ
・該当なし

身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用
者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しています
か。

はい・いいえ
・該当なし
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点検結果自主点検項目 記入欄及び点検のポイント
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

②

③

④

※ 　①及び②は、④の緊急時等の対応策の変更に準用します。

(4) （緊急時対応医療機関）

①

②

③

(5) （安全・サービス提供管理委員会の設置）

①

②

③ 　②の検討の結果を踏まえ、必要に応じて対策を講じていますか。

④ 　②の記録は、２年間保存していますか。

(6)

1 法第75条第1項

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

※ 法第75条第2項

施行規則第131条第1項
第6号

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

　上記（1）から（5）以外の項目について、上記、地域密着型通
所介護における「基本方針」及び「第１－４運営に関する基準」
の各項目に従い運営していますか。

平25規則36第51条の33
第3号

　利用者の病状の急変等に備えるため。あらかじめ、緊急時対応
医療機関を定めていますか。

　当該事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又
は休止の日の１月前までに、その旨を市長（市福祉部介護保険
課）に届け出てください。

　事業所（当該事業所の所在地以外の場所に事業の一部を行う施
設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図及び設備の概要

　事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

　安全かつ適切なサービスの提供を確保するため、地域の医療関
係団体に属する者、地域の保健、医療又は福祉の分野を専門とす
る者その他療養通所介護の安全かつ適切なサービスの提供を確保
するために必要と認められる者から構成される安全・サービス提
供管理委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができま
す。）を設置していますか。

　おおむね６月に１回以上委員会を開催し、事故事例等の安全管
理に必要な情報収集を行うとともに、当該情報等を踏まえ、事業
所の安全かつ適切なサービスの提供を確保するための方策の検討
を行い、当該検討の結果について記録していますか。

　役員の氏名、生年月日及び住所

　利用者の主治の医師と密接な連携を図りながら、利用者の状態
の変化に応じて緊急時等の対応策の変更を行っていますか。

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

第２　変更の届出等

変更の届出等

　当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費の請求に関する
事項

　事業所の名称及び所在地その他下記の事項に変更があったとき、又は
事業を再開したときは、10日以内にその旨を市長（市福祉部介護保険
課）に届け出ていますか。

はい・いいえ
・該当なし

　運営規程

　申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏
名、生年月日、住所及び職名

　申請者の登記事項証明書又は条例等（通所介護事業に関するも
のに限る。)

　緊急時対応医療機関は、事業所と同一の敷地内に存し、又は隣
接し、もしくは近接していますか。

　事業所の名称及び所在地

　緊急時等の対応策について、利用者及びその家族に対して十分
に説明し、利用者及びその家族が安心してサービスを利用できる
よう配慮していますか。

　緊急時に円滑な協力を得るため、緊急時対応医療機関との間で
あらかじめ必要な事項を取り決めていますか。

　現にサービスの提供を行っているときに利用者の病状の急変が
生じた場合その他必要な場合は、緊急時等の対応策に基づき、速
やかに主治の医師又は緊急時対応医療機関への連絡を行う等の必
要な措置を講じていますか。

はい・いいえ

平25規則36第51条の31
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点検結果自主点検項目 記入欄及び点検のポイント
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

2

○

○

3 (1)

（届出先）

①

②

③

④

⑤

※

※

・

・

・

・

・

・

(2)

(3)

※ 行っている具体的な取組（例）に○をつけてください。

介護報酬の請求等のチェックを実施

内部通報、事故報告に対応している

介護サービス情
報の報告

はい・いいえ

　原則として、前年度に介護サービスの対価として支払を受けた
金額が100万円を超えるサービスが対象となります。

施行規則第140条の43、
44、45

　新規事業所は基本情報のみ報告し、既存事業所は基本情報と運
営情報を報告します。

　年1回、指定情報公表センターへ基本情報と運営情報を報告するとと
もに、見直しを行っていますか。

はい・いいえ

はい・いいえ

届出年月日

届出先

届出書の記載すべき事項：名称又は氏名、主たる事務所の所
在地、代表者氏名等、法令遵守責任者氏名等、法令遵守規程
の概要

ウ 事業所数100以上

整備届出事項：法令遵守責任者、法令遵守規程、業務執行監
査の定期的実施

届出書の記載すべき事項：名称又は氏名、主たる事務所の所
在地、代表者氏名等、法令遵守責任者氏名等、法令遵守規程
の概要、業務執行監査の方法の概要

地域密着型（介護予防）サービス事業のみを行う事業者であっ
て、すべての事業所が川越市に所在する事業者・・・川越市長
（市福祉部介護保険課）

事業所等が２以上の都道府県に所在する事業者は、「地方厚生局
の管轄区域」を参照し、事業所等がいくつの地方厚生局管轄区域
に所在しているか確認してください。

事業者が整備等する業務管理体制の内容は次のとおりです。

ア 事業所数20未満

整備届出事項：法令遵守責任者

届出書の記載すべき事項：名称又は氏名、主たる事務所の所
在地、代表者氏名等、法令遵守責任者氏名等

イ 事業所数20以上100未満

整備届出事項：法令遵守責任者、法令遵守規程

　業務管理体制（法令等遵守）についての考え(方針)を定め、職
員に周知していますか。

　業務管理体制（法令等遵守）について、具体的な取組を行って
いますか。

指定事業所が３以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業
者・・・厚生労働大臣

指定事業所が２以上の都道府県に所在し、かつ、２以下の地方厚
生局に所在する事業者・・・主たる事務所の所在地の都道府県知
事

すべての指定事業所が１の都道府県に所在する事業者・・・都道
府県知事

すべての指定事業所が１の指定都市の区域に所在する事業
者・・・指定都市の長

業務管理体制（法令等遵守）についての研修を実施している

業務管理体制の
整備

はい・いいえ

法第115条の35第1項

施行規則第140条の39、
40

　業務管理体制を適切に整備し、関係行政機関に届け出ています
か。
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点検結果自主点検項目 記入欄及び点検のポイント
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

その他

(4) 　業務管理体制（法令等遵守）の取組について、評価・改善活動
を行っていますか。

はい・いいえ

業務管理体制（法令等遵守）についての研修を実施している
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1 基本的事項 (1)

(2)

(3)

2 (1)

○

①

②

○

○

○

(2)

○

①

②

はい・いいえ

　同一の日の異なる時間帯に複数の単位を行う事業所において
は、利用者が同一の日に複数の通所介護の単位を利用する場合、
それぞれの通所介護の単位について所定単位数が算定されます。

はい・いいえ
・該当なし

平12厚告19別表6注1　利用者の数又は看護職員もしくは介護職員の員数が、別に厚生
労働大臣が定める基準に該当する場合は、所定単位数に100分の
70を乗じて得た単位数を算定していますか。

はい・いいえ

　当日の利用者の心身の状況や降雪等の急な気象状況の悪化等に
より、実際の通所介護の提供が通所介護計画上の所要時間よりも
やむを得ず短くなった場合には通所介護計画上の単位数を算定し
て差し支えありません。なお、通所介護計画上の所要時間よりも
大きく短縮した場合には、通所介護計画を変更のうえ、変更後の
所要時間に応じた単位数を算定してください。

平成27年度介護報酬改
定に関するQ＆A問52

平成27年度介護報酬改
定に関するQ＆A問54

第３　介護給付費の算定及び取扱い

　送迎時に居宅内の介助等を行う者が、介護福祉士、実務者
研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、一級課程修了
者、介護職員初任者研修修了者（二級課程修了者を含む）、
看護職員、機能訓練指導員又は当該事業所における勤続年数
と同一法人の経営する他の介護サービス事業所、医療機関、
社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職
員としての勤続年数の合計が３年以上の介護職員である場合
　なお、現在訪問介護が行っている通所サービスの送迎前後
に行われている介助等について、一律に通所介護等で対応す
ることを求めているものではありません。

　居宅サービス計画及び通所介護計画に位置付けた上で実施
する場合

　費用の額は、平成12年厚生省告示第19号の別表「指定居宅サー
ビス介護給付費単位数表　6通所介護費」（地域密着型通所介護
は、平成18年厚労省告示第126号の別表「指定地域密着型サービ
ス介護給付費単位数表　2の2地域密着型通所介護」）により算定
していますか。

平12厚告19第1号はい・いいえ

　費用の額は、平成27年厚生労働省告示第93号の「厚生労働大臣
が定める１単位の単価」に、別表に定める単位数を乗じて算定し
ていますか。

　送迎時に実施する居宅内での介助等については、他の利用者を
送迎時に車内に待たせて行うことは認められません。

はい・いいえ

　(1)、(2)の規定により費用の額を算定した場合において、その
額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計
算していますか。

　サービスを行うのに要する時間には、送迎に要する時間は含ま
れませんが、送迎時に実施した居宅内での介助等（着替え、ベッ
ド・車椅子への移乗、戸締まり等）に要する時間は、次のいずれ
の要件も満たす場合、１日30分以内を限度として、通所介護を行
うのに要する時間に含めることができます。

平12老企36第2・7(1)

所要時間による
区分の取扱い

　現に要した時間ではなく、通所介護計画に位置付けられた内容
のサービスを行うのに要する標準的な時間で、それぞれ所定単位
数を算定していますか。

　厚生労働大臣が定める基準

　月平均の利用者の数が、運営規程に定められている利用定
員を超える場合

　看護職員又は介護職員の員数が、指定居宅サービス等の事
業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第
37号）第93条又は第105条の２第1号に定める員数に満たない
場合

【平18厚労告126第1
号】

【平18厚労告126第2
号】

【平18厚労告126第3
号】

【平18厚労告126別表2
の2注1】

【平18厚労告126別表2
の2注1,注2】

平12厚告19別表6の注1

平12厚告19第2号

平12厚告19第3号

平12厚告27第1号

自主点検項目 記入欄及び点検のポイント 点検結果
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業
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自主点検項目 記入欄及び点検のポイント 点検結果
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

○

①

②

③

※

○

①

②

③

3

○

　通所サービスと第１号通所事業を一体的に行う事業所の定
員については、それぞれの利用者の合算で定めることとして
います。例えば、定員20人という場合、要介護者と要支援と
を合わせて20という意味であり、利用日によって要介護者と
要支援者の構成比が変化しても構いませんが、合計が20人を
超えた場合には、介護給付及び予防給付の両方が減算の対象
となります。

　人員基準欠如関係

　看護職員の数は、１月間の職員の数の平均を用います。こ
の場合、１月間の職員の平均は、当該月のサービス提供日に
配置された延べ人数を当該月のサービス提供日数で除して得
た数とします。
　介護職員の数は、利用者数及び提供時間数から算出する勤
務延時間数を用います。この場合、１月間の勤務延時間数
は、配置された職員の１月の勤務延時間数を、当該月におい
て本来確保すべき勤務延時間数で除して得た数とします。

　人員基準上必要とされる員数から１割を超えて減少した場
合には、その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月
まで、利用者全員について所定単位数が通所介護費等の算定
方法に規定する算定方法に従って減算します。
（看護職員の算定式）
サービス提供日に配置された延べ人数÷サービス提供日数＜
0.9
（介護職員の算定式）
当該月に配置された職員の勤務延時間数÷当該月に配置すべ
き職員の勤務延時間数＜0.9

　１割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基
準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員につい
て所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法
に従って減算します（ただし、翌月の末日において人員基準
を満たすに至っている場合を除きます）。
（看護職員の算定式）
0.9≦サービス提供日に配置された延べ人数÷サービス提供
日数＜1.0
（介護職員の算定式）
0.9≦当該月に配置された職員の勤務延時間数÷当該月に配
置すべき職員の勤務延時間数＜1.0

　厚生労働大臣が定める施設基準

　別に厚生労働大臣が定める施設基準に従い、利用者の要介護状態区
分に応じて、所定単位数を算定していますか。

　利用者の数が、通所介護費等の算定方法に規定する定員超
過利用の基準に該当することとなった事業所については、そ
の翌月から定員超過利用が解消されるに至った月まで、利用
者の全員について、所定単位数が通所介護費等の算定方法に
規定する算定方法に従って減算され、定員超過利用が解消さ
れるに至った月の翌月から通常の所定単位数が算定されま
す。

　災害、虐待の受入れ等やむを得ない理由による定員超過利
用については、当該定員超過利用が開始した月（災害等が生
じた時期が月末であって、定員超過利用が翌月まで継続する
ことがやむを得ないと認められる場合は翌月も含む。）の翌
月から所定単位数の減額を行うことはせず、やむを得ない理
由がないにもかかわらず、その翌月まで定員を超過した状態
が継続している場合に、災害等が生じた月の翌々月から所定
単位数の減算を行います。また、この場合にあっては、やむ
を得ない理由により受け入れた利用者については、その利用
者を明確に区分した上で、平均利用延人員数に含まないこと
とします。

　１月間（暦月）の利用者の数の平均は、当該月における
サービス提供日ごとの同時にサービスの提供を受けた者の最
大数の合計を、当該月のサービス提供日数で除して得た数と
します。この平均利用者数の算定に当たっては、小数点以下
を切り上げるものとします。

はい・いいえ

(施設規模)

　通常規模
・大規模Ⅰ
・大規模Ⅱ

事業所規模によ
る区分の取扱い
（通所介護の
み） 平27厚労告96第5号

　定員超過利用関係

【報酬留意事項通知第
2・1(8)】

【報酬留意事項通知第
2・1(6)】

平12老企36第2・7(25)

平12老企36第2・7(22)

平12厚告19別表6注1

平成18年度介護報酬
Q&A問39
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自主点検項目 記入欄及び点検のポイント 点検結果
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

(1)

(2)

(3)

○

○

○

○

○

○

○

○

4 はい・いいえ

　大規模型通所介護費(Ⅱ)

　前年度の１月当たりの平均利用延人員数（※）が900人を
超える事業所

　(1)～(3)いずれの場合も、指定居宅サービス等の事業の人員、
設備及び運営に関する基準（平11厚令37）第93条に定める看護職
員又は介護職員（指定居宅サービス等基準第105条の２に規定す
る共生型通所介護の事業を行う指定通所介護事業所にあっては、
同条第１号に定める従業者）の員数を置いている必要がありま
す。

　通常規模型通所介護費

　前年度の１月当たりの平均利用延人員数（※）が750人以
内の事業所

　大規模型通所介護費(Ⅰ)

　毎年度３月31日時点において、事業を実施している事業者で
あって、４月以降も引き続き事業を実施するものの当該年度の通
所介護費の算定に当たっては、前年度の平均利用延人員数は、前
年度において通所介護費を算定している月（３月を除く）の１月
当たりの平均利用延人員数とします。

　前年度の１月当たりの平均利用延人員数（※）が900人以
内の事業所

　感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上
生じている場合の事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例につ
いては、「通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とす
る利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的
な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令和
３年３月16日老認発0316第４号・老老発0316第３号）を参照して
ください。

　３時間以上４時間未満、４時間以上５時間未満の報酬を算定し
ている利用者（２時間以上３時間未満の報酬を算定している利用
者を含む）については、利用者数に２分の１を乗じて得た数と
し、５時間以上６時間未満、６時間以上７時間未満の報酬を算定
している利用者については利用者数に４分の３を乗じて得た数と
します。また、平均利用延人員数に含むこととされた第１号通所
事業の利用者の計算に当たっては、第１号通所事業の利用時間が
５時間未満の利用者については、利用者数に２分の１を乗じて得
た数とし、利用時間が５時間以上６時間未満、６時間以上７時間
未満の利用者については、利用者数に４分の３を乗じて得た数と
します。ただし、第１号通所事業の利用者については、同時に
サービスの提供を受けた者の最大数を営業日ごとに加えていく方
法によって計算しても差し支えありません。

　１月間（暦月）、正月等の特別な期間を除いて毎日事業を実施
した月における平均利用延人員数については、当該月の平均利用
延人員数に７分の６を乗じた数によるものとします。

　通常規模
・大規模Ⅰ
・大規模Ⅱ

　別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして電子
情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める
様式による届出を行った事業所において、利用者の要介護状態区分に
応じて、所定単位数を算定していますか。

平27厚労告96第5号

地域密着型通所
介護費（地域密
着型のみ）

平12老企36第2・7(6)
③

平12老企36第2・7(6)
④

平12老企36第2・7(6)
⑤

平12老企36第2・7(6)
②

【平18厚労告126別表2
の2注1】

平12老企36第2・7(6)
①

　平均利用延人員数の計算に当たっては、当該通所介護事業所に
係る通所介護事業者が、第１号通所事業の指定を併せて受け一体
的に事業を実施している場合は、当該第１号通所事業における前
年度の１月当たりの平均利用延人員数を含むこととされていま
す。

　ただし、通所介護事業者が第１号通所事業の指定を併せて受け
ている場合であっても、事業が一体的に実施されず、実態として
両事業が分離されて実施されている場合には、当該平均利用延人
員数には当該第１号通所事業の平均利用延人員数は含めない取扱
いとします。

　前年度の実績が６月に満たない事業者（新たに事業を開始し、
又は再開した事業者を含む）又は前年度から定員をおおむね25％
以上変更して事業を実施しようとする事業者においては、当該年
度に係る平均利用延人員数については、便宜上、市長に届け出た
当該事業所の利用定員の90％に、予定される１月当たりの営業日
数を乗じて得た数とします。
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自主点検項目 記入欄及び点検のポイント 点検結果
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

○

　人員基準に従って従業者を置いている事業所であること。

5

○

　人員基準に従って従業者を置いている事業所であること。

○ 　厚生労働大臣が定める利用者

○

○

○

6

○

○ 平12老企36第2の7(2)

【報酬留意事項通知第
2・3の2(26)】

【平18厚労告126別表2
の2注2】

　厚生労働大臣が定める基準

　事業所において高齢者虐待が発生した場合ではなく、基準省令
第105条又は105条の3の準用による第37条の２(虐待の防止)に規
定する措置を講じていない場合に、利用者全員について所定単位
数から減算します。
　具体的には、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を
定期的に開催していない、高齢者虐待防止のための指針を整備し
ていない、高齢者虐待防止のための年１回以上の研修を実施して
いない又は高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を
置いていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を市長に提出
した後、事実が生じた月から３月後に改善計画に基づく改善状況
を市長に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認
められた月までの間について、利用者全員について所定単位数か
ら減算します。

　人員配置欠如減算の考え方については、通所介護と同様です。

はい・いいえ
・該当なし

　厚生労働大臣が定める施設基準

　在宅で生活しており、常時看護師による観察を必要とする難
病、認知症、脳血管疾患後遺症等を有する重度者又はがん末期の
利用者を想定しています。

はい・いいえ
・該当なし

　サービス提供時間の考え方について、療養通所介護において
は、利用者が当該サービスを利用することとなっている日におい
て、まず当該事業所の看護職員が利用者の居宅において状態を観
察し、通所できる状態であることを確認するとともに、事業所か
ら居宅に戻ったときにも状態の安定等を確認することが重要で
す。
したがって、利用者の居宅に迎えに行った時から、居宅に送り届
けたのち利用者の状態の安定等を確認するまでをも含めて一連の
サービスとするものであり、これらの時間をあわせてサービス提
供時間とします。

　療養通所介護の提供に当たっては、利用者の状態に即した適切
な計画を作成するとともに、利用者の在宅生活を支援する観点か
ら、多職種協働により、主治の医師による医療保険のサービスや
訪問看護サービス等の様々なサービスが提供されている中で、主
治の医師や訪問看護事業者等と密接な連携を図りつつ、計画的な
サービス提供を行ってください。

　厚生労働大臣が定める施設基準

平12厚告19別表6の注2

　自主点検項目「第1－4 運営に関する基準 38高齢者虐待の防
止」
  虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措
置を講じていること。
(1)　当該通所介護事業所における虐待の防止のための対策を検
討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるも
のとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、
通所介護従業者に周知徹底を図ること。
(2)　当該通所介護事業所における虐待の防止のための指針を整
備すること。
(3)　当該通所介護事業所において、通所介護従業者に対し、虐
待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4)　前記(1)から(3)に掲げる措置を適切に実施するための担当
者を置くこと。

　別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防
止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を
所定単位数から減算していますか。

平27厚労告95第14の3
号

療養通所介護費
（療養介護の
み）

　別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして電子
情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める
様式による届出を行った療養介護事業所でにおいて、利用者（別に厚
生労働大臣が定める利用者に限る）に対し、サービス提供を行った場
合に、所定単位数を算定していますか。

平27厚労告96第27の2
イ

平27厚労告96第27の2
ロ

高齢者虐待防止
措置未実施減算

42/77



自主点検項目 記入欄及び点検のポイント 点検結果
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

7

○

〇 平12老企36第2の7(3)

8

○

9

①

②

③

④

⑤

○

○ 　延長加算は、実際に利用者に対して延長サービスを行うことが
可能な体制にあり、かつ、実際に延長サービスを行った場合に算
定されるものですが、当該事業所の実情に応じて、適当数の従業
者を置いている必要があります（延長時間帯は、人員基準上の提
供時間帯には該当しないため、複数単位の利用者を同一の職員が
対応することもできます）。

【平18厚労告126別表2
の2注9】

13時間以上14時間未満の場合　　　250単位

　業務継続計画未策定減算については、指定居宅サービス等基準
第105条又は第105条の3において準用する第30条の2第1項に規定
する基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌月（基準を満
たさない事実が生じた日が月の初日である場合は当該月）から基
準を満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利
用者全員について、所定単位数から減算することとなります。
　なお、経過措置として、令和７年３月31日までの間、感染症の
予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に関する具体的
計画を策定している場合には当該減算は適用となりませんが、義
務となっていることを踏まえ、速やかに作成してください。

11時間以上12時間未満の場合　　　150単位

12時間以上13時間未満の場合　　　200単位

はい・いいえ
・該当なし

　厚生労働大臣が定める基準

自主点検項目 「第1－4 運営に関する基準 27業務継続計画の策
定」
  感染症や非常災害の発生時において、利用者が継続して指定通
所介護の提供を受けられるよう、通所介護の提供を継続的に実施
するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計
画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計
画に従い必要な措置を講じていること。

　２時間以上３時間未満の通所介護の単位数を算定できる利用者
は、心身の状況から、長時間のサービス利用が困難である者、病
後等で短時間の利用から始めて長時間利用に結びつけていく必要
がある者など、利用者側のやむを得ない事情により長時間のサー
ビス利用が困難な方です。なお、２時間以上３時間未満の通所介
護であっても、通所介護本来の目的に照らし、単に入浴サービス
のみといった利用は適当ではありません。利用者の日常生活動作
能力などの向上のため、日常生活を通じた機能訓練等を実施して
ください。

短時間の場合の
算定

　心身の状況その他利用者のやむを得ない事情により、長時間のサー
ビス利用が困難である利用者に対して、所要時間２時間以上３時間未
満の通所介護を行う場合は、「所要時間４時間以上５時間未満の場
合」の所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定していますか。

連続して延長
サービスを行っ
た場合に係る加
算

　算定対象時間（８時間以上９時間未満の通所介護の所要時間とその
前後に連続して行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間）
が９時間以上となった場合は、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる単
位数を所定単位数に加算していますか。

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

平12厚告19別表6注4

平12厚告19別表6注6

　 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画
未策定減算として、所定単位数の 100 分の１に相当する単位数を所定
単位数から減算していますか。

平12厚告19別表6の注3

【平18厚労告126別表2
の2注7】

10時間以上11時間未満の場合　　　100単位

平成15年介護報酬に係
るQ&A問6

９時間以上10時間未満の場合　　　 50単位

　延長加算は、所要時間８時間以上９時間未満の通所介護の前後
に連続して日常生活上の世話を行う場合について、５時間を限度
として算定されるものであり、例えば、
①９時間の通所介護の後に連続して５時間の延長サービスを行っ
た場合
②９時間の通所介護の前に連続して２時間、後に連続して３時
間、合計５時間の延長サービスを行った場合
には、５時間分の延長サービスとして250単位が算定されます。
また、当該加算は、通所介護と延長サービスを通算した時間が9
時間以上の部分について算定されるものであるため、例えば、
③８時間の通所介護の後に連続して５時間の延長サービスを行っ
た場合には、通所介護と延長サービスの通算時間は13時間であ
り、８～９時間の通所介護費に４時間分（＝13時間－９時間）の
延長サービス200単位を加算して算定されます。

平12老企36第2・7(4)

業務継続計画未
策定減算

平12老企36第2・7(5)
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自主点検項目 記入欄及び点検のポイント 点検結果
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

○

10

ア

イ

ウ

エ

11

○

①

②

○

○

○

12

○

○

13 入浴介助加算

○

① 　入浴介助加算（Ⅰ） 40単位

　当該事業所の利用者が、当該事業所を利用した後に、引き続き
当該事業所の設備を利用して宿泊する場合や、宿泊した翌日にお
いて当該事業所の通所介護の提供を受けた場合には算定すること
はできません。

　延長加算は、実際に利用者に対して延長サービスを行うことが
可能な体制にあり、かつ、実際に延長サービスを行った場合に算
定されるものですが、当該事業所の実情に応じて、適当数の従業
者を置いている必要があります（延長時間帯は、人員基準上の提
供時間帯には該当しないため、複数単位の利用者を同一の職員が
対応することもできます）。

中山間地域等居
住者加算

平12厚告19別表6注9はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

生活相談員配置
等加算（共生型
のみ）

共生型通所介護
を行う場合

【平18厚労告126別表2
の2注10】

平12老企36第2・7(9)

【報酬留意事項通知第
2・3の2(8)】

指定児童発達支援事業所        　100分の90

平12厚告19別表6注7

平12厚告19別表6注8

平12老企36第2・7(8)

【平18厚労告126別表2
の2注12】

【報酬留意事項通知第
2・3の2(9)】

(加算の種類)

Ⅰ・Ⅱ

平27厚労告95第14の5
号

　当該加算を算定する利用者については、通常の事業の実施地域
を越えて行う交通費の支払いを受けることはできません。

　厚生労働大臣が定める地域

はい・いいえ
・該当なし

　地域に貢献する活動は、「地域の交流の場（開放スペースや保
育園等との交流会など）の提供」「認知症カフェ・食堂等の設
置」「地域住民が参加できるイベントやお祭り等の開催」「地域
のボランティアの受入や活動（保育所等における清掃活動等）の
実施」「協議会等を設けて地域住民が事業所の運営への参画」
「地域住民への健康相談教室・研修会」など、地域や多世代との
関わりを持つためのものとするよう努めてください。

　当該加算は、共生型通所介護の指定を受ける指定生活介護事業
所等においてのみ算定することができます。

　厚生労働大臣が定める基準

　別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして電子情報
処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式
による届出を行った指定通所介護事業所において、共生型通所介護を
算定をしている場合は、１日につき13単位を所定単位数に加算してい
ますか。

　別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通
常の事業の実施地域を越えて、通所介護を行った場合は、１回につき
所定単位数の100分の５に相当する単位数を所定単位数に加算していま
すか。

　厚生労働大臣が定める基準

　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

生活相談員を１名以上配置していること。

　「厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域」（平成21年３月
13日厚生労働省告示第83号）の第2を参照してください。

【平18厚労告126別表2
の2注13】

　別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして電子情報
処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式
による届出を行って当該基準による入浴介助を行った場合は、当該基
準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる単位数を所定単位数に
加算していますか。

平12厚告19別表6注10

【平18厚労告126別表2
の2注11】

平27厚労告95　第14の
2号

地域に貢献する活動を行っていること。

　生活相談員（社会福祉士、精神保健福祉士等）は、共生型通所
介護の提供日ごとに、当該共生型通所介護を行う時間帯を通じて
１名以上配置する必要がありますが、共生型通所介護の指定を受
ける障害福祉制度における指定生活介護事業所、指定自立訓練
（機能訓練）事業所、指定自立訓練（生活訓練）事業所、指定児
童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所（以下
「指定生活介護事業所等」という）に配置している従業者の中
に、既に生活相談員の要件を満たす者がいる場合には、新たに配
置する必要はなく、兼務しても差し支えありません。
　なお、例えば、１週間のうち特定の曜日だけ生活相談員を配置
している場合は、その曜日のみ加算の算定対象となります。

指定放課後等デイサービス事業所　100分の90

　共生型通所介護を行った場合は、所定単位数に、次に掲げる率を乗
じた単位数を算定していますか。

指定生活介護事業所　　        　100分の93

指定自立訓練（機能訓練、生活訓練）事業所
　　　　　　　　　　　　        100分の95
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自主点検項目 記入欄及び点検のポイント 点検結果
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

次のいずれにも適合すること。

ア

イ

② 　入浴介助加算（Ⅱ） 55単位

次のいずれにも適合すること。

ア 　①に掲げる基準に適合すること。

イ

ウ

エ

(1) 　入浴介助加算（Ⅰ）の算定上の留意事項

①

②

③

(2) 　入浴介助加算（Ⅱ）の算定上の留意事項

① 　(1)①から③までを準用します。

②

【報酬留意事項通知第
2・3の2(10)】

　入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行わ
れる入浴介助であること。

平27厚労告95第14の5
号

　医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、若しくは介護支
援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことがで
きる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援セン
ターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する
者(以下「医師等」という。)が利用者の居宅を訪問し、浴室にお
ける当該利用者の動作及び浴室の環境を評価し、かつ、当該訪問
において、当該居宅の浴室が、当該利用者自身又はその家族等の
介助により入浴を行うことが難しい環境にあると認められる場合
は、訪問した医師等が、居宅介護支援事業所の介護支援専門員又
は福祉用具貸与事業所若しくは特定福祉用具販売事業所の福祉用
具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与若しくは購入又は住宅改
修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。
　ただし、医師等による利用者の居宅への訪問が困難な場合に
は、医師等の指示の下、介護職員が利用者の居宅を訪問し、情報
通信機器等を活用して把握した浴室における当該利用者の動作及
び浴室の環境を踏まえ、医師等が当該評価及び助言を行っても差
し支えないものとします。

　入浴介助加算（Ⅰ）は、入浴中の利用者の観察を含む介助
を行う場合について算定されるものですが、この場合の「観
察」とは、自立生活支援のための見守り的援助のことであ
り、利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上のため
に、極力利用者自身の力で入浴し、必要に応じて介助、転倒
予防のための声かけ、気分の確認などを行うことにより、結
果として、身体に直接接触する介助を行わなかった場合につ
いても、加算の対象となるものであること。なお、この場合
の入浴には、利用者の自立生活を支援する上で最適と考えら
れる入浴手法が、部分浴（シャワー浴含む）等である場合
は、これを含むものとします。

　当該通所介護事業所の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、
生活相談員その他の職種の者（以下「機能訓練指導員等」とい
う。）が共同して、医師等との連携の下で、利用者の身体の状
況、訪問により把握した居宅の浴室の環境等を踏まえて個別の入
浴計画を作成すること。
　ただし、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画に記載
することをもって、個別の入浴計画の作成に代えることができま
す。
　ウの入浴計画に基づき、個浴（個別の入浴をいう。）又は利用
者の居宅の状況に近い環境（利用者の居宅の浴室の手すりの位置
や、使用する浴槽の深さ及び高さ等に合わせて、当該事業所の浴
室に福祉用具等を設置することにより、利用者の居宅の浴室の状
況を再現しているものをいう。）で、入浴介助を行うこと。

　入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行う
こと。

　入浴介助加算（Ⅱ）は、利用者が居宅において、自身で又
は家族若しくは居宅で入浴介助を行うことが想定される訪問
介護員等（以下「家族・訪問介護員等」という。）の介助に
よって入浴ができるようになることを目的とし、以下ａ～ｃ
を実施することを評価するものです。
　なお、入浴介助加算（Ⅱ）の算定に関係する者は、利用者
の状態に応じ、自身で又は家族・訪問介護員等の介助により
尊厳を保持しつつ入浴ができるようになるためには、どのよ
うな介護技術を用いて行うことが適切であるかを念頭に置い
た上で、ａ～ｃを実施します。

平12老企36第2・7(10)
ア

　通所介護計画上、入浴の提供が位置付けられている場合
に、利用者側の事情により、入浴を実施しなかった場合につ
いては、加算を算定できません。

　入浴介助に関する研修とは、入浴介助に関する基礎的な知
識及び技術を習得する機会を指すものとします。
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自主点検項目 記入欄及び点検のポイント 点検結果
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

ａ

※

ｂ

ｃ

14 平12厚告19別表6注11はい・いいえ
・該当なし

中重度者ケア体
制加算

　別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして電子情報
処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式
による届出を行った通所介護事業所が、中重度の要介護者を受け入れ
る体制を構築し、指定通所介護を行った場合は、１日につき45単位を
所定単位数に加算していますか。ただし、共生型通所介護に係る算定
をしている場合は、算定できません。

　ｂの入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅
の状況に近い環境にて、入浴介助を行います。なお、
利用者の居宅の浴室の状況に近い環境については、大
浴槽等においても、手すりなど入浴に要する福祉用具
等を活用し、浴室の手すりの位置や使用する浴槽の深
さ及び高さ等を踏まえることで、利用者の居宅の浴室
環境の状況を再現していることとして差し支えないこ
ととします。また、入浴介助を行う際は、関係計画等
の達成状況や利用者の状態をふまえて、自身で又は家
族・訪問介護員等の介助によって入浴することができ
るようになるよう、必要な介護技術の習得に努め、こ
れを用いて行われるものであること。なお、必要な介
護技術の習得にあたっては、既存の研修等を参考にし
てください。

　入浴介助加算（Ⅱ）は、利用者が居宅において、自身で又
は家族若しくは居宅で入浴介助を行うことが想定される訪問
介護員等（以下「家族・訪問介護員等」という。）の介助に
よって入浴ができるようになることを目的とし、以下ａ～ｃ
を実施することを評価するものです。
　なお、入浴介助加算（Ⅱ）の算定に関係する者は、利用者
の状態に応じ、自身で又は家族・訪問介護員等の介助により
尊厳を保持しつつ入浴ができるようになるためには、どのよ
うな介護技術を用いて行うことが適切であるかを念頭に置い
た上で、ａ～ｃを実施します。

　医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若しく
は介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の
評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓
練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅改
修に関する専門的知識及び経験を有する者（以下、
「医師等」という。）が利用者の居宅を訪問（個別機
能訓練加算を取得するにあたっての訪問等を含む。）
し、利用者の状態をふまえ、浴室における当該利用者
の動作及び浴室の環境を評価します。その際、当該利
用者の居宅を訪問し評価した者が、入浴に係る適切な
介護技術に基づいて、利用者の動作を踏まえ、利用者
自身で又は家族・訪問介護員等の介助により入浴を行
うことが可能であると判断した場合、指定通所介護事
業所に対しその旨情報共有します。また、当該利用者
の居宅を訪問し評価した者が、指定通所介護事業所の
従業者以外の者である場合は、書面等を活用し、十分
な情報共有を行うよう留意してください。

　当該利用者の居宅を訪問し評価した者が、入浴に係
る適切な介護技術に基づいて、利用者の動作を踏ま
え、利用者自身で又は家族・訪問介護員等の介助によ
り入浴を行うことが難しいと判断した場合は、指定居
宅介護支援事業所の介護支援専門員又は指定福祉用具
貸与事業所若しくは指定特定福祉用具販売事業所の福
祉用具専門相談員と連携し、利用者及び当該利用者を
担当する介護支援専門員等に対し、福祉用具の貸与若
しくは購入又は住宅改修等の浴室の環境整備に係る助
言を行います。
　なお、医師等が訪問することが困難な場合には、医
師等の指示の下、介護職員が居宅を訪問し、情報通信
機器等を活用して把握した浴室における利用者の動作
及び浴室の環境を踏まえ、医師等が評価及び助言を行
うこともできることとします。ただし、情報通信機器
等の活用については、当該利用者等の同意を得なけれ
ばなりません。また、個人情報保護委員会・厚生労働
省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な
取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報
システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守
してください。

　指定通所介護事業所の機能訓練指導員等が共同し
て、利用者の居宅を訪問し評価した者との連携の下
で、当該利用者の身体の状況や訪問により把握した利
用者の居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画
を作成します。なお、個別の入浴計画に相当する内容
を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載を
もって個別の入浴計画の作成に代えることができるも
のとします。
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自主点検項目 記入欄及び点検のポイント 点検結果
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

○

①

②

③

○

①

②

※

③

イ

ロ

④

※

⑤

⑥

※

平成27年度介護報酬
Q&A問3、問39

　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

【報酬留意事項通知第
2・3の2(11)】

　別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして電子情報
処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式
による届出を行った通所介護事業所が、中重度の要介護者を受け入れ
る体制を構築し、指定通所介護を行った場合は、１日につき45単位を
所定単位数に加算していますか。ただし、共生型通所介護に係る算定
をしている場合は、算定できません。

　指定通所介護事業所における前年度又は算定日が属する月
の前３月間の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護
３、要介護４又は要介護５である者の占める割合が100分の
30以上であること。
　指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介
護の提供に当たる看護職員を１人以上配置していること。

平27厚労告95第15号

平12老企36第2・7(11)

　中重度ケア体制加算に係るプログラムとは、今までその人
が築いてきた社会関係や人間関係を維持し続けられるよう
に、家庭内の役割づくりのための支援や、地域の中で生きが
いや役割をもって生活できるような支援をすることなどの目
標を通所介護計画又は別途作成する計画に設定し、通所介護
の提供を行うものです。

　当該事業所に配置している看護職員が現在、専従の看護職
員として提供時間帯を通じて既に配置されている場合には、
新たに配置する必要はありません。
また、専従の看護職員を全ての営業日に配置できない場合に
は、配置があった日のみの算定となります。

平成27年度介護報酬改
定に関するQ＆A問38

　利用実人員数又は利用延人員数の割合の計算方法は、次の
取扱いによります。

　看護職員は、指定通所介護を行う時間帯を通じて１名以上
配置する必要があり、他の職務との兼務は認められません。

　算定時留意事項

　常勤換算方法による職員数の算定方法は、暦月ごとの看護
職員又は介護職員の勤務延時間数を、当該事業所において常
勤の職員が勤務すべき時間数で除することによって算定し、
暦月において常勤換算方法で２以上加配されていれば加算の
要件を満たすこととなります。
　なお、常勤換算方法を計算する際の勤務延時間数について
は、サービス提供時間前後の延長加算を算定する際に配置す
る看護職員又は介護職員の勤務時間数は含めないこととし、
常勤換算方法による員数については、小数点第２位以下を切
り捨てるものとします。

　要介護３、要介護４又は要介護５である者の割合について
は、前年度（３月を除く。）又は届出日の属する月の前３月
の１月当たりの実績の平均について、利用実人員数又は利用
延人員数を用いて算定するものとし、要支援者に関しては人
員数には含めません。

　厚生労働大臣が定める基準

【平18厚労告126別表2
の2注14】

平成27年介護報酬Q&A
問31

　前年度の実績が６月に満たない事業所（新規事業
所、再開事業所を含む）については、前年度の実績に
よる加算の届出はできません。

　前３月の実績により届出を行た事業所については、
届出を行った月以降においても、直近の割合について
は、毎月ごとに記録するものとし、所定の割合を下
回った場合については、直ちに加算が算定できなく
なった旨の届出を提出しなければなりません。

　利用実人員数については、実際の利用者数、利用延人員数
については、延べ利用回数で計算するものです。

　指定居宅サービス等基準第93条第１項第２号又は第３号に
規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は
介護職員を常勤換算方法で２以上確保していること。

　中重度者ケア体制加算については、事業所を利用する利用
者全員に算定することができます。また、認知症加算の算定
要件も満たす場合は、同時に算定可能です。

　中重度者ケア体制加算を算定している事業所にあっては、
中重度の要介護者であっても社会性の維持を図り在宅生活の
継続に資するケアを計画的に実施するプログラムを作成する
必要があります。
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自主点検項目 記入欄及び点検のポイント 点検結果
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

○

※

15

① 　生活機能向上連携加算（Ⅰ） 100単位

② 　生活機能向上連携加算（Ⅱ） 200単位

○

① 　生活機能向上連携加算（Ⅰ）

ア

イ

ウ

② 　生活機能向上連携加算（Ⅱ）

ア

イ

ウ

　個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機
能の向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指
導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供
していること。

　アの評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を３月
ごとに１回以上評価し、利用者又はその家族に対し、機能訓
練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に
応じて訓練内容の見直し等を行っていること。

　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

　指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリ
テーション事業所又はリハビリテーションを実施している医
療提供施設の理学療法士等が、当該指定通所介護事業所、指
定地域密着型通所介護事業所、指定認知症対応型通所介護事
業所又は指定相当通所型サービス事業所を訪問し、当該事業
所の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価
及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。

　個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機
能の向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指
導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供
していること。

生活機能向上連
携加算

　厚生労働大臣が定める基準

　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

平成27年度介護報酬改
定に関するQ＆A問26、
問28

　指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリ
テーション事業所又はリハビリテーションを実施している医
療提供施設（病院にあっては、許可病床数が200床未満のも
の又は当該病院を中心とした半径４キロメートル以内に診療
所が存在しないものに限る。）の理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士又は医師（以下「理学療法士等」という。）の助
言に基づき、当該指定通所介護事業所、指定地域密着型通所
介護事業所、指定認知症対応型通所介護事業所又は指定相当
通所型サービス事業所の機能訓練指導員等が共同して利用者
の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行ってい
ること。

平12厚告19別表6注12

【平18厚労告126別表2
の2注15】

　看護職員及び介護職員の加配については、人員基準に対し、常
勤換算で２以上確保していれば、両加算で要件を満たすことにな
ります。

　認知症加算を併せて算定する場合、中重度者ケア体制加算の算
定要件となる看護職員は他の職務と兼務することはできないた
め、認知症介護に係る研修を修了している看護師１人で双方を算
定することはできず、別途配置する必要があります。

　別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして電子情報
処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式
による届出を行った通所介護事業所において、外部との連携により、
利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成
した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、生活機能向上連携加算
（Ⅰ）については、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画
を見直した場合を除き３月に１回を限度として、１月につき、生活機
能機能向上連携加算（Ⅱ）については１月につき、次に掲げる単位数
を所定単位数に加算していますか。
　ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合において
は、次に掲げるその他の加算は算定できません。
　また、個別機能訓練加算（第１号通所事業にあっては運動器機能向
上連携加算）を算定している場合、生活機能向上連携加算（Ⅰ）は算
定せず、生活機能向上連携加算（Ⅱ）は１月につき100単位を所定単位
数に加算します。

はい・いいえ
・該当なし

[総合事業実施要綱別
記2(10)]

平27厚労告95第15の2
号

(加算の種類)

Ⅰ・Ⅱ

　アの評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を３月
ごとに１回以上評価し、利用者又はその家族に対し、機能訓
練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に
応じて訓練内容の見直し等を行っていること。48/77



自主点検項目 記入欄及び点検のポイント 点検結果
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

① 生活機能向上連携加算（Ⅰ）の算定上の留意事項 平12老企36第2・7(12)

○

○

○

○

○

○ 　個別機能訓練計画の進捗状況等の評価について

・

・

○

○

　個別機能訓練計画の作成に当たっては、指定訪問リハビリテー
ション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリ
テーションを実施している医療提供施設の理学療法士等は、当該
利用者のＡＤＬ（寝返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、入
浴、排せつ等）及びＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、金銭管理、服
薬状況等）に関する状況について、指定訪問リハビリテーション
事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテー
ションを実施している医療提供施設の場において把握し、又は、
指定通所介護事業所の機能訓練指導員等と連携してＩＣＴを活用
した動画やテレビ電話を用いて把握した上で、当該指定通所介護
事業所の機能訓練指導員等に助言を行ってください。なお、ＩＣ
Ｔを活用した動画やテレビ電話を用いる場合においては、理学療
法士等がＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する利用者の状況について適切
に把握することができるよう、理学療法士等と機能訓練指導員等
で事前に方法等を調整するものとします。

【報酬留意事項通知第
2・3の2(12)】

　機能訓練指導員等は、各月における評価内容や目標の達成
度合いについて、利用者又はその家族及び理学療法士等に報
告・相談し、理学療法士等から必要な助言を得た上で、必要
に応じて当該利用者又はその家族の意向を確認の上、当該利
用者のＡＤＬやＩＡＤＬの改善状況を踏まえた目標の見直し
や訓練内容の変更など適切な対応を行ってください。

　理学療法士等は、機能訓練指導員等と共同で、３月ごとに
１回以上、個別機能訓練の進捗状況等について評価した上
で、機能訓練指導員等が利用者又はその家族（以下「利用者
等」という。）に対して個別機能訓練計画の内容（評価を含
む。）や進捗状況等を説明してください。
　また、利用者等に対する説明は、テレビ電話装置等を活用
して行うことができるものとします。ただし、テレビ電話装
置等の活用について当該利用者等の同意を得なければなりま
せん。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情
報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における
個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省
「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を
遵守すること。

　機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、
利用者ごとに保管され、常に当該事業所の機能訓練指導員等によ
り閲覧が可能であるようにしてください。

　生活機能向上連携加算(Ⅰ)は個別機能訓練計画に基づき個別機
能訓練を提供した初回の月に限り、算定されるものです。なお、
機能訓練指導員等の助言に基づき個別機能訓練計画を見直した場
合には、本加算を再度算定することは可能ですが、利用者の急性
増悪等により個別機能訓練計画を見直した場合を除き、個別機能
訓練計画に基づき個別機能訓練を提供した初回の月の翌月及び
翌々月は本加算を算定できません。

　個別機能訓練計画には、利用者ごとにその目標、実施時間、実
施方法等の内容を記載しなければなりません。目標については、
利用者又はその家族の意向及び当該利用者を担当する介護支援専
門員の意見も踏まえ策定することとし、当該利用者の意欲の向上
につながるよう、段階的な目標を設定するなど可能な限り具体的
かつ分かりやすい目標としてください。なお、個別機能訓練計画
に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載
をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとす
してください。

　個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の
向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等
が、利用者の心身の状況に応じて計画的に機能訓練を適切に提供
してください。

　理学療法士等は、機能訓練指導員等に対し、日常生活上の留意
点、介護の工夫等に関する助言を行ってください。

　「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診
療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っている
病院若しくは診療所又は介護老人保健施設、介護療養型医療施設
若しくは介護医療院のことです。

　アの評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を３月
ごとに１回以上評価し、利用者又はその家族に対し、機能訓
練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に
応じて訓練内容の見直し等を行っていること。
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自主点検項目 記入欄及び点検のポイント 点検結果
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

② 生活機能向上連携加算（Ⅱ）の算定上の留意事項

○

○

○ 　個別機能訓練計画の進捗状況等の評価について

・

・

○

○

○

16

① 　個別機能訓練加算（Ⅰ）イ 56単位

② 　個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ 76単位

③ 　個別機能訓練加算（Ⅱ） 20単位

○ 平27厚労告95第16号

① 　個別機能訓練加算（Ⅰ）イ

　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

ア

イ

　別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして電子情報
処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式
による届出を行った通所介護の利用者に対して、機能訓練を行ってい
る場合には、当該基準に掲げる区分に従い、①及び②については１日
につき次に掲げる単位数を、③については１月につき次に掲げる単位
数を所定単位数に加算していますか。ただし、個別機能訓練加算(Ⅰ)
イを算定している場合には、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは算定できませ
ん。

　機能訓練指導員等は、各月における評価内容や目標の達成
度合いについて、利用者又はその家族及び理学療法士等に報
告・相談し、理学療法士等から必要な助言を得た上で、必要
に応じて当該利用者又はその家族の意向を確認の上、当該利
用者のＡＤＬやＩＡＤＬの改善状況を踏まえた目標の見直し
や訓練内容の変更など適切な対応を行ってください。

　理学療法士等は、３月ごとに１回以上指定通所介護事業所
を訪問し、機能訓練指導員等と共同で個別機能訓練の進捗状
況等について評価した上で、機能訓練指導員等が、利用者又
はその家族に対して個別機能訓練計画の内容（評価を含
む。）や進捗状況等を説明し記録するとともに、必要に応じ
て訓練内容の見直し等を行ってください。

　個別機能訓練計画には、利用者ごとにその目標、実施時間、実
施方法等の内容を記載しなければなりません。目標については、
利用者又はその家族の意向及び当該利用者を担当する介護支援専
門員の意見も踏まえ策定することとし、当該利用者の意欲の向上
につながるよう、段階的な目標を設定するなど可能な限り具体的
かつ分かりやすい目標としてください。なお、個別機能訓練計画
に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載
をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとし
てください。

　個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の
向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等
が、利用者の心身の状況に応じて計画的に機能訓練を適切に提供
してください。

　機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、
利用者ごとに保管され、常に当該事業所の機能訓練指導員等によ
り閲覧が可能であるようにしてください。

個別機能訓練加
算

　理学療法士等は、機能訓練指導員等に対し、日常生活上の留意
点、介護の工夫等に関する助言を行ってください。

　「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診
療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っている
病院若しくは診療所又は介護老人保健施設、介護療養型医療施設
若しくは介護医療院のことです。

　機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画
を作成し、当該計画に基づき、理学療法士等が計画的に機能訓練
を行っていること。

Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱ

　生活機能向上連携加算(Ⅰ)は個別機能訓練計画に基づき個別機
能訓練を提供した初回の月に限り、算定されるものです。なお、
機能訓練指導員等の助言に基づき個別機能訓練計画を見直した場
合には、本加算を再度算定することは可能ですが、利用者の急性
増悪等により個別機能訓練計画を見直した場合を除き、個別機能
訓練計画に基づき個別機能訓練を提供した初回の月の翌月及び
翌々月は本加算を算定できません。

平12厚告19別表6注13
【平18厚労告126別表2
の2注16】

　厚生労働大臣が定める基準

　専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法
士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指
圧師、はり師又はきゅう師（はり師及びきゅう師については、理
学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又は
あん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置し
た事業所で６月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限
る。以下「理学療法士等」という）を1人以上配置しているこ
と。

(加算の種類)

はい・いいえ
・該当なし
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自主点検項目 記入欄及び点検のポイント 点検結果
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

ウ

エ

オ

② 　個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ

　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

ア

イ

③ 　個別機能訓練加算（Ⅱ）

　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

ア

　イ

○

○ 　個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定する際の人員配置

○ 　個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算定する際の人員配置

　機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での
生活状況を確認した上で、個別機能訓練計画を作成すること。ま
た、その後３月ごとに１回以上、利用者の居宅を訪問した上で、
当該利用者の居宅における生活状況をその都度確認するととも
に、当該利用者又はその家族に対して、個別機能訓練計画の進捗
状況等を説明し、必要に応じて個別機能訓練計画の見直し等を
行っていること。

　専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上
配置してください。
　この場合において、例えば１週間のうち特定の曜日だけ理学療
法士等を配置している場合は、その曜日において理学療法士等か
ら直接機能訓練の提供を受けた利用者のみが当該加算の算定対象
となります。
　ただし、この場合、当該加算を算定できる人員体制を確保して
いる曜日があらかじめ定められ、利用者や居宅介護支援事業者に
周知されている必要があります。
　なお、指定通所介護事業所の看護職員が当該加算に係る理学療
法士等の職務に従事する場合には、当該職務の時間は、指定通所
介護事業所における看護職員としての人員基準の算定に含めませ
ん。

　(Ⅰ)イの専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を
１名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従
事する理学療法士等を１名以上配置してください。
　この場合において、例えば１週間のうち特定の時間だけ、(Ⅰ)
イの要件である専ら機能訓練を実施する理学療法士等を１名に加
え、さらに(Ⅰ)ロの要件である専ら機能訓練を実施する理学療法
士等を１名以上配置している場合は、その時間において理学療法
士等から直接訓練の提供を受けた利用者のみが当該加算の算定対
象となります。
　ただし、この場合、当該加算を算定できる人員体制を確保して
いる時間はあらかじめ定められ、利用者や居宅介護支援事業者に
周知されている必要があります。
　なお、指定通所介護事業所の看護職員が当該加算に係る機能訓
練指導員の職務に従事する場合には、当該職務の時間は、指定通
所介護事業所における看護職員としての人員基準の算定に含めま
せん。

　①アからオまで又は②ア及びイに掲げる基準に適合するこ
と。

　利用者ごとの個別機能訓練計画書の内容等の情報を厚生労働省
に提出し、機能訓練の実施に当たって、当該情報その他機能訓練
の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

　定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。

　①アの規定により配置された理学療法士等に加えて、専ら機能
訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上配置してい
ること。

　①イからオまでに掲げる基準のいずれにも適合すること。

平12老企36第2・7(13)

【報酬留意事項通知第
2・3の2(13)】

　個別機能訓練加算は、専ら機能訓練を実施する理学療法士等を
配置し、機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとに心身の状態
や居宅の環境をふまえた個別機能訓練計画を作成し、当該計画に
基づき計画的に機能訓練を行うことで、利用者の生活機能（身体
機能を含む。）の維持・向上を図り、住み慣れた地域で居宅にお
いて可能な限り自立して暮らし続けることを目指すため設けられ
たものです。

　機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画
を作成し、当該計画に基づき、理学療法士等が計画的に機能訓練
を行っていること。

　個別機能訓練計画の作成及び実施においては、利用者の身体機
能及び生活機能の向上に資するよう複数の種類の機能訓練の項目
を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増
進されるよう利用者を援助し、利用者の選択に基づき、心身の状
況に応じた機能訓練を適切に行っていること。
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自主点検項目 記入欄及び点検のポイント 点検結果
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

○ 　個別機能訓練目標の設定・個別機能訓練計画の作成

○ 　個別機能訓練の実施体制・実施回数

○ 　個別機能訓練実施後の対応

○ 　その他の留意事項

・

　(Ⅰ)イの専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を
１名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従
事する理学療法士等を１名以上配置してください。
　この場合において、例えば１週間のうち特定の時間だけ、(Ⅰ)
イの要件である専ら機能訓練を実施する理学療法士等を１名に加
え、さらに(Ⅰ)ロの要件である専ら機能訓練を実施する理学療法
士等を１名以上配置している場合は、その時間において理学療法
士等から直接訓練の提供を受けた利用者のみが当該加算の算定対
象となります。
　ただし、この場合、当該加算を算定できる人員体制を確保して
いる時間はあらかじめ定められ、利用者や居宅介護支援事業者に
周知されている必要があります。
　なお、指定通所介護事業所の看護職員が当該加算に係る機能訓
練指導員の職務に従事する場合には、当該職務の時間は、指定通
所介護事業所における看護職員としての人員基準の算定に含めま
せん。

　個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及び個別機能訓練加算(Ⅰ)ロに係る個
別機能訓練を行うにあたっては、機能訓練指導員等が共同して、
利用者ごとにその目標、目標を踏まえた訓練項目、訓練実施時
間、訓練実施回数等を内容とする個別機能訓練計画を作成してく
ださい。
　個別機能訓練目標の設定にあたっては、機能訓練指導員等が利
用者の居宅を訪問した上で利用者の居宅での生活状況（起居動
作、ＡＤＬ、ＩＡＤＬ等の状況）を確認し、その結果や利用者又
は家族の意向及び介護支援専門員等の意見も踏まえつつ行ってく
ださい。
　その際、当該利用者の意欲の向上につながるよう長期目標・短
期目標のように段階的な目標とするなど可能な限り具体的かつ分
かりやすい目標としてください。
　また、単に身体機能の向上を目指すことのみを目標とするので
はなく、日常生活における生活機能の維持・向上を目指すことを
含めた目標としてください。
　個別機能訓練項目の設定にあたっては、利用者の生活機能の向
上に資するよう複数の種類の機能訓練の項目を準備し、その項目
の選択に当たっては、利用者の生活意欲の向上に繋がるよう利用
者を援助してください。
　なお、個別機能訓練計画に相当する内容を通所介護計画の中に
記載する場合は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代
えることができるものとします。

　個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及び個別機能訓練加算(Ⅰ)ロに係る個
別機能訓練は、類似の目標を持ち、同様の訓練項目を選択した５
人程度以下の小集団（個別対応含む）に対して機能訓練指導員が
直接行うこととし、必要に応じて事業所内外の設備等を用いた実
践的かつ反復的な訓練としてください。
　訓練時間については、個別機能訓練計画に定めた訓練項目の実
施に必要な１回あたりの訓練時間を考慮し適切に設定してくださ
い。
　また、本加算に係る個別機能訓練は、住み慣れた地域で居宅に
おいて可能な限り自立して暮らし続けることを目的とし、生活機
能の維持・向上を図るため、計画的・継続的に個別機能訓練を実
施する必要があり、概ね週１回以上実施することを目安としま
す。

　個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及び個別機能訓練加算(Ⅰ)ロに係る個
別機能訓練を開始した後は、個別機能訓練項目や訓練実施時間、
個別機能訓練の効果（例えば当該利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの
改善状況）等についての評価を行うほか、３月ごとに１回以上、
利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況（起居動作、
ＡＤＬ、ＩＡＤＬ等の状況）の確認を行い、利用者又はその家族
（以下「利用者等」という。）に対して個別機能訓練の実施状況
や個別機能訓練の効果等について説明し、記録します。
　また、概ね３月ごとに１回以上、個別機能訓練の実施状況や個
別機能訓練の効果等について、当該利用者を担当する介護支援専
門員等にも適宜報告・相談し、利用者等の意向を確認の上、当該
利用者に対する個別機能訓練の効果（例えば当該利用者のＡＤＬ
及びＩＡＤＬの改善状況）等をふまえた個別機能訓練の目標の見
直しや訓練項目の変更など、適切な対応を行ってください。
　また、利用者等に対する説明は、テレビ電話装置等を活用して
行うことができるものとしてください。ただし、テレビ電話装置
等の活用について当該利用者等の同意を得なければなりません。
　なお、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業
者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生
労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等
を遵守してください。

　定員超過利用・人員基準欠如に該当している場合は、個別
機能訓練加算(Ⅰ)イ及び個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算定する
ことはできません。
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自主点検項目 記入欄及び点検のポイント 点検結果
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

・

・

・

・

○ 　個別機能訓練加算（Ⅱ）

○

○

17

① 　ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ) 30単位

② 　ＡＤＬ維持等加算(Ⅱ) 60単位

○

① 　ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)

　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

ア

イ

ウ

ＡＤＬ維持等加
算

　第1号通所事業と一体的に運営される事業所における機能訓練
指導員の配置について、個別機能訓練の提供及び運動器機能向上
サービスの提供それぞれに支障のない範囲で兼務が可能です。

　個別機能訓練計画に基づく個別機能訓練の実施が予定され
ていた場合でも、利用者の都合等により実際に個別機能訓練
が実施されなかった場合は、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及び個
別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算定することはできません。

　個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及び個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの目
標設定・個別機能訓練計画の作成方法の詳細を含む事務処理
手順例等については、令和6年3月15日付け老高発0315第2
号・老認発第0315第2号・老老発0315第2号「リハビリテー
ション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組に
ついて」に示されています。

　厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行っ
てください。
　ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護
情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに
事務処理手順及び様式例の提示について」を参照してください。
　サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及び
フィードバック情報を活用し、利用者の状態に応じた個別機能訓
練計画の作成（Plan）、当該計画に基づく個別機能訓練の実施
（Do)、当該実施内容の評価（Check）、その評価結果を踏まえた
当該計画の見直し・改善（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡ
サイクル）により、サービスの質の管理を行ってください。

　常勤専従の機能訓練指導員が看護職員の場合、当該看護職員を
人員配置上の看護職員に含めることはできません。

　個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定している場合は個別機能訓
練加算(Ⅰ)ロを算定することはできません。また個別機能訓
練加算(Ⅰ)ロを算定している場合は、個別機能訓練加算(Ⅰ)
イを算定することはできません。

【平18厚労告126別表2
の2注17】

平12厚告19別表6注14

平成24年度介護報酬
Q&A問72

平27厚労告95第16の2
号

平成24年度介護報酬
Q&A問69

(加算の種類)

Ⅰ・Ⅱ

　評価対象者（当該事業所又は当該施設の利用期間（イにおいて
「評価対象利用期間」という。）が６月を超える者をいう。以下
この号において同じ。）の総数が10人以上であること。

　評価対象者全員について、評価対象利用期間の初月（以下「評
価対象利用開始月」という。）と、当該月の翌月から起算して６
月目（６月目にサービスの利用がない場合については当該サービ
スの利用があった最終の月）においてＡＤＬを評価し、その評価
に基づく値（以下「ＡＤＬ値」という。） を測定し、測定した
日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出していること。

　評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して６月目の
月に測定したＡＤＬ値から評価対象利用開始月に測定したＡＤＬ
値を控除して得た値を用いて一定の基準に基づき算出した値（以
下「ＡＤＬ利得」という。）の平均値が１以上であること。

　別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして電子情報
処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式
による届出を行った通所介護事業所において、利用者に対して指定通
所介護を行った場合は、評価対象期間（別に厚生労働大臣が定める期
間をいう）の満了日の属する月の翌月から12月以内の期間に限り、当
該基準に掲げる区分に従い、１月につき次に掲げる単位数を所定単位
数に加算していますか。
※ただし、（Ⅰ）と（Ⅱ）は同時に算定できません。

　厚生労働大臣が定める基準

はい・いいえ
・該当なし

　個別機能訓練に関する記録（個別機能訓練の目標、目標を
ふまえた訓練項目、訓練実施時間、個別機能訓練実施者等）
は、利用者ごとに保管され、常に当該事業所の個別機能訓練
従事者により閲覧が可能であるようにしてください。
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自主点検項目 記入欄及び点検のポイント 点検結果
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

② 　ＡＤＬ維持等加算(Ⅱ)

　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

ア

イ

○ 　ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定時留意事項

①

②

③

1

1

2

3

④

⑤

⑥

※

18 認知症加算

令和6年度介護報酬改
定に関するQ&A（令和
6年3月15日）問176

【平18厚労告126別表2
の2注18】

ADL維持等加算（Ⅱ）について、ADL利得が「２以上」から「３以
上」へ見直されることとなりましたが、令和６年３月以前に評価
対象期間の届出を行っている場合で、令和５年４月以降が評価対
象期間の始期となっている場合は、ADL利得が３以上の場合に、
ADL維持等加算（Ⅱ）を算定することができます。

　ＡＤＬ加算（Ⅰ）ア及びイの基準に適合するものであること。

　別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして電子情報
処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式
による届出を行った通所介護事業所において、別に厚生労働大臣が定
める利用者に対して指定通所介護を行った場合は、認知症加算とし
て、１日につき60単位を所定単位数に加算していますか。
　ただし、共生型通所介護に係る加算を算定している場合は、算定で
きません。

　対象者のＡＤＬ利得の平均値が３以上であること。

はい・いいえ
・該当なし

平12厚告19別表6注15

　加算を取得する月の前年の同月に、基準に適合しているものと
して市長に届け出ている場合は、届出の日から12月後までの期間
を評価対象期間とします。

　令和６年度については、令和６年３月以前よりＡＤＬ維持等加
算(Ⅱ)を算定している場合、ＡＤＬ利得に関わらず、評価対象期
間の満了日の属する月の翌月から12月に限り算定を継続すること
ができます。

　評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して６月目の
月に測定したＡＤＬ値から評価対象利用開始月に測定したＡＤＬ
値を控除して得た値を用いて一定の基準に基づき算出した値（以
下「ＡＤＬ利得」という。）の平均値が１以上であること。

平12老企36第2・7(14)
【報酬留意事項通知第
2・3の2(14)】　ＡＤＬの評価は、一定の研修を受けた者により、Barthel

Index を用いて行うものとします。

　①ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)イにおける厚生労働省へのＡＤＬ値の
提出は、ＬＩＦＥを用いて行うこととします。ＬＩＦＥへの提出
情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩ
ＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様
式例の提示について」を参照してください。サービスの質の向上
を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活
用し、利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成（Plan）、
当該計画に基づく個別機能訓練の実施（Do）、当該実施内容の評
価（Check）、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善
（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サー
ビスの質の管理を行うこと。提出された情報については、国民の
健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適
宜活用されるものです。

　①ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)ウ及び②ＡＤＬ維持等加算(Ⅱ)イにお
けるＡＤＬ利得は、評価対象利用開始月の翌月から起算して６月
目の月に測定したＡＤＬ値から、評価対象利用開始月に測定した
ＡＤＬ値を控除して得た値に、次の表の左欄の評価対象利用開始
月に測定したＡＤＬ値に応じてそれぞれ同表の右欄に掲げる値を
加えた値を平均して得た値とします。

ＡＤＬ値が  0以上 25以下

ＡＤＬ値が 30以上 50以下

ＡＤＬ値が 55以上 75以下

ＡＤＬ値が 80以上100以下

　③においてＡＤＬ利得の平均を計算するに当たって対象とする
者は、ＡＤＬ利得の多い順に、上位100分の10に相当する利用者
（その数に１未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるもの
とします。）及び下位100分の10に相当する利用者（その数に１
未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。）
を除く利用者（以下「評価対象利用者」という。）とします。
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自主点検項目 記入欄及び点検のポイント 点検結果
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

○

①

②

③

④

※

○

○

①

②

③

イ

ロ

④

⑤

　当該事業所の従業者に対する認知症ケアに関する事例の検討や
技術的指導に係る会議を定期的に開催していること。

　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

　日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められる
ことから介護を必要とする認知症の者

　算定時留意事項

　「日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められ
ることから介護を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度
のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者を指すものとし、これらの者
の割合については、前年度（３月を除く。）又は届出日の属する
月の前３月の１月当たりの実績の平均について、利用実人員数又
は利用延人員数を用いて算定するものとし、要支援者に関しては
人員数には含めません。

　利用実人員数又は利用延人員数の割合の計算方法は、次の取扱
いによります。

　旧痴呆介護実践者研修の基礎課程及び専門課程の修了者も該当
する。

　前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始
し、又は再開した事業所を含む。）については、前年度の実
績による加算の届出はできません。

　前３月の実績により届出を行った事業所については、届出
を行った月以降においても、直近３月間の利用者の割合につ
き、毎月継続的に所定の割合を維持しなければなりません。
また、その割合については、毎月ごとに記録するものとし、
所定の割合を下回った場合については、直ちにその旨を届出
なければなりません。（当該届出を行わず、加算を請求した
場合には、不正請求となります）

　別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして電子情報
処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式
による届出を行った通所介護事業所において、別に厚生労働大臣が定
める利用者に対して指定通所介護を行った場合は、認知症加算とし
て、１日につき60単位を所定単位数に加算していますか。
　ただし、共生型通所介護に係る加算を算定している場合は、算定で
きません。

　指定居宅サービス等基準第93条第１項第２号又は第３号に規定
する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員
を常勤換算方法で２以上確保していること。

　指定通所介護事業所における前年度又は算定日が属する月の前
３月間の利用者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのあ
る症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の
者の占める割合が100分の15以上であること。

　指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の
提供に当たる認知症介護の指導に係る専門的な研修、認知症介護
に係る専門的な研修又は認知症介護に係る実践的な研修等を修了
した者を１人以上配置していること。

平27厚労告95第17号

平12老企36第2・7(15)

平27厚労告94第35号の
5（準用第16号）

平成27年度介護報酬
Q&A問35

【報酬留意事項通知第
2・3の2(15)】

　常勤換算方法による職員数の算定方法は、暦月ごとの看護職員
又は介護職員の勤務延時間数を、当該事業所において常勤の職員
が勤務すべき時間数で除することによって算定し、暦月において
常勤換算方法で２以上確保していれば加算の要件を満たすことと
します。なお、常勤換算方法を計算する際の勤務延時間数につい
ては、サービス提供時間前後の延長加算を算定する際に配置する
看護職員又は介護職員の勤務時間数は含めないこととし、常勤換
算方法による員数については、小数点第２位以下を切り捨てるも
のとします。

　「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護
実践者等養成事業の実施について」（平成18年３月31日老発第
0331010号厚生労働省老健局長通知）及び「認知症介護実践者等
養成事業の円滑な運営について」（平成18年３月31日老計発第
0331007号厚生労働省計画課長通知）に規定する「認知症介護指
導者研修」、認知症看護に係る適切な研修を指します。

　「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者
等養成事業の実施について」及び「認知症介護実践者等養成事業
の円滑な運営について」に規定する「認知症介護実践リーダー研
修」を指します。

　厚生労働大臣が定める利用者

　厚生労働大臣が定める基準
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自主点検項目 記入欄及び点検のポイント 点検結果
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

○

※

19

○

ア

イ

○ 　対象は、「40歳以上65歳未満」となります。

20

①

②

③ 　利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管
理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な
実施のために必要な情報を活用していること。

　受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めてい
ること。

　担当者を中心に、当該利用者の特性やニーズに応じたサービス
提供を行ってください。

　中重度者ケア体制加算を併せて算定する場合、中重度者ケア体
制加算の算定要件となる看護職員は他の職務と兼務することはで
きないため、認知症介護に係る研修を修了している看護師１人で
双方を算定することはできず、別途配置する必要があります。

[総合事業実施要綱別
記2(4)]

若年性認知症利
用者受入加算

　別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして電子情報
処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式
による届出を行った通所介護事業所において、若年性認知症利用者に
対して通所介護を行った場合には、若年性認知症利用者受入加算とし
て、１日につき60単位（第１号通所事業は１月につき240単位）を所定
単位数に加算していますか。
　ただし、認知症加算を算定している場合は、算定できません。

　認知症加算を算定している事業所にあっては、認知症の症状の
進行の緩和に資するケアを計画的に実施するプログラムを作成し
てください。

　「認知症介護に係る実践的な研修」とは、「認知症介護実践者
等養成事業の実施について」及び「認知症介護実践者等養成事業
の円滑な運営について」に規定する「認知症介護実践者研修」を
指します。

はい・いいえ
・該当なし

　看護職員及び介護職員の加配については、人員基準に対し、常
勤換算で２以上確保していれば、両加算で要件を満たすことにな
ります。

　利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員
その他の職種の者（以下「管理栄養士等」という。）が共同して
栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してそ
の結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。

栄養アセスメン
ト加算

　次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして電子情報処理
組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式によ
る届出を行った指定通所介護事業所において、利用者に対して、管理
栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント（利用者ごとの低栄
養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。）を行っ
た場合は、栄養アセスメント加算として、１月につき50単位を所定単
位数に加算していますか。
　ただし、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービス
を受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月
は、算定しません。

　認知症介護指導者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症
介護実践者研修、認知症看護に係る適切な研修の修了者は、指定
通所介護を行う時間帯を通じて１人以上配置する必要がありま
す。

　厚生労働大臣が定める基準

　当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士
を１名以上配置していること。

　認知症加算については、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭ
に該当する者に対して算定することができます。また、中重度者
ケア体制加算の算定要件も満たす場合は、認知症加算の算定とと
もに中重度者ケア体制加算も算定できます。

平12老企36第2・7(16)

【報酬留意事項通知第
2・3の2(16)】

はい・いいえ
・該当なし

平成18年度介護報酬
Q&A問51

平12厚告19別表6注16

【平18厚労告126別表2
の2注19】

【平18厚労告126別表2
の2注20】

平12厚告19別表6注17

平成27年度介護報酬改
定に関するQ＆A問26、
問28

[総合事業実施要綱別
記2(5)]

　「認知症ケアに関する事例の検討や技術的指導に係る会議」
は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとしま
す。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係
事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、
厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライ
ン」等を遵守してください。
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自主点検項目 記入欄及び点検のポイント 点検結果
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

④

○ 　厚生労働大臣が定める基準

　定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこ と。

○

○

○

イ

ロ

ハ

ニ

○

○

21

(1)

(2)

(3)

当該事業所の職員として、又は外部（他の介護事業所（栄養アセ
スメント加算の対象事業所に限る。）、医療機関、介護保険施設
（栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定する員数を超
えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を１名以
上配置しているものに限る。）又は公益社団法人日本栄養士会若
しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステー
ション」）との連携により、管理栄養士を１名以上配置して行う
ものです。

　管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職
種の者が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態
にも配慮しつつ、解決すべき栄養管理上の課題の把握を行う
こと。

　利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管
理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な
実施のために必要な情報を活用していること。

　イ及びロの結果を当該利用者又はその家族に対して説明
し、必要に応じ解決すべき栄養管理上の課題に応じた栄養食
事相談、情報提供等を行うこと。

　低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者につ
いては、介護支援専門員と情報共有を行い、栄養改善加算に
係る栄養改善サービスの提供を検討するように依頼するこ
と。

　原則として、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善
サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日
の属する月は、栄養アセスメント加算は算定しませんが、栄養ア
セスメント加算に基づく栄養アセスメントの結果、栄養改善加算
に係る栄養改善サービスの提供が必要と判断された場合は、栄養
アセスメント加算の算定月でも栄養改善加算を算定できます。

　別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定通所介護事
業所であること。

　栄養アセスメント加算の算定に係る栄養アセスメントは、利用
者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに
留意してください。

栄養アセスメントについては、３月に１回以上、イからニまでに
掲げる手順により行うこと。あわせて、利用者の体重について
は、１月毎に測定してください。

　利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握す
ること。

　利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同
して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養
ケア計画を作成していること。

　利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の
居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っていると
ともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。

栄養改善加算

　当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士
を１人以上配置していること。

　厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行う
こととします。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、
「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的
考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照し
てください。

はい・いいえ
・該当なし

　次の(1)～(5)のいずれの基準にも適合しているものとして、電子情
報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様
式による届出を行い、かつ、低栄養状態にある利用者又はそのおそれ
のある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的とし
て、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者
の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下「栄養
改善サービス」という）を行った場合は、栄養改善加算として、３月
以内の期間に限り１月に２回を限度として１回につき200単位を所定単
位数に加算していますか。（第1号通所事業にあっては月につき200単
位）

平12厚告19別表6注18

【平18厚労告126別表2
の2注21】

[総合事業実施要綱別
記2(6)]

平12老企36第2・7(17)

【報酬留意事項通知第
2・3の2(17)】
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自主点検項目 記入欄及び点検のポイント 点検結果
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

(4)

(5)

○

○

○

①

②

③

④

⑤

・

・ 　生活機能の低下の問題

・ 　褥瘡に関する問題

・ 　食欲の低下の問題

・

・

・

　栄養改善加算を算定できる利用者は、次の①～⑤のいずれかに
該当する者であって、栄養改善サービスの提供が必要と認められ
る者です。

　食事摂取量が不良（75％以下）である者

　認知症の問題（基本チェックリストの認知症に関連する
（18）,（19）,（20）のいずれかの項目において「1」に該
当する者などを含む）
（基本チェックリスト該当項目：「周りの人から『いつも同
じことを聞く』などの物忘れがあるといわれる」「自分で電
話番号を調べて電話をかけることをしていない」「今日が何
月何日かわからない時がある」

　うつの問題（基本チェックリストのうつに関連する（21）
から（25）の項目において、2項目以上「1」に該当する者な
どを含む）
（基本チェックリスト該当項目：「（ここ2週間）毎日の生
活に充実感がない」「（ここ2週間）これまで楽しんでやれ
ていたことが楽しめない」「（ここ2週間）以前は楽にでき
ていたことが今はおっくうに感じられる」「（ここ2週間）
自分が役に立つ人間だと思えない」「（ここ2週間）わけも
なく疲れたような感じがする」

　閉じこもりの問題（基本チェックリストの閉じこもりに関
連する（16）,（17）のいずれかの項目において「１」に該
当する者などを含む）
（基本チェックリスト該当項目：「週に１回以上外出してい
ない」「昨年と比べて外出の回数が減っている」）

　利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の
居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っていると
ともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。

　当該事業所の職員として、又は外部（他の介護事業所（栄養改
善加算の対象事業所に限る。）、医療機関、介護保険施設（栄養
マネジメント強化加算の算定要件として規定する員数を超えて管
理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を１名以上配置
しているものに限る。）又は公益社団法人日本栄養士会若しくは
都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーショ
ン」）との連携により、管理栄養士を１名以上配置して行う必要
があります。

　その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められ
る者

　なお、次のような問題を有する者については、上記①～⑤のい
ずれかの項目に該当するかどうか、適宜確認してください。

　口腔及び摂食・嚥下機能の問題（基本チェックリストの口
腔機能に関連する（13）,（14）,（15）のいずれかの項目に
おいて「1」に該当する者などを含む）
（基本チェックリスト該当項目：「半年前に比べて固いもの
がたべにくくなった」「お茶や汁物等でむせることがある」
「口の渇きが気になる」）

　血清アルブミン値が3.5g/dl以下である者

　1～6月間で3％以上の体重の減少が認められる者又は「地
域支援事業の実施について」（平成18年6月9日老発第
0609001号）厚生労働省老健局長通知）に規定する基本
チェックリスト№11の項目が「1」に該当する者
（6月間で2～3ｋｇ以上の体重減少があった者）

　当該加算の算定に係る栄養改善サービスの提供は、利用者ごと
に行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意し
てください。

　定員超過利用・人員基準欠如に該当しない事業所であること。

　利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価している
こと。

　ＢＭＩが18.5未満である者

平27厚労告95第19号

平12老企36第2・7(18)

【報酬留意事項通知第
2・3の2(18)】
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自主点検項目 記入欄及び点検のポイント 点検結果
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

○

ア

イ

※

ウ

エ

オ

カ

○

○

22

① 　口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位

② 　口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位

　うつの問題（基本チェックリストのうつに関連する（21）
から（25）の項目において、2項目以上「1」に該当する者な
どを含む）
（基本チェックリスト該当項目：「（ここ2週間）毎日の生
活に充実感がない」「（ここ2週間）これまで楽しんでやれ
ていたことが楽しめない」「（ここ2週間）以前は楽にでき
ていたことが今はおっくうに感じられる」「（ここ2週間）
自分が役に立つ人間だと思えない」「（ここ2週間）わけも
なく疲れたような感じがする」

　おおむね３月ごとの評価の結果、上記、栄養改善加算を算定で
きる利用者要件①～⑤のいずれかに該当する者であって、継続的
に管理栄養士がサービス提供を行うことにより、栄養改善の効果
が期待できると認められるものについては、継続的に栄養改善
サービスを提供してください。

口腔・栄養スク
リーニング加算

　同意について、利用者又はその家族から口頭で確認した場
合には、栄養ケア計画などに係る記録に利用者又はその家族
が同意した旨を記載すればよく、自署又は押印は必須ではあ
りません。

　要支援者に対しては、栄養ケア計画に定める栄養改善サービス
を概ね３月実施した時点で栄養状態の改善状況について評価を行
い、その結果を当該要支援者に係る介護予防支援事業者等に報告
するとともに、栄養状態に係る課題が解決され当該サービスを継
続する必要性が認められない場合は、当該サービスを終了するも
のとします。

　利用開始時に、管理栄養士が中心となって、利用者ごとの
摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮しつつ、栄養状態に関す
る解決すべき課題の把握（以下「栄養アセスメント」）を行
い、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の
職種の者が共同して、栄養食事相談に関する事項（食事に関
する内容の説明等）、解決すべき栄養管理上の課題等に対し
取り組むべき事項等を記載した栄養ケア計画を作成するこ
と。
作成した栄養ケア計画については、栄養改善サービスの対象
となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。
なお、通所介護においては、栄養ケア計画に相当する内容を
通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって栄養
ケア計画の作成に代えることができるものとすること。

　利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能
の状況を検討し、おおむね３月ごとに体重を測定する等によ
り栄養状態の評価を行い、その結果を当該利用者を担当する
介護支援専門員や主治の医師に対して情報提供すること。

　運営基準上のサービスの提供記録において、利用者ごとの
栄養ケア計画に従い、管理栄養士が利用者の栄養状態を定期
的に記録する場合は、当該記録とは別に栄養改善加算の算定
のために利用者の栄養状態を定期的に記録する必要ありませ
ん。

　別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定通所介護事業所の従
業者が、利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態の
スクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、口
腔・栄養スクリーニング加算として、次に掲げる区分に応じ、１回に
つき次に掲げる単位数を所定単位数に加算していますか。
　ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合において
は、次に掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者について、当該
事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合
にあっては算定できません。

　栄養改善サービスの提供は、次のア～カまでに掲げる手順を経
てください。

　利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握す
ること。

　栄養改善サービスの提供に当たり、居宅における食事の状
況を聞き取った結果、課題がある場合は、当該課題を解決す
るため、利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居
宅を訪問し、居宅での食事状況・食事環境等の具体的な課題
の把握や、主として食事の準備をする者に対する栄養食事相
談等の栄養改善サービスを提供すること。

平成21年度介護報酬
Q&A問4

はい・いいえ
・該当なし

平12厚告19別表6注19

(加算の種類)

Ⅰ・Ⅱ

　栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等が利用者ごとに栄養
改善サービスを提供すること。その際、栄養ケア計画に実施
上の問題点があれば、直ちに当該計画を修正すること。

［老認発0319第3号第3
の3(9)］

【平18厚労告126別表2
の2注22】

[総合事業実施要綱別
記2(11)]
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自主点検項目 記入欄及び点検のポイント 点検結果
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

○

① 　口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)

　次に掲げる基準のいずれにも適合すること

ア

イ

ウ 　定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。

エ

ａ

ｂ

オ

② 　口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)

　次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

ア 　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

ａ 　①ア及びウに掲げる基準に適合すること。

ｂ

ｃ

イ 　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

ａ 　①イ及びウに掲げる基準に適合すること。

ｂ

　他の介護サービスの事業所において当該利用者について、
口腔連携強化加算を算定していないこと。

　算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加
算（［通所型サービス］若しくは一体的サービス提供
加算）の算定に係る口腔機能向上サービスを受けてい
る間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属
する月ではないこと。

　算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定
していない、かつ、当該利用者が栄養改善加算（［通
所型サービス］若しくは一体的サービス提供加算）の
算定に係る栄養改善サービスを受けている間又は当該
栄養改善サービスが終了した日の属する月ではないこ
と。

　利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態
について確認を行い、当該利用者の口腔の健康状態に関する
情報（当該利用者の口腔の健康状態が低下しているおそれの
ある場合にあっては、その改善に必要な情報を含む。）を当
該利用者を担当する（［通所型サービス］担当職員及び）介
護支援専門員に提供していること。

　利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の栄養状態につい
て確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報（当該利
用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必
要な情報を含む。）を当該利用者を担当する（［通所型サー
ビス］担当職員及び）介護支援専門員に提供していること。

　算定日が属する月が、次に掲げる基準のいずれにも該当し
ないこと。

　当該利用者が口腔機能向上加算（［通所型サービ
ス］若しくは一体的サービス提供加算）の算定に係る
口腔機能向上サービス(通所介護費の口腔機能向上サー
ビスをいう。以下同じ。)を受けている間である又は当
該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月(口腔
の健康状態のスクリーニングを行った結果、口腔機能
向上サービスが必要であると判断され、口腔機能向上
サービスが開始された日の属する月を除く。)であるこ
と。

　算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定
している間である又は当該利用者が栄養改善加算
（［通所型サービス］若しくは一体的サービス提供加
算）の算定に係る栄養改善サービスを受けている間で
ある若しくは当該栄養改善サービスが終了した日の属
する月（栄養状態のスクリーニングを行った結果、栄
養改善サービスが必要であると判断され、栄養改善
サービスが開始された日の属する月を除く。）である
こと。

　厚生労働大臣が定める基準

　栄養アセスメント加算を算定している間である又は
当該利用者が栄養改善加算（［通所型サービス］若し
くは一体的サービス提供加算）の算定に係る栄養改善
サービスを受けている間である若しくは当該栄養改善
サービスが終了した日の属する月(栄養状態のスクリー
ニングを行った結果、栄養改善サービスが必要である
と判断され、栄養改善サービスが開始された日の属す
る月を除く。)であること。

平27厚労告95第19の2
号
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自主点検項目 記入欄及び点検のポイント 点検結果
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

ｃ

ｄ

○ 　口腔・栄養スクリーニング加算について

①

②

③

イ 　口腔スクリーニング

ａ

ｂ 　入れ歯を使っている者

ｃ 　むせやすい者

ロ 　栄養スクリーニング

ａ 　ＢＭＩが18.5 未満である者

ｂ

ｃ 　血清アルブミン値が3.5ｇ／dl 以下である者

ｄ 　食事摂取量が不良（75％以下）である者

④

⑤

○

 他の介護サービスの事業所において当該利用者につい
て、口腔連携強化加算を算定していないこと。

　口腔・栄養スクリーニング加算の算定に係る口腔の健康状
態のスクリーニング（以下「口腔スクリーニング」とい
う。）及び栄養状態のスクリーニング（以下「栄養スクリー
ニング」という。）は、利用者ごとに行われるケアマネジメ
ントの一環として行われることに留意してください。なお、
介護職員等は、利用者全員の口腔の健康状態及び栄養状態を
継続的に把握してください。

　口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングは、利用者に
対して、原則として一体的に実施すべきものです。ただし、
大臣基準第19号の２ロに規定する場合にあっては、口腔スク
リーニング又は栄養スクリーニングの一方のみを行い、口
腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)を算定することができま
す。

　口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当
たっては、利用者について、それぞれ次に掲げる確認を行
い、確認した情報を介護支援専門員に対し、提供してくださ
い。なお、口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングの実
施に当たっては、別途通知（「リハビリテーション・個別機
能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」）を参
照してください。

　硬いものを避け、柔らかいものばかりを中心に
食べる者

　口腔・栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所につい
ては、サービス担当者会議で決定することとし、原則とし
て、当該事業所が当該加算に基づく口腔スクリーニング又は
栄養スクリーニングを継続的に実施すること。

　口腔・栄養スクリーニング加算に基づく口腔スクリーニン
グ又は栄養スクリーニングの結果、栄養改善加算の算定に係
る栄養改善サービス又は口腔機能向上加算の算定に係る口腔
機能向上サービスの提供が必要だと判断された場合は、口
腔・栄養スクリーニング加算の算定月でも栄養改善加算又は
口腔機能向上加算（［通所型サービス］又は一体的サービス
提供加算）を算定できること。

　算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加
算（［通所型サービス］若しくは一体的サービス提供
加算）の算定に係る口腔機能向上サービスを受けてい
る間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属
する月(口腔の健康状態のスクリーニングを行った結
果、口腔機能向上サービスが必要であると判断され、
口腔機能向上サービスが開始された日の属する月を除
く。)であること。

　１～６月間で３％以上の体重の減少が認められ
る者又は「地域支援事業の実施について」（平成
18 年６月９日老発第0609001 号厚生労働省老健
局長通知）に規定する基本チェックリストの№11
の項目が「１」に該当する者

平12老企36第2・7(19)

　利用者が、栄養スクリーニング加算を算定できるサービスを複
数利用している場合には、介護支援専門員が各種サービスの栄養
状態との関連性、実施時間の実績、栄養改善サービスの提供実
績、栄養スクリーニングの実施可能性等を踏まえ、サービス担当
者会議で検討して判断・決定するものです。

平成30年度報酬改定
Q&Avol.1問30

【報酬留意事項通知第
2・3の2(19)】
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自主点検項目 記入欄及び点検のポイント 点検結果
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

23

① 　口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位

② 　口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位

○ 　厚生労働大臣が定める基準

① 　口腔機能向上加算(Ⅰ)

ア

イ

ウ

エ

オ

② 　口腔機能向上加算(Ⅱ)

ア

イ

○

①

②

③

○

　定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。

　利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚
士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービス（指定
居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注に規定す
る口腔機能向上サービスをいう。以下同じ。）を行っている
とともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。

　利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期
的に評価すること。

Ⅰ・Ⅱ

　次に掲げる基準のいずれにも適合すること

　言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置して
いること。

　利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯
科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の
者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作
成していること。

　次に掲げる基準のいずれにも適合すること

　その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者

　①アからオまでに掲げる基準のいずれにも適合すること。

　利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の内容等の情報
を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施に当
たって、当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実
施のために必要な情報を活用していること。

　基本チェックリストの口腔機能に関連する(13),(14),
（15)の３項目のうち、２項目以上が｢1｣に該当する者
（基本チェックリスト該当項目：「半年前に比べて固いもの
がたべにくくなった」「お茶や汁物等でむせることがある」
「口の渇きが気になる」）

　当該加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供には、利用
者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに
留意してください。

　認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清潔の３項目の
いずれかの項目において「1」以外に該当する者

　別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情
報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様
式による届出を行い、かつ、口腔機能が低下している利用者又はその
おそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的と
して、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥
下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状
態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下この注において
「口腔機能向上サービス」という。）を行った場合は、口腔機能向上
加算として、当該基準に掲げる区分に従い、３月以内の期間に限り１
月に２回を限度として１回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加
算していますか。
　ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合において
は、次に掲げるその他の加算は算定できません。
　また、口腔機能向上サービスの開始から３月ごとの利用者の口腔機
能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き
続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定す
ることができます。

口腔機能向上加
算

　口腔機能加算を算定できる利用者は、次の①～③のいずれかに
該当する者であって、口腔機能向上サービスの提供が必要と認め
られる者です。

(加算の種類)

平12厚告19別表6注20はい・いいえ
・該当なし

【平18厚労告126別表2
の2注23】

【報酬留意事項通知第
2・3の2(20)】

平12老企36第2・7(18)

[総合事業実施要綱別
記2(7)]

平27厚労告95第20号
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自主点検項目 記入欄及び点検のポイント 点検結果
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

○

○

ア

イ

※

ウ

エ

オ

○

①

②

○

○

○

　おおむね３月ごとの評価の結果、次の①又は②のいずれかに該
当する者であって、継続的に言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職
員等がサービス提供を行うことにより、口腔機能の向上又は維持
の効果が期待できると認められるものについては、継続的に口腔
機能向上サービスを提供してください。

　口腔機能向上サービスの適切な実施のため、「リハビリテー
ション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組につい
て」（令和6年3月15日老高発0315第2号・老認発0315第2号・老老
発0315第2号の第2章第5）を参考にしてください。

平成21年度介護報酬
Q&A問15

　利用者の口腔機能の状態に応じて、定期的に、利用者の生
活機能の状況を検討し、おおむね3月ごとに口腔機能状態の
評価を行い、その結果について、当該利用者を担当する介護
支援専門員や主治の医師、主治の歯科医師に対して情報提供
すること。

　運営基準上のサービスの提供記録において、利用者ごとの
口腔機能改善管理指導計画に従い、言語聴覚士、歯科衛生士
又は看護職員が利用者の口腔機能を定期的に記録する場合
は、当該記録とは別に口腔機能向上加算の算定のために利用
者の口腔機能を定期的に記録する必要はないものとするこ
と。

　要支援者に対しては、口腔機能改善管理指導計画に定める口腔
機能向上サービスを概ね３月実施した時点で口腔機能の状態の評
価を行い、その結果を当該要支援者に係る介護予防支援事業者等
に報告するとともに、口腔機能向上に係る課題が解決され当該
サービスを継続する必要性が認められない場合は、当該サービス
を終了してください。

　口腔機能向上サービスを継続しないことにより、口腔機能
が低下するおそれのある者

　口腔清潔・唾液分泌・咀嚼・嚥下・食事接取等の口腔機能
の低下が認められる状態の者

　利用開始時に、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が中
心となって、利用者ごとの口腔衛生、摂食・嚥下機能に関す
る解決すべき課題の把握を行い、言語聴覚士、歯科衛生士、
看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同し
て、取り組むべき事項等を記載した口腔機能改善管理指導計
画を作成すること。
　作成した口腔機能改善管理指導計画については、口腔機能
向上サービスの対象となる利用者又はその家族に説明し、そ
の同意を得ること。
　なお、通所介護においては、口腔機能改善管理指導計画に
相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記
載をもって口腔機能改善管理指導計画の作成に代えることが
できます。

　口腔機能改善管理指導計画に基づき、言語聴覚士、歯科衛
生士又は看護職員等が利用者ごとに口腔機能向上サービスを
提供すること。その際、口腔機能改善管理指導計画に実施上
の問題点があれば、直ちに当該計画を修正すること。

　同意について、利用者又はその家族から口頭で確認した場
合には、口腔機能改善管理指導計画又は再把握に係る記録に
利用者又はその家族が同意した旨を記載すればよく、自署又
は押印は必須ではありません。

　利用者ごとの口腔機能等の口腔の健康状態を、利用開始時
に把握すること。

　利用者の口腔の状態によっては、医療における対応を要する場
合も想定されることから、必要に応じて、介護支援専門員を通し
て主治医又は主治の歯科医師への情報提供、受診勧奨などの適切
な措置を講じてください。なお、介護保険の口腔機能向上サービ
スとして「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施」を
行っていない場合は、本加算は算定できません。

　口腔機能向上サービスの提供は、次のア～オまでに掲げる手順
を経てください。

　厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行う
こととします。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等についは、
「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的
考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照し
てください。

［老認発0319第3号第3
の3(10)］

63/77



自主点検項目 記入欄及び点検のポイント 点検結果
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

24

ア

イ

○

25

○

①

②

③

○

イ

ロ

ハ

ニ

26

　算定留意事項

　重度者ケア体制加算は、暦月ごとに、指定地域密着型サー
ビス基準第40条第２項に規定する看護職員の員数に加え、看
護職員を常勤換算方法で３以上確保する必要があります。こ
のため、常勤換算方法による職員数の算定方法は、暦月ごと
の看護職員の勤務延時間数を、当該事業所において常勤の職
員が勤務すべき時間数で除することによって算定し、暦月に
おいて常勤換算方法で３以上確保していれば加算の要件を満
たすこととします。なお、常勤換算方法を計算する際の勤務
延時間数については、サービス提供時間前後の延長加算を算
定する際に配置する看護職員の勤務時間数は含めないことと
し、常勤換算方法による員数については、小数点第２位以下
を切り捨てるものとします。
　保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号）第37条の
２第２項第５号に規定する指定研修機関において行われる研
修等を修了した看護師を１以上確保していれば加算の要件を
満たすこととします。
　指定療養通所介護事業者が指定訪問看護事業者の指定を併
せて受けている場合であっても、事業が一体的に実施され
ず、実態として両事業が分離されて実施されている場合に
は、加算の要件を満たさないものとします。

　利用者ごとのＡＤＬ値（ＡＤＬの評価に基づき測定した値をい
う。以下同じ。）、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の
利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出
していること。

【平18厚労告126別表2
の2注24】

　重度者ケア体制加算については、事業所を利用する利用者
全員に算定することができます。

平12厚告19別表6注22

　必要に応じて通所介護計画を見直すなど、指定通所介護の提供
に当たって、イに規定する情報その他指定通所介護を適切かつ有
効に提供するために必要な情報を活用していること。

平12厚告19別表6注21

　利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護もしくは特定施設入
居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介
護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施
設入所者生活介護もしくは複合型サービスを受けている間は、通所介
護費は算定していませんか。

はい・いいえ
・該当なし

【報酬留意事項通知第
2・3の2(26)⑧】

通所介護のサー
ビス種類相互の
算定関係

　厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行う
こととします。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等についは、
「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的
考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照し
てください。

　要支援者に対しては、口腔機能改善管理指導計画に定める口腔
機能向上サービスを概ね３月実施した時点で口腔機能の状態の評
価を行い、その結果を当該要支援者に係る介護予防支援事業者等
に報告するとともに、口腔機能向上に係る課題が解決され当該
サービスを継続する必要性が認められない場合は、当該サービス
を終了してください。

　次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処
理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式に
よる届出を行った通所介護事業所が、利用者に対し指定通所介護を
行った場合は、科学的介護推進体制加算として、１月につき40単位を
所定単位数に加算していますか。

科学的介護推進
体制加算

はい・いいえ
・該当なし

平12老企36第2・7(19)

【報酬留意事項通知第
2・3の2(21)】

[総合事業実施要綱別
記2(12)]

　別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして電子情報
処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式
による届出を行った指定密着型通所介護事業所が、重度の要介護者を
受け入れる体制を構築し、指定地域密着型通所介護を行った場合は、
１日につき150単位を所定単位数に加算していますか。

はい・いいえ
・該当なし

【平18厚労告126別表2
の2注25】

　厚生労働大臣が定める基準 平27厚労告95第51の8
の2

　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

　指定地域密着型サービス基準第40条第2項に規定する看護
師の員数に加え、看護職員を常勤換算方法で３以上確保して
いること。

　療養通所介護従業者のうち、保健師助産師看護師法第37条
の2第2項第五号に規定する指定研修期間において行われる研
修等を修了した看護師を１以上確保していること。

重度者ケア体制
加算（療養通所
介護のみ）

　指定療養通所介護事業者が指定訪問看護事業者の指定を併
せて受け、かつ、一体的に事業を実施していること。
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自主点検項目 記入欄及び点検のポイント 点検結果
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

27

28

○ 　同一建物の定義

○

29

○

○

○

〇

30

　利用者の送迎については、利用者の居宅と事業所間の送迎を原
則としますが、利用者の居住実態がある場所において、事業所の
サービス提供範囲内等運営上支障がなく、利用者と利用者家族そ
れぞれの同意が得られている場合に限り、事業所と当該場所間の
送迎については、送迎減算を適用しません。

令和6年度介護報酬改
定に関するQ&A（令和6
年3月15日）問65

令和3年度介護報酬改
定に関するQ&A（令和3
年3月26日）問30

療養通所介護の
相互算定関係
（療養通所介護
のみ）

　利用者が一の指定療養通所介護事業所において、指定療養通所介護
を受けている間は、当該指定療養通所介護事業所以外の指定療養通所
介護事業所が指定療養通所介護を行った場合に、療養通所介護費は、
算定していませんか。

はい・いいえ
・該当なし

【平18厚労告126別表2
の2注27】

　利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護もしくは特定施設入
居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介
護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施
設入所者生活介護もしくは複合型サービスを受けている間は、通所介
護費は算定していませんか。

通所介護のサー
ビス種類相互の
算定関係

【平18厚労告126別表2
の2ニ】

　利用者に対して、その居宅と指定通所介護事業所との間の送迎を行
わない場合は、片道につき47単位を所定単位数から減算しています
か。

平12厚告19別表6注23

Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

はい・いいえ
・該当なし

　「同一建物」とは、当該通所介護事業所と構造上又は外形上、
一体的な建築物を指すものであり、具体的には、当該建物の1階
部分に通所介護事業所がある場合や、当該建物と渡り廊下等で繋
がっている場合が該当し、同一敷地内にある別棟の建築物や道路
を挟んで隣接する場合は該当しません。
　また、ここでいう同一建物については、当該建築物の管理、運
営法人が当該通所介護事業所の通所介護事業者と異なる場合で
あっても該当します。
　なお、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用
者その他やむを得ない事情により送迎が必要と認められる利用者
に対して送迎を行った場合は、例外的に減算対象となりません。
具体的には、傷病により一時的に歩行困難となった者又は歩行困
難な要介護者であって、かつ建物の構造上自力での通所が困難で
ある者に対し、２人以上の従業者が、当該利用者の居住する場所
と当該通所介護事業所の間の往復の移動を介助した場合に限られ
ます。
　ただし、この場合、２人以上の従業者による移動介助を必要と
する理由や移動介助の方法及び期間について、介護支援専門員と
サービス担当者会議等で慎重に検討し、その内容及び結果につい
て通所介護計画に記載する必要があります。
　また、移動介助者及び移動介助時の利用者の様子等について、
記録しなければなりません。

【平18厚労告126別表2
の2注29】

平12厚労告19別表6二　別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情
報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様
式による届出を行った通所介護事業所が利用者に対し指定通所介護を
行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１回につき（療養通所
介護については１月につき）次に掲げる所定単位数を加算しています
か。
　ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合において
は、次に掲げるその他の加算は算定できません。

[総合事業実施要綱別
記2(9)]

　利用者が自ら通う場合、利用者の家族等が送迎を行う場合など
事業者が送迎を実施していない場合は、片道につき減算の対象と
なります。

【報酬留意事項通知第
2・3の2(23)】

平12老企36第2・7(21)

はい・いいえ
・該当なし

サービス提供体
制強化加算

　指定通所介護事業所と同一建物に居住する利用者又は同一建物
から通う利用者に通所介護を行う場合の減算の対象となっている
場合には、当該減算の対象とはなりません。

(加算の種類)

平12厚告19別表6注24

【報酬留意事項通知第
2・3の2(22)】

送迎を行わない
場合

事業所と同一建
物に居住する利
用者又は同一建
物から通う利用
者に通所介護
サービスを提供
する場合

　通所介護事業所と同一建物に居住する者又は通所介護事業所と同一
建物から当該通所介護事業所に通う者に対し、通所介護を行った場合
は、１日につき94単位を所定単位数から減算していますか。

　利用者が、居宅から病院等の目的地を経由して通所サービスの
事業所へ行く場合や、通所サービスの事業所から病院等の目的地
を経由して居宅へ帰る場合等において、令和3年度から訪問介護
費を算定することができることとされましたが、訪問介護員等に
より送迎が行われる場合、当該利用者が利用している通所サービ
スの事業所の従業者が当該利用者の居宅と事業所間の送迎を実施
していないため、送迎減算が適用されることに留意してくださ

はい・いいえ
・該当なし

平12老企36第2・7(20)

【平18厚労告126別表2
の2注28】

【平18厚労告126別表2
の2注26】
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自主点検項目 記入欄及び点検のポイント 点検結果
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

① 　サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位

（要支援1　88単位、要支援2　176単位）

② 　サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位

（要支援1　72単位、要支援2　144単位）

③ 　サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位

（要支援1　24単位、要支援2 　48単位）

（※以下、療養通所介護のみ）

① 　サービス提供体制強化加算(Ⅲ)イ 48単位

② 　サービス提供体制強化加算(Ⅲ)ロ 24単位

○ 　厚生労働大臣が定める基準

① 　サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

　次に掲げる基準のいずれにも適合すること

ア 　次のいずれかに適合すること。

ａ

ｂ

イ 　定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。

② 　サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

　次に掲げる基準のいずれにも適合すること

ア

イ 　①イに該当するものであること。

③ 　サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

　次に掲げる基準のいずれにも適合すること

ア 　次のいずれかに適合すること。

ａ

ｂ

イ 　①イに該当するものであること。

○

○

○

○

準用(平12老企36第2の
3(12)④)

　前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、
又は再開した事業所を含む）においては、届出を行った月以降に
おいても、直近３月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定の
割合を維持しなければなりません。その割合については、毎月記
録するものとし、所定の割合を下回った場合、直ちに届出を提出
しなければなりません。
　したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者につい
ては、４月目以降、届出が可能となります。

　職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した
前年度（３月を除く）の平均を用います。

　勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数としま
す。
　勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に
加え、同一法人の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会
福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として
勤務した年数を含めることができます。

平27厚労告95第23号、
第51の8号

　介護福祉士については、各月の前月の末日時点で 資格を取得
している者とします。

　前年度の実績が６月に満たない事業所にあっては、届出を行っ
た月以降においても、直近３月間の職員の割合につき、毎月継続
的に所定の割合を維持しなければなりません。なお、その記録に
ついては、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合に
ついては、直ちに加算が算定できなくなった旨の届出を提出しな
ければなりません。（当該届出を行わず、加算を請求した場合に
は、不正請求となります）

　指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護
福祉士の占める割合が100分の70以上であること。

　指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、勤続
年数十年以上の介護福祉士の占める割合が100分の25以
上であること。

　指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉
士の占める割合が100分の50以上であること。

　指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護
福祉士の占める割合が100分の40以上であること。

　指定通所介護を利用者に直接提供する職員の総数の
うち、勤続年数７年以上の者の占める割合が100分の30
以上であること。

【報酬留意事項通知第
2・3の2(27)】
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自主点検項目 記入欄及び点検のポイント 点検結果
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

○

○

31

(1)

(2)

(3)

(4)

○

(1) 　介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)

　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

①

ア

イ

②

③

④

介護職員等処遇
改善加算ⅠⅡⅢ
Ⅳ

　介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)

　上記１から30までにより算定した単位数の64/1000に相当する
単位数

Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ

　当該指定通所介護事業所において、介護福祉士で
あって、経験及び技能を有する介護職員と認められる
者（以下「経験・技能のある介護職員」という。）の
うち一人は、賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円
以上であること。ただし、介護職員等処遇改善加算の
算定見込額が少額であることその他の理由により、当
該賃金改善が困難である場合はこの限りでないこと。

　同一の事業所において、第１号通所事業の指定を併せて受け、
一体的に行っている場合には、本加算の計算も一体的に行ってく
ださい。

　介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)

　当該通所介護事業所において、①の賃金改善に関する計
画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業
所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等処遇改善
計画書を作成し、全ての職員に周知し、市長に届け出ている
こと。

　介護職員等処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実
施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難
な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の賃
金水準（本加算による賃金改善分を除く。）を見直すことは
やむを得ないが、その内容について市長に届け出ること。

　事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を市長に
報告すること。

はい・いいえ
・該当なし

(加算の種類)

　介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)

　介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)

　勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数としま
す。
　勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に
加え、同一法人の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会
福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として
勤務した年数を含めることができます。

　通所介護を利用者に直接提供する職員とは、生活相談員、看護
職員、介護職員又は機能訓練指導員として勤務を行う職員です。

　上記１からま30でにより算定した単位数の92/1000に相当する
単位数

　上記１から30までにより算定した単位数の90/1000に相当する
単位数

　上記１から30までにより算定した単位数の80/1000に相当する
単位数

　厚生労働大臣が定める基準

　介護職員その他の職員の賃金（退職手当を除く。）の改善
（以下「賃金改善」という。）について、次に掲げる基準の
いずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額
（賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含む
ことができる。以下同じ。）が介護職員等処遇改善加算の算
定見込額以上となる賃金改善に関する計画を策定し、当該計
画に基づき適切な措置を講じていること。

　当該指定通所介護事業所が仮に介護職員等処遇改善
加算(Ⅳ)を算定した場合に算定することが見込まれる
額の２分の１以上を基本給又は決まって毎月支払われ
る手当に充てるものであること。

　別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善
等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法によ
り、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所
介護事業所が、利用者に対し、指定通所介護を行った場合は、当該基
準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算してい
ますか。
ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、
次に掲げるその他の加算は算定しません。

平27厚労告95第24号
（準用第4号）

[総合事業実施要綱別
記2(13)]

【平18厚労告126別表2
の2ホ】

平12厚告19別表6ホ
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自主点検項目 記入欄及び点検のポイント 点検結果
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

⑤

⑥ 　労働保険料の納付が適正に行われていること。

⑦

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

⑧

⑨

⑩

(2) 　介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)

(1)①から⑨までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

(3) 　介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)

(1)①ア及び②から⑧までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

(4) 　介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)

32 介護職員等処遇
改善加算Ⅴ

　令和７年３月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合
する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報
処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式
による届出を行った事業所（「介護職員等処遇改善加算ⅠⅡⅢⅣ」を
算定しているものを除く。）が、利用者に対し、サービスを行った場
合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数
に加算していますか。
ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、
次に掲げるその他の加算は算定しません。

はい・いいえ
・該当なし

　介護職員資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計
画に係る研修の実施又は研修機会を確保していること。

　ウについて、全ての介護職員に周知していること。

　介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又
は一定の基準に基づき定期的に昇給を判定する仕組みを設け
ていること。

　オについて書面をもって作成し、全ての介護職員に周知し
ていること。

　②の届出に係る計画の期間中に実施する職員処遇改善の内
容（賃金改善に関するものを除く。）及び当該職員の処遇改
善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。

　⑧の処遇改善の内容等について、インターネットの利用そ
の他の適切な方法により公表していること。

　通所介護費におけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は
(Ⅱ)のいずれかを届け出ていること。

(1)①ア、②から⑥まで、⑦アからエまで及び⑧に掲げる基準の
いずれにも適合すること。

※  加算(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ)のいずれかを算定している場合におい
ては、その他の加算(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ)は算定しません。

※　介護職員等処遇改善加算の内容については、「介護職員等処
遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式
例の提示について」（令和６年３月15日老発0315第２号厚生労働
省老健局長通知）を参照してください。

平12老企36第2の7(27)

平18厚労告126別表4ニ
注2
平18厚労告128別表6ニ
注2

(1)　介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)　１から30までにより算定し
た単位数の1000分の81に相当する単位数
(2)　介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)　１から30までにより算定し
た単位数の1000分の76に相当する単位数
(3)　介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)　１から30までにより算定し
た単位数の1000分の79に相当する単位数
(4)　介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)　１から30までにより算定し
た単位数の1000分の74に相当する単位数
(5)　介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)　１から30までにより算定し
た単位数の1000分の65に相当する単位数
(6)　介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)　１から30までにより算定し
た単位数の1000分の63に相当する単位数
(7)　介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)　１から30までにより算定し
た単位数の1000分の56に相当する単位数
(8)　介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)　１から30までにより算定し
た単位数の1000分の69に相当する単位数
(9)　介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)　１から30までにより算定し
た単位数の1000分の54に相当する単位数
(10) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)　１から30までにより算定し
た単位数の1000分の45に相当する単位数
(11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)　１から30までにより算定し
た単位数の1000分の53に相当する単位数
(12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)　１から30までにより算定し
た単位数の1000分の43に相当する単位数
(13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)　１から30までにより算定し
た単位数の1000分の44に相当する単位数
(14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)　１から30までにより算定し
た単位数の1000分の33に相当する単位数

　アの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に
周知していること。

　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

　介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件
（介護職員の賃金に関するものを含む。）を定めているこ
と。

　事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を市長に
報告すること。

　算定日が属する月の前12月間において、労働基準法、労働
者災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険
法その他労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せら
れていないこと。

[総合事業実施要綱別
記2(13)]
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自主点検項目 記入欄及び点検のポイント 点検結果
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

●

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

①

②

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

①

②

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

①

②

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

①

②

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

①

(2)　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(2)

令和６年５月31日において現に旧指定居宅サービス介護給付
費単位数表の通所介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
及び介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)を届け出ており、か
つ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこ
と。

「31　介護職員等処遇改善加算ⅠⅡⅢⅣ」(1)①イ及び②か
ら⑩までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1)　介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)　１から30までにより算定し
た単位数の1000分の81に相当する単位数
(2)　介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)　１から30までにより算定し
た単位数の1000分の76に相当する単位数
(3)　介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)　１から30までにより算定し
た単位数の1000分の79に相当する単位数
(4)　介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)　１から30までにより算定し
た単位数の1000分の74に相当する単位数
(5)　介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)　１から30までにより算定し
た単位数の1000分の65に相当する単位数
(6)　介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)　１から30までにより算定し
た単位数の1000分の63に相当する単位数
(7)　介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)　１から30までにより算定し
た単位数の1000分の56に相当する単位数
(8)　介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)　１から30までにより算定し
た単位数の1000分の69に相当する単位数
(9)　介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)　１から30までにより算定し
た単位数の1000分の54に相当する単位数
(10) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)　１から30までにより算定し
た単位数の1000分の45に相当する単位数
(11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)　１から30までにより算定し
た単位数の1000分の53に相当する単位数
(12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)　１から30までにより算定し
た単位数の1000分の43に相当する単位数
(13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)　１から30までにより算定し
た単位数の1000分の44に相当する単位数
(14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)　１から30までにより算定し
た単位数の1000分の33に相当する単位数

厚生労働大臣が定める基準

(1)　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(1) 平27厚労告95第53準用
（第48号）
平27厚労告95第123準
用（第48号）令和６年５月31日において現に指定居宅サービスに要する費

用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示（令和６
年厚生労働省告示第86号）による改正前の指定居宅サービス
介護給付費単位数表（以下「旧指定居宅サービス介護給付費
単位数表」という。）の通所介護費における介護職員処遇改
善加算(Ⅰ)及び介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)を届け出て
おり、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出て
いないこと。

令和6年5月31日において現に旧指定居宅サービス介護給付費
単位数表の通所介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅱ)、
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等ベースアッ
プ等支援加算を届け出ていること。

令和６年５月31日において現に旧指定居宅サービス介護給付
費単位数表の通所介護費における介護職員処遇改善加算
(Ⅱ)、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)及び介護職員等ベー
スアップ等支援加算を届け出ていること。
「31　介護職員等処遇改善加算ⅠⅡⅢⅣ」(1)①イ、②から
⑥まで、⑦アからエまで、⑧及び⑨に掲げる基準のいずれに
も適合すること。

(5)　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(5)

「31　介護職員等処遇改善加算ⅠⅡⅢⅣ」(1)①イ、②から
⑥まで、⑦アからエまで及び⑧から⑩までに掲げる基準のい
ずれにも適合すること。

(3)　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(3)

令和６年５月31日において現に旧指定居宅サービス介護給付
費単位数表の通所介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
及び介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)を届け出ており、か
つ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこ
と。

「31　介護職員等処遇改善加算ⅠⅡⅢⅣ」(1)①イ及び②か
ら⑨までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

(4)　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(4)
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自主点検項目 記入欄及び点検のポイント 点検結果
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

②

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

①

②

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

①

②

③

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

①

②

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

①

②

③

(8)　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(8)

令和６年５月31日において現に旧指定居宅サービス介護給付
費単位数表の通所介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
を届け出ており、かつ、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)又
は(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出てい
ないこと。

「31　介護職員等処遇改善加算ⅠⅡⅢⅣ」(1)①（ア及びイ
に係る部分を除く。）及び②から⑧までに掲げる基準のいず
れにも適合すること。

(7)　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(7)

令和６年５月31日において現に旧指定居宅サービス介護給付
費単位数表の通所介護費における介護職員処遇改善加算
(Ⅲ)、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等ベー
スアップ等支援加算を届け出ていること。
「31　介護職員等処遇改善加算ⅠⅡⅢⅣ」(1)①イ、②から
⑥まで及び⑧から⑩までに掲げる基準のいずれにも適合する
こと。

次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
ア　次に掲げる要件の全てに適合すること。
a　介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件
（介護職員の賃金に関するものを含む。）を定めているこ
と。
b　aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に
周知していること。
イ　次に掲げる要件の全てに適合すること。
a　介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当
該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保しているこ
と。
b　aについて、全ての介護職員に周知していること。

(9)　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(9)

令和６年５月31日において現に旧指定居宅サービス介護給付
費単位数表の通所介護費における介護職員処遇改善加算
(Ⅲ)、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)及び介護職員等ベー
スアップ等支援加算を届け出ていること。

「31　介護職員等処遇改善加算ⅠⅡⅢⅣ」(1)①イ、②から
⑥まで、⑧及び⑨に掲げる基準のいずれにも適合すること。

次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
ア　次に掲げる要件の全てに適合すること。
ａ　介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件
（介護職員の賃金に関するものを含む。）を定めているこ
と。
ｂ　ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員
に周知していること。
イ　次に掲げる要件の全てに適合すること。
ａ　介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当
該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保しているこ
と。
ｂ　ａについて、全ての介護職員に周知していること。

令和６年５月31日において現に旧指定居宅サービス介護給付
費単位数表の通所介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
及び介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)を届け出ており、か
つ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこ
と。

「31　介護職員等処遇改善加算ⅠⅡⅢⅣ」(1)①イ、②から
⑥まで、⑦アからエまで及び⑧から⑩までに掲げる基準のい
ずれにも適合すること。

(6)　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(6)

令和６年５月31日において現に旧指定居宅サービス介護給付
費単位数表の通所介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
及び介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)を届け出ており、か
つ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこ
と。

「31　介護職員等処遇改善加算ⅠⅡⅢⅣ」(1)①イ、②から
⑥まで、⑦アからエまで、⑧及び⑨に掲げる基準のいずれに
も適合すること。
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自主点検項目 記入欄及び点検のポイント 点検結果
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

①

②

③

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

①

②

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

①

②

③

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

①

②

次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
ア　次に掲げる要件の全てに適合すること。
ａ　介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件
（介護職員の賃金に関するものを含む。）を定めているこ
と。
ｂ　ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員
に周知していること。
イ　次に掲げる要件の全てに適合すること。
ａ　介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当
該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保しているこ
と。
ｂ　ａについて、全ての介護職員に周知していること。

(10)　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(10)

令和６年５月31日において現に旧指定居宅サービス介護給付
費単位数表の通所介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
及び介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)を届け出ており、か
つ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこ
と。

「31　介護職員等処遇改善加算ⅠⅡⅢⅣ」(1)①イ、②から
⑥まで及び⑧から⑩までに掲げる基準のいずれにも適合する
こと。

次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
ア　次に掲げる要件の全てに適合すること。
ａ　介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件
（介護職員の賃金に関するものを含む。）を定めているこ
と。
ｂ　ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員
に周知していること。
イ　次に掲げる要件の全てに適合すること。
ａ　介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当
該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保しているこ
と。
ｂ　ａについて、全ての介護職員に周知していること。

(11)　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(11)

(13)　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(13)

令和６年５月31日において現に旧指定居宅サービス介護給付
費単位数表の通所介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ており、か
つ、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を届け出てい
ないこと。

「31　介護職員等処遇改善加算ⅠⅡⅢⅣ」(1)①（ア及びイ
に係る部分を除く。）、②から⑥まで、⑧に掲げる基準のい
ずれにも適合すること。

令和６年５月31日において現に旧指定居宅サービス介護給付
費単位数表の通所介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
及び介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)を届け出ており、か
つ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこ
と。

「31　介護職員等処遇改善加算ⅠⅡⅢⅣ」(1)①イ、②から
⑥まで、⑧及び⑨に掲げる基準のいずれにも適合すること。

次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
ア　次に掲げる要件の全てに適合すること。
a  介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件
（介護職員の賃金に関するものを含む。）を定めているこ
と。
ｂ  ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員
に周知していること。
イ　次に掲げる要件の全てに適合すること。
ａ　介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当
該計画に係る研修の実施　又は研修の機会を確保しているこ
と。
ｂ　ａについて、全ての介護職員に周知していること。

(12)　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(12)

令和６年５月31日において現に旧指定居宅サービス介護給付
費単位数表の通所介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
を届け出ており、かつ、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)又
は(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出てい
ないこと。

「31　介護職員等処遇改善加算ⅠⅡⅢⅣ」(1)①（ア及びイ
に係る部分を除く。）、②から⑥まで、⑦アからエまで及び
⑧に掲げる基準のいずれにも適合すること。

71/77



自主点検項目 記入欄及び点検のポイント 点検結果
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

③

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

①

②

③

（以下、第１号通所事業のみ）

33

(1)

ア 要支援１ 1,798単位

イ 要支援２ 3,621単位

(2) １月当たりの回数を定める場合（１回につき）

ア 要支援１ 436単位

イ 要支援２ 447単位

※

令和６年５月31日において現に旧指定居宅サービス介護給付
費単位数表の通所介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
を届け出ており、かつ、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)又
は(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出てい
ないこと。

「31　介護職員等処遇改善加算ⅠⅡⅢⅣ」(1)①（ア及びイ
に係る部分を除く。）、②から⑥まで及び⑧に掲げる基準の
いずれにも適合すること。

次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
ア　次に掲げる要件の全てに適合すること。
ａ　介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件
（介護職員の賃金に関するものを含む。）を定めているこ
と。
ｂ　ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員
に周知していること。
イ　次に掲げる要件の全てに適合すること。
ａ　介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当
該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保しているこ
と。
ｂ　ａについて、全ての介護職員に周知していること。

「31　介護職員等処遇改善加算ⅠⅡⅢⅣ」(1)①（ア及びイ
に係る部分を除く。）、②から⑥まで、⑧に掲げる基準のい
ずれにも適合すること。

次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
ア　次に掲げる要件の全てに適合すること。
ａ　介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件
（介護職員の賃金に関するものを含む。）を定めているこ
と。
ｂ　ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員
に周知していること。
イ　次に掲げる要件の全てに適合すること。
ａ　介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当
該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保しているこ
と。
b　ａについて、全ての介護職員に周知していること。

(14)　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(14)

通所型サービス
費

（１）利用者の要支援状態区分に応じて、所定単位数を算定していま
すか。

はい・いいえ
・該当なし

[総合事業実施要綱
別記2(1)(2)］

１週当たりの標準的な回数を定める場合（１月につき）

（２）看護職員又は介護職員の員数を置いているものとして、電子情
報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様
式による届出を行った指定通所型サービス事業所において、指定通所
型サービスを行った場合に、介護予防サービス計画に位置付けられた
標準的な回数又は内容で、それぞれ所定単位数を算定していますか。
　ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚
生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定め
るところにより算定します。

はい・いいえ
・該当なし

[総合事業実施要綱
別記2(2)注1］

　別に厚生労働大臣が定める基準については、上記の通所介護を
参照してください。

（３）利用者が事業対象者（介護保険法施行規則第１４０条の６２の
４第２号に定める者をいう。以下同じ。）であって、介護予防サービ
ス計画において、１週に１回程度の指定通所型サービスが必要とされ
た場合については⑴ア又は⑵アに掲げる所定単位数を、１週に２回程
度又は２回を超える程度の指定通所型サービスが必要とされた場合に
ついては⑴イ又は⑵イに掲げる所定単位数を、それぞれ算定していま
すか。

はい・いいえ
・該当なし

[総合事業実施要綱
別記2(2)注2］

（４）⑵アについては、１月につき４回、⑵イについては、１月に８
回を限度として、所定単位数を算定していますか。

はい・いいえ
・該当なし

[総合事業実施要綱
別記2(2)注3］
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自主点検項目 記入欄及び点検のポイント 点検結果
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

○

①

②

34

※

35

※

36

※

37

※

38 (1)

(2)

通所型サービスの意義について

　指定相当通所型サービスの基本報酬においては、入浴介助及び
運動器機能向上サービスの実施に係る費用が包括評価されている
ところであり、指定相当通所型サービスは、基準告示第47 条に
定めるとおり、その利用者が可能な限りその居宅において、自立
した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援
及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復
を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すもので
あることを踏まえ、サービスの実施に当たっては以下の点に留意
してください。

　入浴介助は、利用者自身で又は家族等の介助によって入浴
ができるようになることを目的として行うこと。この際、利
用者の状態や、当該利用者が日頃利用する浴室における当該
利用者の動作及び浴室の環境を確認し、これを踏まえて、利
用者が日頃利用する浴室に近い環境で行うことが望ましいで
す。

　運動器機能向上サービス（利用者の運動器の機能向上を目
的として個別に実施される機能訓練であって、利用者の心身
の状態の維持または向上に資すると認められるものをい
う。）は、機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作
業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッ
サージ指圧師、はり師又はきゅう師（はり師及びきゅう師に
ついては、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職
員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する
機能訓練指導員を配置した事業所で６月以上勤務し、かつ、
機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。）を１名以
上配置し、国内外の文献等において介護予防の観点から有効
性が確認されている手法等を用いて行うこと。

［老認発0319第3号第3
の3(1)］

若年性認知症利
用者受入加算

　別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市長に届
け出た事業所において、若年性認知症利用者に対してサービス提供し
た場合には、所定単位数に１月につき240単位加算していますか。

はい・いいえ
・該当なし

[総合事業実施要綱
別記2(4)］

（４）⑵アについては、１月につき４回、⑵イについては、１月に８
回を限度として、所定単位数を算定していますか。

　別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防
止措置未実施減算として、所定単位数の１００分の１に相当する単位
数を所定単位数から減算していますか。

　別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画
未策定減算として、所定単位数の１００分の１に相当する単位数を所
定単位数から減算していますか。ただし、当該事業所が感染症の予防
及びまん延防止のための指針及び火災災害に関する具体的計画を策定
している場合は、令和７年３月３１日までの間は、適用しません。

　通所型サービス事業所の従業者（旧指定介護予防サービス基準第９
７条第１項に規定する介護予防通所介護従業者に相当する者をい
う。）が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対
して、通常の事業の実施地域を越えて、通所型サービスを行った場合
は、所定単位数の１００分の５に相当する単位数を所定単位数に加算
していますか。

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

はい・いいえ
・該当なし

高齢者虐待防止
措置未実施減算

業務継続計画未
策定減算

　別に厚生労働大臣が定める基準については、上記の通所介護を
参照してください。

　別に厚生労働大臣が定める基準については、上記の通所介護を
参照してください。

　別に厚生労働大臣が定める基準については、上記の通所介護を
参照してください。

通常の事業の実
施地域を越えた
場合の加算

[総合事業実施要綱
別記2(2)注4］

[総合事業実施要綱
別記2(2)注5］

[総合事業実施要綱
別記2(2)注6］

　別に厚生労働大臣が定める基準については、上記の通所介護を
参照してください。

介護予防通所介
護のサービス種
類相互の算定関
係

　利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介
護もしくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模
多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護を受けて
いる間は、通所型サービス費は算定できません。算定していませ
んか。

はい・いいえ
・該当なし

[総合事業実施要綱
別記2(2)注7］

　利用者が一の指定通所型サービス事業所においてサービスを受
けている間は、当該事業所以外の介護予防通所介護事業所がサー
ビス提供しても報酬算定できません。算定していませんか。

はい・いいえ
・該当なし

[総合事業実施要綱
別記2(2)注8］
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自主点検項目 記入欄及び点検のポイント 点検結果
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

39

ア

イ

ウ

※ 　同一建物の定義は、上記通所介護を参照してください。

※

40

○

41

①

②

③

　利用者が自ら指定相当通所型サービス事業所に通う場合、利用
者の家族等が指定相当通所型サービス事業所への送迎を行う場合
など、当該指定相当通所型サービス事業所の従業者が利用者の居
宅と指定相当通所型サービス事業所との間の送迎を実施していな
い場合は、片道につき減算の対象となります。ただし、39の減算
の対象となっている場合には、当該減算において送迎コストにか
かる評価を既に行っていることから、本減算の対象とはなりませ
ん。なお、送迎は、外部委託を行うことが可能であり、この場
合、送迎を行わない場合の減算の適用はなく、委託費の額は送迎
を行わない場合の減算の額を踏まえて、指定相当通所型サービス
事業者と委託先との間の契約に基づき決定するものです。この
他、総合事業の実施主体としての市町村が、地域全体で高齢者の
移動手段を確保するという視点に立ち、指定相当通所型サービス
事業所の利用者の送迎を、地域の交通事業者等（社会福祉協議
会、ＮＰＯ法人、農業協同組合、労働者協同組合、法人格を有す
る地域運営組織等を含む。）による通所型サービス・活動Ａとし
て委託することや、地域住民の互助活動による訪問型サービス・
活動Ｂ及びＤ並びに一般介護予防事業として補助することによ
り、指定相当通所型サービス事業者以外の者に担わせることも想
定されますが、この場合は、指定相当通所型サービス事業者が送
迎を実施していないため、当然に本減算が適用されます。なお、
市町村が、送迎を指定相当通所型サービス事業者以外の者に担わ
せる場合は、安全管理体制の確保に努めるとともに、事故発生時
の対応等について適切に定めてください。

［老認発0319第3号第3
の3(5)］

　利用者に対し、生活機能向上グループ活動サービスを１週につ
き１回以上行っていること。

　生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員その他事業
所の従業者が共同して、利用者ごとに生活機能の向上の目標を設
定した介護予防通所介護計画を作成していること。

　介護予防通所介護計画の作成及び実施において利用者の生活機
能の向上に資するよう複数の種類の生活機能向上グループ活動
サービスの項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者
の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の心身の状
況に応じた生活機能向上グループ活動サービスが適切に提供され
ていること。

はい・いいえ
・該当なし

[総合事業実施要綱
別記2(2)注9］

　上記ただし書き部分についての詳細は、上記通所介護を参照し
てください。

33⑴アを算定している場合（１月につき）　　　　376単位

33⑴イを算定している場合（１月につき）　　　　752単位

33⑵を算定している場合（１回につき）　　　　　94単位

　利用者に対して、その居宅と指定通所型サービス事業所との間の送
迎を行わない場合は、片道につき、47単位（⑴アを算定している場合
は１月につき376単位を、⑴イを算定している場合は１月につき752単
位を限度とする。）を所定単位数から減算していますか。ただし、39
を算定している場合は、この限りではありません。

はい・いいえ
・該当なし

送迎を行わない
場合の減算

[総合事業実施要綱
別記2(2)注10］

生活機能向上グ
ループ活動加算

　次の①～③のいずれの基準にも適合しているものとして電子情報処
理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式に
よる届出を行い、かつ、利用者の生活機能の向上を目的として共通の
課題を有する複数の利用者からなるグループに対して実施される日常
生活上の支援のための活動（以下「生活機能向上グループ活動サービ
ス」という。）を行った場合は、１月につき100単位を加算しています
か。ただし、この場合において、同月中に利用者に対し、栄養改善加
算、口腔機能向上加算又は一体的サービス提供加算のいずれかを算定
している場合は、算定しません。

はい・いいえ
・該当なし

[総合事業実施要綱
別記2(3)］

事業所と同一建
物に居住する利
用者又は同一建
物から通う利用
者に通所介護
サービスを提供
する場合

　指定通所型サービス事業所と同一建物に居住する者又は指定通所型
サービス事業所と同一建物から当該指定通所型サービス事業所に通う
者に対し、指定通所型サービスを行った場合は、次に掲げる区分に応
じ、１月につき次に掲げる単位を所定単位数から減算していますか。
ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者そ
の他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に
対して送迎を行った場合は、この限りではありません。
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自主点検項目 記入欄及び点検のポイント 点検結果
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

〇

ア

(ア)

通信・記録関連活動

(イ)

イ

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

　利用者に対し、生活機能向上グループ活動サービスを１週につ
き１回以上行っていること。

　１のグループの人数は、６人以下とすること。

　生活機能向上グループ活動加算は、自立した日常生活を営むた
めの共通の課題を有する利用者に対し、グループで生活機能の向
上を目的とした活動を行った場合に算定できます。
　集団的に行われるレクリエーションや創作活動等の機能訓練を
実施した場合には算定できません。なお、当該加算を算定する場
合は、次のア～ウまでを満たすことが必要です。

　生活機能向上グループ活動の準備

（活動項目の例）

　家事関連活動

洗濯機・アイロン・ミシン等の操作、衣服の手入れ
（ボタン付け等）等

　介護職員等は、当該利用者の同意を得た上で到達目標を達
成するために適切な活動項目を選定すること。当該利用者の
活動項目の選定に当たっては、生活意欲を引き出すなど、当
該利用者が主体的に参加できるよう支援すること。

日曜大工、掃除道具（掃除機、モップ等）の操作、
ガーデニング等

住：

献立作り、買い出し、調理家電（電子レンジ、クッキ
ングヒーター、電気ポット等）・調理器具（包丁、
キッチン鋏、皮むき器等）の操作、調理（炊飯、総
菜、行事食等）、パン作り等

機器操作（携帯電話操作、パソコン操作等）、記録作成（家
計簿、日記、健康ノート等）

　アについて把握した上で、具体的な日常生活上の課題及び
到達目標を当該利用者と共に設定すること。到達目標は、お
おむね３月程度で達成可能な目標とし、さらに段階的に目標
を達成するためにおおむね１月程度で達成可能な目標（以下
「短期目標」という。）を設定すること。到達目標及び短期
目標については、当該利用者の介護予防サービス計画と整合
性のとれた内容とすること。

　利用者ごとの日常生活上の課題の把握と達成目標の設定

　介護職員、生活相談員、看護職員、機能訓練指導員その他
の職種の者（以下「介護職員等」という。）が生活機能向上
グループ活動サービスを行うに当たっては、次のア～エまで
に掲げる手順により行うものとする。なお、ア～エまでの手
順により得られた結果は、介護予防通所介護計画に記録する
こと。

　利用者自らが日常生活上の課題に応じて活動を選択できる
よう、次に掲げる活動項目を参考に、日常生活に直結した活
動項目を複数準備し、時間割を組むこと。

食：

　当該利用者が、
（一）要支援状態に至った理由と経緯
（二）要支援状態となる直前の日常生活上の自立の程度と家
庭内での役割の内容
（三）要支援状態となった後に自立してできなくなったこと
もしくは支障を感じるようになったこと
（四）現在の居宅における家事遂行の状況と家庭内での役割
の内容
（五）近隣との交流の状況等について把握すること。
把握に当たっては、当該利用者から聞き取るほか、家族や介
護予防支援事業者等から必要な情報を得るよう努めること。

　生活機能向上グループ活動の
（一）実施時間は、利用者の状態や活動の内容を踏まえた適
切な時間とし
（二）実施頻度は１週につき１回以上行うこととし
（三）実施期間は概ね３月以内とする。
介護職員は、（一）から（三）までについて、当該利用者に
説明し、同意を得ること。

衣：

［老認発0319第3号第3
の3(6)］

75/77



自主点検項目 記入欄及び点検のポイント 点検結果
根拠法令等

【】は地域密着型
［］は第１号通所事業

ウ 　生活機能向上グループ活動の実施方法

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

42

○

　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

イ

ロ

○

①

②

　利用者が通所型サービスの提供を受けた日において、当該
利用者に対し、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス
のうちいずれかのサービスを行う日を、１月につき２回以上
設けていること。

　当該加算は、運動器機能向上サービスに加えて、栄養改善サー
ビス及び口腔機能向上サービスを一体的に実施することにより、
要支援者等の心身機能の改善効果を高め、介護予防に資するサー
ビスを効果的に提供することを目的とするものです。なお、算定
に当たっては以下に留意してください。

栄養改善加算及び口腔機能向上加算に掲げる各選択的サービ
スの取扱いに従い適切に実施していること。

　運動器機能向上サービスに加えて、栄養改善サービス及び
口腔機能向上サービスを一体的に実施するに当たって、各選
択的サービスを担当する専門の職種が相互に連携を図り、よ
り効果的なサービスの提供方法等について検討すること。

［老認発0319第3号第3
の3(11)］

　通所型サービス費の栄養改善サービス及び口腔機能向上
サービスの基準に適合しているものとして市長に届け出て栄
養改善サービス及び口腔機能向上サービスを実施しているこ
と。

　利用者の短期目標に応じて、概ね１月ごとに、利用者の当
該短期目標の達成度と生活機能向上グループ活動における当
該利用者の客観的な状況についてモニタリングを行うととも
に、必要に応じて、生活機能向上グループ活動に係る計画の
修正を行うこと。

　実施期間終了後、到達目標の達成状況及び②のアの（三）
から（五）までの状況等について確認すること。その結果、
当該到達目標を達成している場合には、当該利用者に対する
当該生活機能向上グループ活動を終了し、当該利用者を担当
する介護予防支援事業者に報告すること。
　また、当該到達目標を達成していない場合には、達成でき
なかった理由を明らかにするとともに、当該サービスの継続
の必要性について当該利用者及び介護予防支援事業者と検討
すること。その上で、当該サービスを継続する場合は、適切
に実施方法及び実施内容等を見直すこと。

一体的サービス
提供加算

はい・いいえ
・該当なし

[総合事業実施要綱
別記2(8)］

　別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情
報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様
式による届出を行った指定通所型サービス事業所が、利用者に対し、
栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスをいずれも実施した場合
に、１月につき所定単位数を加算していますか。ただし、栄養改善加
算又は口腔機能向上加算を算定している場合は、算定しません。

　介護職員等は、当該サービスを実施した日ごとに、実施時
間、実施内容、参加した利用者の人数及び氏名を記録するこ
と。

　介護職員等は、あらかじめ生活機能向上グループ活動に係
る計画を作成し、当該活動項目の具体的な内容、進め方及び
実施上の留意事項等を明らかにしておくこと。

　生活機能向上グループ活動は、１のグループごとに、当該
生活機能向上グループ活動の実施時間を通じて１人以上の介
護職員等を配置することとし、同じグループに属する利用者
が相互に協力しながら、それぞれが有する能力を発揮できる
よう適切な支援を行うこと。

厚生労働大臣が定める基準
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